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1 道路と道路データ

道路とは､ 人や車が通過するために整備された通路を指す (広辞苑)｡ 道路

には地域の交通機能のみならず､ 都市の空間機能や市街地形成機能など､ 表 1

に示したような複数の機能を担うことで､ 多くの地域研究の対象になってきた｡

本稿は､ 道路の通行機能に着目し､ 道路交通事故の数値解析に必要な道路デー

タ構造とその実装方法を論じる｡ 具体的には､ 道路間の接続､ 道路沿線の標高

勾配と道路周辺の交通事故を含め､ 複数の関連データを空間データベースに統

合し､ GIS (地理情報システム) の解析に適する道路データ構造の構築方法を

提示する｡

道路データとは､ 道路の位置､ 形状と属性､ 3 つの基本要素を備えたデータ

セットを指す｡ 例えば､ 国土交通省の ｢国土数値情報｣ ダウンロードサイトに

公開している道路データにおいて (図 1)､ ｢場所：GM_Curve｣ には道路の位

置と形状の情報があり､ それによって道路が地図上に描ける｡ また､ ｢道路種

別｣ と ｢路線名｣ などは道路の属性としてデータセットに付与されている｡

道路の基本要素だけで構成された道路データを道路の基礎データと呼ぶ｡ 通

常､ 国土数値情報などから入手した道路の基礎データをベースに､ 研究に必要

な情報を属性に追加するとともに､ 自らの研究に特化したデータ構造を設け､
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実装することが必要になる｡ 本稿は､ 道路交通事故の数値解析を目的とし､ ①

道路間の接続属性､ ②道路沿線の標高情報､ ③研究対象の事故個票情報､ 3 つ

の要素を入れた道路データ構造を設け､ その実装について解説する｡ 本稿では

名古屋市中心部を対象に､ 表 2 のデータと QGIS＋PostgreSQL の環境を用い

て､ 道路データ構造を実装する｡
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(出典：実務者ための新都市計画マニュアル)

表 1 都市道路の機能

図 1 道路のデータ構造 (出典：国土数値情報)



2 道路トポロジーデータの作成

本研究は､ ESRI ジャパン社が提供する ArcGIS Geo Suite 詳細図 2020 の

道路基礎データを利用する｡ ArcGIS Geo Suite の道路データには､ 道路

(road) と細道 (nroad) の 2 種類のデータがあり､ 筆者はそれらを 1 つの道

路データセットにまとめ､ 図 2 のようなデータベース構造を実装した｡ テーブ

標高勾配付き道路トポロジーデータの構築
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1 ArcGIS Geo Suite 2020 ESRI

2

3

表 2 使用する主なデータ

図 2 道路基礎データの属性と構造

表 3 道路の類別 (tb_road_type)



ル stb_network_data には､ 識別子 id､ ジオメトリカラム geom と道路類別

の識別子 layercode､ 3 つの属性を持ち､ 道路の類別はテーブル tb_road_type

を参照している｡

表 3 は､ テーブル tb_road_type にある道路の類別を示し､ 図 3 は道路基礎

データのマッピング結果を示す｡

2.1 PostGIS を用いた道路トポロジーデータの作成

通常､ 道路上の交通事故は､ 人々が何らかの目的で､ 出発地点から到達終点

までの道路を通過する (自動車走行､ あるいは徒歩) 際に生じる｡ その通過路

を ｢経路｣ と呼ぶ｡ 経路は､ 利用者の目的 (通勤､ 買い物など) と目標 (始点・

終点) などにより現れ､ 経路上の道路の性質 (形状､ 車線､ 幅員など) や交通

事情 (交通量､ 走行速度) などは事故発生の原因になる｡ 従って､ 経路は事故

原因の解明に研究すべき空間対象である｡ 経路とは､ 一般的に経由した複数道

路を指す｡ 経路の基本情報として､ 道路と道路の接続､ つまり､ 前の道路の終

点と次の道路の始点をつなぐ情報は欠かせない｡ しかし､ テーブル stb_
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図 3 道路基礎データのマッピング結果



network_data の 3 つの属性には､ 経路に関わる情報はない｡ 道路のジオメト

リ情報geomに､ 道路の接続情報を加えると､ 道路のトポロジーデータになる｡

次は､ テーブル stb_network_data にトポロジー情報を加える実装方法の概要

を解説するが､ 詳細については文献 ｢1｣ で参照できる｡

本研究は､ データベース PostgreSQL の PostGIS を用いたトポロジーを構

築する｡ 図 4 はトポロジー関連のデータベース構造を示す｡ トポロジーの実装

は､ 図 4 と図 5 に示した 4 つのステップを踏んで行われる｡ ステップ 1 は､

PostgreSQL の拡張 Extensions に postgis_topology の拡張パッケージを追

加する｡ これをおこなうと Schemas に topology というトポロジー管理のス

キーマが現れる｡ 次のステップでは､ SQL 構文で本研究専用のトポロジース

キーマ my_road_topology を新規作成する｡ ステップ 3 においては､ SQL 構

文でテーブル stb_network_data にトポロジーカラム topogeom を新規作成す

る (図 5 の右図)｡ 最後のステップは ｢データ移入｣ である｡ ジオメトリ geom

の道路位置情報を､ 道路の接続情報へ変換し､ その結果を新規の topogeom

に書き込む｡ ｢データ移入｣ 作業は､ PostGIS の SQL 構文で実行される｡

標高勾配付き道路トポロジーデータの構築

― 5 ―

図 4 トポロジー関連のデータベース構造



図 5 に示したように､ 道路基本データはジオメトリ geom の空間位置情報の

み存在していたが (図 5 の左図)､ トポロジー加える topogeom の接続情報が

加えられている (図 5 の右図)｡ トポロジー構築の主な結果は my_road_topol-

ogy スキーマに格納されている (図 6)｡ テーブル edge は道路セグメント､

node は道路セグメント間の接点､ face は近隣の道路セグメントで囲まれるポ

リゴンを指す｡ テーブル edge_data には､ 接点 node を経由した接続情報と

face により隣接情報が記述されているが､ 筆者は edge_data から接続情報だ

けを抽出し､ 新たに edge_data_2 を作成した (図 6 の右図)｡

図 7 は接続情報の実例を示す｡ 例えば edge_id 3 の start_node と end_node

は､ それぞれ 5 と 6 (図 7 右図に下線を引く数値)｡ 次の edge_id 4 は node 5

から node 7 へ､ つまり､ node 5 で edge_id 3 と edge_id 4 がつながっている｡

図 8 は edge_data_2 と node のマッピング結果を示す｡
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図 5 データ移入前後の stb_network_data の属性表

図 6 my_road_topology スキーマ内の edge と node



この節の最後に､ トポロジー構築に関する注意すべき 3 点を述べる｡ ①

start_node と end_node は単なる edge 端点の名称であり､ 有向 edge の意味

ではない｡ ② 現時点高架道路と交差する一般道路の対応はできないので､ 手

動で修正する必要がある｡ ③ PC の計算負荷が大きい｡ 本研究は名古屋市を

対象にしているが､ 道路基礎データ stb_network_data には 66,462 件のデー

タがある｡ それをベースに構築した edge_data と node の行数は､ それぞれ

113,980 と 69,333 件にのぼる｡ 筆者は､ Intel (R) Core (TM) i7-7820HQ CPU

標高勾配付き道路トポロジーデータの構築
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図 7 edge と node による道路の接続情報

図 8 edge_data_2 と node のマッピング結果



@2.90GHz､ 32GB メモリの PC で計算時間は約 1 時間 10 分を要した｡

2.2 道路トポロジーデータに道路類別属性の追加

前節で完成した edge_data には､ 本来道路基礎データ stb_network_data

が持つ道路の類別 layercode はない｡ 今後の分析に備え､ 次は PostGIS の

SQL 構文で edge_data に layercode の属性を追加する｡

SQL 構文 1と 2の解説

SQL 構文 1 は edge_data のラインに中間点を作成する｡ スキーマ my_

road_topology から edge_data を選び (行 3)､ その中から edge_id と geom

を選択し､ PostGIS の関数 ST_LineInterpolatePoint (geom, 0.50)を用いて

edge_data の中間点を求める (行 1)｡ その結果を､ edge_id の順番で (行 4)､

新規テーブル stb_edge_middle_point へ書き出す (行 2)｡ SQL 構文 2 は､

edge_data の中間点と道路基礎データ stb_network_data の空間参照 (over

layer) で､ edge_id と layercode の関連を抽出する｡ スキーマ my_road_to-

pology から stb_ edge_middle_point を､ スキーマ s_network_nagoya から

stb_network_data を選択し､ それぞれ a と b の別名で定義する (行 2)｡ 次
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SQL 構文 1

� ������edge_id, ��	
������������������(geom, 0.50) ��geom

� ����my_road_topology.stb_edge_middle_point

� ���� my_road_topology.edge_data

� �������edge_id

SQL 構文 2

� ������a.edge_id, b.layercode

� ���� my_road_topology.stb_edge_middle_point a, s_network_nagoya.stb_network_data b

� �������	����������(a.geom, b.geom)

� �������a.edge_id



は､ a と b が交差している条件で､ 関数 st_intersects (a.geom, b.geom) が

成り立つ場合 (行 3)､ a からは edge_id を､ b からは layercode を抽出し (行

1)､ その結果を edge_id の順で並べ替える｡

図 9 は egde_data の中間点と stb_network_data のオーバーレイの様子を

示し､ 図 10 は道路トポロジーを含めた道路データ構造の拡張を示す｡

3 標高データの取り入れ

道路交通事故と道路沿線の標高勾配の関連性を調べるために､ 道路データ構

造に標高の情報を取り入れる｡ 標高は､ 国土交通省の基盤地図情報サイトで公

標高勾配付き道路トポロジーデータの構築
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図 9 egde_data の中間点と stb_network_data のオーバーレイ

図 10 道路トポロジーを入れたデータ構造



表されている数値標高モデル 5mのポイントデータを使用した (図 11 の左図)｡

計算負荷を考慮し､ 本稿は 4 つの 5 次メッシュ範囲のデータ (523666､ 523667､

523656､ 523657) を取り入れ､ 5m 間隔の標高ポイント数は 12,572,400 に達し

た｡ それを QGIS の計算ツール ｢ベクタのラスタ化 (rasterize)｣ でラスタ形

式へ変換した (図 11 の右図)｡

次に､ QGISのプラグインツールPoint sampling tool (図 12の左図) を使っ

て､ トポロジーの node データと標高のラスタデータ elevation をオーバーレ

イし､ node ごとに標高情報を取得する｡ その結果を node_2 に保存すると､

図 13 の標高情報を取り入れたデータ構造になった｡

トポロジー node に標高値を入れることで､ edge 両端点の標高値を用いて経
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図 11 標高データ：左図 5m間隔ポイント､ 右図ラスタ形式データ

図 12 QGIS の Point sampling tool プラグインとその使い方



路の標高勾配が計算できるようになった｡ 図 14 はトポロジー node の標高値

で描いた道路標高の分布図を示す｡

標高勾配付き道路トポロジーデータの構築
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図 13 標高と道路トポロジーを入れたデータ構造

図 14 トポロジー node の標高分布



4 交通事故個票データとの関連付け

次は 2009 年愛知県道路交通事故の統計データ (図 15) を用いて､ 下記の

SQL 構文 3 と 4 で事故発生地点と edge_data_2 の最短直線を求め､ 両者を関

連付ける｡
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SQL 構文 3

�
������a.id, b.edge_id, �����	
��������(a.geom, b.geom) �geom,
���������(�����	
��������(a.geom, b.geom)) �length

� ���	s_network_nagoya.stb_accident_point_to_edge_5m_all

�
�
	� s_network_nagoya.stb_accident_2009_nagoya a,
my_road_topology.edge_data_2 b

� ���
�����������(a.geom, b.geom, 5)

� 	
��
��a.id

SQL 構文 4

� ������a.id, a.edge_id, a.geom, a.length

� ���	s_network_nagoya.stb_line_acci_to_edge_2009

� �
	� s_network_nagoya.stb_accident_point_to_edge_5m_all �a

図 15 2009 年愛知県交通事故統計情報のマッピング



SQL 構文 3と 4の解説

まず､ SQL 構文 3 は道路 edge_data_2 周辺に 5m のバッファを発生させる｡

そのバッファ範囲内に含まれる事故発生地点 (ポイント) と各々の道路 edge_

data_2 の間の最短直線を求める｡ 次の SQL 構文 4 は､ 前の結果から､ 事故発

生地点にとって､ 最寄りの edge_data_2 との最短直線を抽出し､ 事故 id と最

寄り edge_id を関連付ける｡ 同じ計算を道路周辺 15m バッファまで拡大した

ところ､ 全ての事故 id と最寄りの edge_id に関連付けることになった｡

SQL構文 3 では､ まず､ 交通事故データ stb_accident_2009_nagoyaを aに､

道路 edge_data_2を bに定義する (行 3)｡ 事故 aが道路b周辺 5mのバッファ

に含まれる条件の下で､ つまり､ 関数 st_dwithin (a.geom, b.geom, 5) が成

り立つの条件で (行 4)､ 事故 id､ 道路 edge_id､ 事故発生地と道路の間の最

短直線 st_shortestline (a.geom, b.geom) とその長さを抽出する (行 1)｡ そ

の結果を事故 id の順で中間結果 stb_accident_point_to_edge_5m_all に格納

する｡

SQL 構文 4 は､ 複合 SQL 構文を持いて中間結果 stb_accident_point_to_

edge_5m_all から､ 各々の事故 id にとって最寄りの edge_id との最短直線を

抽出する｡ 行 1 と行 3 は stb_accident_point_to_edge_5m_all から全項目を抽

出し､ その結果を a とする｡ 一方､ 行 4 の複合 SQL 構文は､ 同じ中間結果か

ら事故 id と事故 id ごとの直線長さの最小値を抽出し､ その結果を b とする｡

行 5 の条件のもとで､ 行 1 の抽出を行い､ その結果を事故 id の順に (行 6)､

最終結果 stb_line_acci_to_edge_2009 に書き出す｡

図 16 は､ SQL 構文 3 と構文 4 の実行結果を示し､ 図 17 はそれに伴う道路

標高勾配付き道路トポロジーデータの構築
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�
���������(��	�
�id, ���(length) �min_length ����

s_network_nagoya.stb_accident_point_to_edge_5m_all �������id) �b

� ��a.id=b.id ��a.length = b.min_length

� �������a.id



データ構造の拡張を示す｡ このデータ構造を用いて､ 交通事故を道路のトポロ

ジー構造､ 沿線の標高勾配､ 道路の類別など多角的な視点から分析するが可能

になる｡
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図 16 道路交通事故と道路 edge の関連付け

図 17 道路トポロジー､ 道路類別､ 標高と事故を含めたデータ構造



5 応用事例について

本節では､ 提示した道路のデータ構造を用いた研究事例を解説する｡ 図 18

の背景には 2009 年の交通事故の発生件数に基づいたカーネル密度の分布を表

し､ 可視化された事故多発交差点から研究対象を特定する｡ また､ 研究対象の

交差点から､ QGIS のネットワーク解析のサービスエリアの機能を使って､ 対

象交差点を通過し､ 100m 範囲で到達可能な経路を抽出することができる｡ こ

れらの経路は事故分析の対象になる｡ このように提案した道路データ構造を利

用し､ 道路の性質､ 標高勾配､ 事故の属性を含めた統合的な数値解析をするこ

とができる｡ これまでの広範囲交通事故を対象に､ メッシュ単位を用いた研究

と比べ､ 本研究は経路を対象とし､ 道路データの空間トポロジー性質を活かし

たより局部的な視点をもつことが特徴であると言えよう｡

標高勾配付き道路トポロジーデータの構築
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図 18 道路データ構造の応用事例



まとめ

本稿は､ 道路交通事故を解析するための道路データ構造を提案した｡ 通常の

道路基礎データと PostGIS Topology パッケージを使って､ 道路のジオメト

リ geom 情報からトポロジー topogeom 情報を引き出すことができる｡ 道路

のトポロジーデータは､ edge と node で構成され､ node には道路沿線の標高

値を付与させ､ edge には周辺で発生した交通事故を関連付ける｡ 提案した道

路のデータ構造は､ 主に経路を対象とした交通事故の分析に使われる｡ 例えば､

通勤時間帯の主な通勤経路､ 主な産業集積地区間の物流経路､ 大型ショッピン

グセンターとそれをつなぐ周辺の経路､ 交通事故多発の交差点とそれをつなぐ

周辺の経路など､ 様々な地域社会の視点から交通事故の特徴を分析することが

考えられる｡

また､ 提案された道路のデータ構造は､ 道路交通事故の研究に限らず､ 津波

避難行動､ 障碍者車イスの走行ルート､ 競輪・ランニングの走るコースなどを

含め､ 様々な研究分野への応用が期待される｡
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1. はじめに

2020 年 1 月からはじまった新型コロナウイルス感染症の感染拡大は､ 経済

活動や日常生活に制限を課せるなど社会的に大きな影響を及ぼした｡ 各大学に

おいても従来の対面形式で授業を行うことが難しくなり､ 緊急事態が宣言され

た 2020 年 4 月頃から各大学は､ 急遽遠隔授業 (自宅等から授業が受けられる)

の実施に取り組むことになった｡ この遠隔授業の実施にあたっては､ すでに

LMS (Learning Management System：学習管理システム､ 以下単に LMS

と言う) が導入され､ かつ利用されていれば､ ある程度オンデマンド型の授業

に対応可能であるものの､ LMS が導入されていても一部の教員しか利用して

いない｡ また､ この LMS が Live 配信に向いていないという問題があった｡

そのため､ 大急ぎで LMS の存在を全教員に周知すると共に利用方法の説明が

必要になった大学も多いようである｡ 一方､ このような LMS に問題のある大

学を含め多くの大学では Live 配信のできる Zoom や Google Meet を併用した

Google Classroom 等を利用して授業を実施していると思われる(1), (2), (7)｡
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[論 説]
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PC が必須な科目の遠隔授業の実施と評価
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このような中､ 遠隔授業に関する報告は､ 遠隔授業の補佐､ 教材づくり､ コ

ンテンツの共用の試み､ 種々の形態による遠隔授業の実施と評価等(1)-(8), (11)-(13)

多くなされている｡ しかし､ PC (Personal Computer：以下､ 単に PC と言

う) を使用しなければ授業が成り立たない ｢PC 実習を伴う授業｣ を Google

Classroom を使用して実施した報告は､ まだなされていない｡

そこで､ ここでは 2020 年後期に椙山女学園大学文化情報学部で 1 年次を対

象に開講されている PC 実習を伴う授業 ｢コンピュータと情報Ⅱ｣ を Google

Classroom を使用して遠隔で実施したことを基に､ その授業概要､ Google

Classroom を使用して授業をする場合に重要な役割を担う教材とこの授業を

受けた履修者による授業評価等について述べる｡

2. 授業概要

遠隔で行った授業の概要を次に示す｡

2-1 授業科目と授業内容

PC 実習を伴う授業科目 ｢コンピュータと情報Ⅱ｣ は､ 椙山女学園大学文化

情報学部の 1 年次を対象に後期開講されている教養教育科目 (選択科目) で､

その内容 (授業回を含む) は､ 表 1 に示すように主に表計算による情報処理と

HTML＆CSS による Web ページ制作である｡ 従って､ 必然的に授業の開始か

ら終了まで PC が必須である｡

2-2 授業環境と履修者数

従来の対面授業は､ PC の演習室 (定員 48 名) で履修者が操作する PC の隣

にモニタ画面があり､ このモニタ画面には､ 教員の PC の画面や資料が提示さ

れる｡ また､ 教員のところには操作用の PC の他に履修者が操作している PC

画面をモニタする画面もある｡ 教員の PC と履修者の PC 間で相互に情報 (音

声も可) のやり取りできるようになっている｡ さらに､ 履修者の質問対応等の
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ため履修者 20 名あたり 1 名の割合で TA (Teaching Assistant：演習補助者)

が配置されている｡ このように従来の対面授業は､ 教員や履修者共に､ 非常に

恵まれた環境で授業を実施・受講することが可能であった｡ 一方､ 急遽実施す

ることになった遠隔授業においては､ どのようにして､ これまでの授業と同程

度の教育レベルを確保するかが大きな課題となった｡

本授業を遠隔で実施する方法としては､ 本学の教務部や学部から Zoom や

Google Classroom の推奨があったことと､ 教員が作成した授業資料 (教材)

の提示や履修者の提出物の提出・返却のしやすさを考慮し Google Classroom

を使用することにした｡ また､ 履修者からの質問については､ 時間割の曜日時

限内にテレビ会議システム (Google Meet) で対応する (メールも可) ことと

した｡

Google Classroom による PC が必須な科目の遠隔授業の実施と評価
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表 1 授業回とその内容

回 授 業 内 容

1 表計算の概要と基礎知識 (オリエンテーションを含む)

2 データの入力・編集

3 表の作成 (関数を含む)

4 表の編集と印刷

5 種々のグラフの作成と編集

6 ワークシートの連携

7 表計算の課題 (中間課題) 作成

8 Web ページの概要と基礎知識

9 HTML 文書の作成 (文字の入力)

10 HTML 文書の作成 (画像や表の配置)

11 HTML 文書の作成 (リンクの設定)

12 CSS の基礎 (定義と記述方法)

13 CSS の基礎 (文字の装飾)

14 CSS の基礎 (ページデザイン)

15 Web ページの課題 (授業のまとめを含む)



ここで大きな課題である遠隔授業における教育の質の確保であるが､

Google Classroom を使用する場合は､ 授業を構成する資料が重要であるので､

この資料作成に多くの時間を割くことにした｡ 作成にあたっては､ その指針を

立てそれに従って作成した｡ そして､ 履修者にとって望ましいオンデマンド

型(2), (3)で授業を実施することにした｡ なお､ 本授業の開始時に TA 配置の希望

の有無の問い合わせが教務関係の先生からあったが､ TA が履修者とどのよう

にして質問の対応 (教員との分担も含め) をするか､ 具体的なイメージがわか

ず､ 却って履修者と個人的な情報のやり取りから発生するトラブルの懸念もあ

り配置は見合わせた｡ 授業への出欠は､ 授業ごとの提出物をもってこれに変え

た｡ なお､ 本授業の履修者は､ 34 名であった｡

2-3 遠隔授業用資料の作成指針

遠隔授業用資料の作成指針として､ ①受講者が授業を受けやすく､ かつ分か

りやすくするために様々な工夫をする｡ ②遠隔授業のいい点を取り入れる(3)｡

③ 1 回ごとの授業範囲は､ 従来の対面授業と同じとする｡ ④タイピング練習を

毎授業 10 分から 15 分間行う､ の 4 つをあげた｡

① 受講者が授業を受けやすく､ かつ分かりやすくするために様々な工夫をする｡

� 受講する場所を特定しない｡ 履修者は必ずしも静かな場所で受講すると

は限らないため､ 配布資料ではあえて音声は入れない｡

� 説明はシンプルな PPT (Power Point：以下､ 単に PPT と言う) を使

用し､ 文語調ではなく口語調とし､ できるだけ対面授業と同じ調子で記

述する (音声を文章に変えた話し言葉とする)｡

� 教科書の分かりにくいところを分かりやすく説明する｡ そのために教科

書を熟読し内容が分かりににくいところはわかりやすくなるように補足

する｡ また､ 教科書の冗長なところは､ 簡略化する｡

� また､ すべての操作を一通りやってみて､ 理解しにくいところは補足す

る｡ PC の画面が変わる場合は､ スクリーンショットを挿入し履修者が
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都度確認できるようにする｡ これにより､ 履修者は教科書に記載のある

変化部分だけでなく全体の画面が確認できる｡

� あえて､ 履修者が間違えるのは当たり前と捉え､ うまくいかなかった時

に焦らせないようにする｡

� 資料は読むことが多いため､ 途中に絵文字等入れて履修者の気分をほぐ

すようにする｡

� 区切りのいいところで､ 短時間の休憩を時々入れる｡

② 遠隔授業のいい点を取り入れる｡

� 従来の対面授業での授業進行は､ 履修者によりまちまちであったことを

考慮し自分のペースでやれるようにする｡ そのため (進行ペースを調整

しづらい) 動画は使用しない｡

� また､ 例年授業の進行についてこられなかった履修生が数名いたことを

考慮し､ 本授業はオンデマンドとする｡

� 資料は遅くとも 2 日前 (1 週間前だと授業回を間違える可能性があるの

と､ 当該授業が終了する前に次回の資料をアップロードすると焦る履修

者がいることを考慮) に配布し､ 時間割の時間帯は質問の時間にあてる｡

③ 1 回ごとの授業範囲は､ 従来の対面授業と同じとする｡

昨年度の対面授業時に､ 授業 1 回ごとの所要時間を記録していたので､ 授

業範囲は､ 従来の授業と同じとする｡

④ タイピング練習を毎授業 10 分から 15 分間行う｡

PC の実習を伴う授業科目において行う短時間のタイピング練習は､ 有用

であることが知られている(9)ので､ 本授業でも昨年度までの対面授業で行っ

ていたタイピング練習を毎授業 10 分から 15 分間行う｡

2-4 資料の作成

作成指針に基づき各授業毎の資料 (教材) を PPT で作成した｡

作成した教材の一部である 3 回目の授業教材とその 3 ページ目､ 9 回目の授

Google Classroom による PC が必須な科目の遠隔授業の実施と評価
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業教材とその 5 ページ目をそれぞれ図 1-1､ 図 1-2､ 図 2､ 図 3-1､ 図 3-2､ 図 4

に示す｡
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図 1-1 3 回目の授業教材 (その 1)



2-5 授業の実施

遠隔授業は以下の流れで実施した｡

① 作成した教材を授業実施日の 2 日前までに Google Classroom の授業の中

の資料にアップロードする｡

② アップロードしたときに Google Classroom のストリーム (ここには､ 履

Google Classroom による PC が必須な科目の遠隔授業の実施と評価
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図 1-2 3 回目の授業教材 (その 2)

図 2 3 回目の授業教材の 3ページ目



修者に一括して連絡したいことも掲示可能) にどのようなものがアップロー

ドされたか表示される｡

③ 履修者は､ これを見て教材が Google Classroom にアップロードされたこ
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図 3-1 9 回目の授業教材 (その 1)



とを知ることができる｡

④ 履修者は､ 時間割の曜日時限前の自分の都合のいい時間帯､ もしくは時間

割の曜日時限 (オンライン) に Google Classroom に出席し､ アップロー

Google Classroom による PC が必須な科目の遠隔授業の実施と評価
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図 3-2 9 回目の授業教材 (その 2)



ドされた教材と教科書を見ながら授業 (タイピング練習を含む) を受ける｡

質問は Google Meet (メールも可) で行う｡

⑤ 教員は､ 時間割の曜日時限 (オンライン) に Google Classroom に入る

(ストリームに Meet 可能の連絡をする)｡ その後､ Google Meet に入り､

履修者の参加状況を確認しながら質問に対応する (音声とチャット)｡ 当

該授業に関する Google Meet 終了後の質問は､ メールにて対応 (ただし､

提出物を Google Classroom へ提出するまでの間) する｡

⑥ 履修者は､ 当該授業の終了時間の 4 時間後までに提出物を Google Class-

room の提出場所へ提出する｡

⑦ 教員は､ 提出物の提出状況を Google Classroom の授業→提出にて確認し

必要により (限定) コメントをする｡

3. 調査方法と結果

3-1 調査方法

本遠隔授業が履修者に受け入れられたかどうかの調査は､ 授業の 1 回目に受

講前の履修者の状態を知る目的で ｢PC に関する思い｣ をタイトルとして､ PC
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図 4 9 回目の授業教材 5ページ目



に関する思い・考え (好き・嫌い､ 怖い､ 苦手) や授業に対する希望等につい

て記述してもらった提出物､ 8 回目 (中間回) に前半の授業の振り返りを目的

に ｢前半の授業を受けて｣ をタイトルとして､ 履修者に Excel を学んだ感想､

タイピングの練習の効果 (どの程度練習したか)､ その他 (何でも可) につい

て記述してもらった提出物や 15 回目 (最終回) に本授業の振り返りを目的に

｢本授業を受けた感想｣ をタイトルとして､ 履修者に本授業を受けた感想 (タ

イピング練習の効果を含む) を記述してもらった提出物によった｡ 各回の提出

物ごとに､ 授業の評価に関するキーワードを抽出し､ 当該履修者の全体の文章

の意味を保持しながら､ そのキーワードをもとに短い構文 (項目) を作成し､

全履修者の感想文について作成した項目に該当するかどうかをチェックするこ

とを全履修者の提出物について行い､ 整理した｡ そして､ 念のため全履修者の

文章が該当する項目に当てはまっているかを再確認し集計した｡ その後､ 似た

項目を KJ法(10)のようにまとめた｡

3-2 調査結果

1) 1 回目の授業の感想文の整理と集計

履修者が記述した ｢PC に関する思い・考え (好き・嫌い､ 怖い､ 苦手)｣､

｢授業に対する希望｣ 等の文章から､ 授業の評価に関するキーワードを抽出し､

当該履修者の全体の文章の意味を保持しながら､ そのキーワードをもとに項目

(短い構文) を作成し､ 全履修者の感想文について作成した項目に該当するか

どうかをチェックし整理した｡ そして､ 全履修者の文章が該当する項目に当て

はまっているかを再確認し集計した｡ その結果を表 2 に示す｡

表 2 より､ 授業開始時におけるPC に関する思い・考え (好き・嫌い､ 怖い､

苦手) や授業に対する希望等の項目とその割合が分かる｡ たとえば､ 割合の多

い順に ｢PC の作業は (たくさんの操作があるので) 苦手・不安である｣ が 16

名 (47％)､ ｢PC のスキルを上げたい・より知識を上げたい｣ が 13 名 (38％)､

｢PC は楽しくて好き(便利)｣ が 12 名 (35％) 等である｡ (注：ここでの割合

Google Classroom による PC が必須な科目の遠隔授業の実施と評価
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(％) は､ 当該の項目に該当する割合であるが､ この項目の否定 ｢そうではな

い or いいえ｣ の割合は必ずしも 100％から引いたものではない｡ 以下同じ｡)

次に､ 表 2 において､ 内容がよく似た項目があるので似た内容の項目を KJ

法のようにまとめる｡ この場合､ 異なる項目にチェックが重複している履修者
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表 2 ｢PC に関する思い・考え｣､ ｢授業に対する希望｣ の集計結果



は､ その数にかかわらず 1 名でカウントする｡

項目の ｢PC は難しい｣ 3 名 (9％)､ ｢PC は怖い｣ 1 名 (3％)､ ｢PC の作業

は (たくさんの操作があるので) 苦手・不安である｣ 16 名 (47％)､ ｢分から

ない用語や注意書きを見ると怖くなることがある｣ 2 名 (6％) の 4 項目を

｢PC にマイナスイメージを持っている｣ にまとめると 18 名 (53％) になる｡

同じように ｢PC はどちらかと言うと得意｣ 2 名 (6％)､ ｢PC は楽しくて好き

(便利)｣ 12 名 (35％)､ ｢PC に興味がある｣ 8 名 (24％) の 3 項目を ｢PC に

プラスイメージを持っている｣ にまとめると 16 名 (47％) になる｡ また､

｢タイピングに (癖があり) 不安がある｣ 4 名 (12％)､ ｢タイピングに時間が

かかる｣ 2 名 (6％) を ｢タイピングに難がある｣ にまとめると 6 名 (16％)

になる｡

授業への期待に関しては､ ｢タイピングを練習して苦手を克服したい｣ 1 名

(3％)｡ ｢タイピングが早 (上手) くなるようにしたい｣ 8 名 (24％) を ｢タイ

ピング力を向上させたい｣ 9 名 (26％) としてまとめることができる｡ また､

｢PC (は役に立つし) の作業がスムーズにできるようになりたい｣ 5 名 (15％)､

｢ある程度使いこなせるようになりたい｣ 4 名 (12％) を ｢PC 利用力を向上し

たい｣ 7 名 (21％) に､ ｢難しい・苦手という考えを変えたい｣ 3 名 (9％)､

｢PC のスキルを上げたい・より知識を上げたい｣ 13 名 (38％) を ｢スキルを

向上させたい｣ 14 名 (41％) にまとめることができる｡ これに授業が ｢楽し

み・(授業や課題に積極的に取り組む) 頑張る｣ 10 名 (29％) を含めて ｢授業

に積極的に参加する｣ という具合にまとめると 24 名 (71％) となる｡

その他として､ ｢分からないところは､ (meet を使用して) 質問したい｣ 24

％ (8 名)､ ｢時間外でも質問できるようにしてほしい｣ 9％ (3 名) を ｢質問

のしやすさ｣ 9 名 (26％) にまとめる｡ 提出については ｢課題の提出を簡便な

方法で｣ 6％ (2 名)､ ｢課題の提出にある程度の余裕が欲しい｣ 6％ (2 名) を

｢課題提出への要望｣ 4 名 (12％) にまとめる｡ また､ ｢meet を使用して質問

したいので資料を早く (事前に) 見ておきたい｣ 9％ (3 名)､ ｢操作の難しい
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ところは実際の操作を見せてほしい｣ 9％ (3 名)､ ｢丁寧に (分かりやすく)

教えてほしい｣ 15％ (5 名) は､ ｢教材への要望｣ 29％ (10 名) としてまとめ

ることができる｡

このように授業の初回時における履修者の PC に関する思い・考え (好き・

嫌い､ 怖い､ 苦手) については､ PC にマイナスイメージを持っている履修者

が 18 名 (53％) でプラスイメージを持っている履修者が 16 名 (47％) とマ

イナスイメージを持っている履修者が半分強いる｡ また､ タイピングに難があ

る履修者が 6 名 (16％) いる｡

授業への期待に関しては､ ｢授業に積極的に参加する｣ 履修者が 24 名 (71

％) いることがわかる｡ また､ 質問､ 課題や教材についての要望が､ それぞれ

26％､ 12％､ 29％あることがわかる｡

2) 8 回目の授業の感想文の整理と集計

履修者が記述した ｢前半の授業を受けて｣ の感想文から､ 評価に関するキー

ワードを抽出し､ 当該履修者の全体の文章の意味を保持しながら､ そのキーワー

ドをもとに短い構文 (項目) を作成し､ 全履修者の感想文について作成した項

目に該当するかどうかをチェックし整理した｡ そして､ 全履修者の文章が該当

する項目に当てはまっているかを再確認し集計した｡ その結果を表 3 に示す｡

表 3 の中で項目の割合が高いのは､ ｢知らないこと (能率の良い操作等) が

多かったが､ 知識が身についた｣ 22 名 (65％)､ ｢ブラインドタッチができる

ようしたい・今後も練習をしていきたい｣ 19 名 (56％)､ ｢積極的に使って・

学んでいきたい｣ 18 名 (53％) である｡

次に､ 表 3 において､ 似た内容の項目を KJ法のようにまとめる (ただし､

集計する場合､ 複数項目に当該履修者が重複している時は､ (その数にかかわ

らず) すべて 1 名とカウントする)｡

｢Excel の基礎 (将来役に立つ) が学べてとても勉強になった｣ 16 名 (47％)､

｢知らないこと (能率の良い操作等) が多かったが､ 知識が身についた｣ 22 名
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表 3 ｢前半の授業を受けて｣ の集計結果



(65％)､ ｢充実した授業だった｣ 1 名 (3％) の 3 項目を ｢新しい知識が身に付

きいい勉強になった｣ にまとめると 23 名 (68％) となる｡ また､ ｢タイピン

グは打つスピードが速くなり誤入力の回数が減っている等､ 効果が目に見え達

成感がある｣ 15 名 (44％)､ ｢タイピングは自己流であったがスムーズにでき

るようになった｣ 5 名 (15％)､ ｢タイピングは手元を見ないと打てなかったが

ほぼ画面を見てできるようになった｣ 9 名 (26％)､ ｢タイピングは得意だった

が自己流であったが速度も速くなり多少ブラインドができるようになった｣ 1

名 (5％) の 4 項目を ｢タイピング力 (正確性やスピード) が向上し多少ブラ

インドができるようになった｣ にまとめると 30 名 (88％) になる｡

次に､ ｢PC の操作に自信がなく不安だったが､ Excel を使用できるようになっ

て安心した｣ 3 名 (9％)､ ｢PC は少し怖いと思っていたが､ その思いがなくなっ

た｣ 1 名 (3％)､ ｢Excel に多少苦手意識があったが授業を受けるうちにでき

ることが増え楽しむことができた｣ 12 名 (35％)､ ｢Excel は初めてなので不

安があったが､ 授業を受けるうちにできることが増え最後までやることができ

た｣ 1 名 (5％)､ ｢Excel の苦手意識がなくなり上手く使用できるようになっ

た｣ 11 名 (32％) の 5 項目を ｢PC の操作に自信がなく不安や苦手意識があっ

たが､ Excel を使用できるようになった｣ にまとめると 18 名 (53％) となる｡

また､ ｢新たな発見があり授業を受けているうちに楽しくなってきた｣ 8 名

(24％)､ ｢授業が受けやすかった (部分ごとに完成したスライド)､ 自分のペー

スでできる｣ 5 名 (15％)､ ｢やる気の出るコメントがよかった｣ 1 名 (3％)､

｢スライドの顔文字で堅苦しさがなくなってリラックスできた｣ 1 名 (3％) の

5 項目を ｢授業が受けやすかった (教材がよかった)｣ にまとめると 12 名 (35

％) となる｡

タイピングの練習については､ ｢お寿司のタイピングが楽しくってたまらな

かった｣ 2 名 (6％)､ ｢タイピングの練習をしてよかった｣ 6 名 (18％) の 2

項目を ｢タイピングの練習がよかった｣ にまとめると 8 名 (24％) となる｡

また､ ｢授業時間以外にも楽しんだ｣ 1 名 (3％)､ ｢授業時間以外にも練習した｣
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8 名 (24％) の 2 項目を ｢授業時間以外にも練習した｣ にまとめると 8 名 (24

％) となる｡

このほかに､ ｢積極的に使って・学んでいきたい｣ 18 名 (53％)､ ｢Excel や

次に学習する HP 制作などこれから役立つものばかりなのでどんどん身に着け

て将来に繋げたい｣ 2 名 (6％)､ ｢HP 制作は不安 (難しそうで) であるが

Excel での学びをもとに HP も頑張る｣ 4 名 (12％)､ ｢HP 制作など新しいこ

ともしっかり難しいと思わないで (Excel での学びをもとに) 楽しいと思いな

がら学んでいく｣ 6 名 (18％)､ ｢PC に対して苦手意識が強かったができるこ

とが増えると楽しくなってきた｡ できることを増やしていきたい｣ 2 名 (6％)

の 5 項目を ｢後半の授業も積極的に学んでいきたい｣ にまとめると 23 名 (68

％) となる｡

これらより前半の授業については､ PC の操作に自信がなく不安や苦手意識

があったが､ Excel を使用できるようになった (18 名 (53％))､ 新しい知識

が身に付きいい勉強になった (23 名 (68％))､ タイピング力 (正確性やスピー

ド) が向上し多少ブラインドができるようになった (30 名 (88％))､ 教材に

工夫があり授業が受けやすかった (12 名 (35％)) に集約できる｡ また､ 後半

も積極的に学んでいきたい (23 名 (68％))､ ブラインドタッチができるよう

したい・今後も練習をしていきたい (19 名 (56％)) と後半の授業に対する意

欲も感じられる｡

3) 15 回目 (最終回) の授業の感想文の整理と集計

履修者が記述した ｢本授業受けて｣ の感想文から､ 評価に関するキーワード

を抽出し､ 当該履修者の全体の文章の意味を保持しながら､ キーワードをもと

に短い構文 (項目) を作成し､ 全履修者の感想文について作成した項目に該当

するかどうかをチェックし整理した｡ そして､ 全履修者の文章が該当する項目

に当てはまっているかを再確認し集計した｡ その結果を表 4 に示す｡

表 4 において割合の高い項目は､ ｢タイピング力が上達 (向上) した (スピー
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表 4 ｢本授業を受けて｣ の集計結果



ドと正確さ等)｡ ブラインドも OK｣ が 31 名 (91％)､ ｢Excel が使えるように

なった｡ スキルアップした｡ 身に付いたが｣ 22 名 (65％)､ ｢楽しかった上に

成長できた｣ と ｢HP 制作は難しそうで不安だったが制作できた｣ がそれぞれ

17 名 (50％) である｡

表 4 において､ 似た内容の項目ついて KJ法のように､ それらを包含する新

たな項目を作成し集計する (ただし､ 集計する場合､ 複数項目に当該履修者が

重複している時は､ すべて 1 名とカウントする)｡

｢Excel が使えるようになった｡ スキルアップした｡ 身に付いた｣ 22 名 (65

％)､ ｢この授業のおかげ｣ 6 名 (18％)､ ｢HP制作ができるとは思っていなかっ

たが制作できた｣ 4 名 (12％)､ ｢HP 制作の楽しさに気づいた｡ 楽しくやれた｣

4 名 (12％)､ ｢終了課題ができて成長した｡ 楽しかった｣ 5 名 (15％) の 5 項

目を ｢スキルアップし成長した｣ にまとめると 26 名 (76％) になる｡ また､

｢自信がついた (少し)｡ 自信につながった｣ 11 名 (32％)､ ｢PC 作業 (操作の

苦手意識) の克服｣ 5 名 (15％) を ｢PC に慣れて (苦手意識が克服でき)､ 興

味がわいてきた｣ にまとめると 14 名 (41％) になる｡ 同様に､ ｢楽しかった

上に成長できた｣ 17 名 (50％)､ ｢達成感や感動があった｣ 9 名 (26％)､ ｢た

めになった｡ よかった｡ 勉強になった｣ 16 名 (47％) の 3 項目を ｢楽しく勉

強でき､ 成長・感動・達成感がありよかった｣ にまとめると 27 名 (79％) の

履修者がこれに該当する｡ さらに､ 先ほどまとめた ｢スキルアップし成長した｣

26 名 (76％)､ ｢PC に慣れて (苦手意識が克服でき)､ 興味がわいてきた｣ 14

名 (41％)､ ｢楽しく勉強でき､ 成長・感動・達成感がありよかった｣ 27 名 (79

％) の 3 項目を ｢この授業を受けてよかった｣ にまとめると 33 名 (97％) の

履修者がこれに該当する｡

その他の関連項目としては､ ｢授業のスピード (休憩等があり) がちょうど

よかった｣ 1 名 (3％)､ ｢(分かりにくいところを) 詳しく説明してあった｣ 6

名 (18％)､ ｢資料に顔文字があり､ ふんわりとした言葉使いに優しい気持ち

になった｣ 4 名 (12％)､ ｢教え方がよかった｣ 5 名 (15％) の 4 項目を ｢教材
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がよかった｣ にまとめると 12 名 (35％) になる｡ これに ｢教科書が適切だっ

た｣ 6 名 (18％) と ｢毎回の授業が楽しみ＆楽しんで授業が受けられた｣ 7 名

(21％) をまとめて､ ｢いい授業だった｣ にすると 17 名 (50％) がこれに該当

する｡ また､ ｢分からないところは､ 放置せず meet で解決し進めた｣ 2 名 (6

％)､ ｢質問の対応がよかった｣ 8 名 (24％) の 2 項目を ｢積極的に質問した｣

にまとめると 9 名 (26％) になる｡ さらに､ ｢一つひとつ丁寧にやっていくこ

とが大事｣ 6 名 (18％)､ ｢知らないことを一から学ぶ｣ 5 名 (15％)､ ｢コツを

つかむことが大事｣ 2 名 (6％) の 3 項目を ｢学習の仕方がわかった｣ にまと

めると 11 名 (32％) になる｡

このように､ 33 名 (97％) の履修者が ｢この授業を受けてよかった｣､ また､

タイピング力も 31 名 (91％) が向上したとしている｡ さらには､ ｢いい授業

だった｣ 17 名 (50％)､ ｢学習の仕方がわかった｣ 11 名 (32％)､ ｢積極的に質

問した｣ 9 名 (26％) と続いている｡

4. 遠隔授業の評価

本授業の履修者の感想文の調査結果から､ ほとんど (97％) の履修者が

｢この授業を受けてよかった｣ としている｡ また､ ｢タイピング力が上達 (向上)

した｣ が 91％､ ｢スキルアップし成長した｣ が 76％と高率である｡ ここで､

開始時にタイピングに難がある履修者が 16％いたことを考慮するとかなり改

善されたことがわかる｡ また､ ｢PC に慣れて (苦手意識が克服でき)､ 興味が

わいてきた｣ は 41％であるが､ 最初の授業時に ｢PC にマイナスイメージを持っ

ている｣ 履修者が 53％いたことから推測するとマイナスイメージについても

かなり改善されていることがわかる｡ さらに､ ｢いい授業だった｣ が 50％であ

る｡ 貴重な点としては､ ｢学習の仕方がわかった｣ 11 名 (32％)､ ｢遠隔授業の

不安解消｣ 3 名 (9％) である｡ これらより､ この授業は､ 履修者に受け入れ

られ評価されたと言える｡ また､ 従来の対面授業では､ 授業を数回受講してや
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める履修者が数名いたが､ 今回の遠隔授業では､ そのような履修者は出ずに最

後までやり切ったことは､ 評価できる｡ これについては､ オンデマンドで自分

のペースでできることがその要因と思われる｡ なお､ 出席率は 97.8％であっ

た｡

5. おわりに

ここでは､ PC 実習を伴う授業 ｢コンピュータと情報Ⅱ｣ を Google Class-

room を使用して遠隔で実施し､ 本授業が履修者に受け入れられたかどうかつ

いての評価を行った｡ その結果､ 相当の評価を得ることができた｡ ただし､ 並

行して対面授業を実施し比較はしていないので､ 対面授業レベルの教育の質の

確保できたかについてはわからないが､ 本授業の評価結果から遠隔授業であっ

てもそれに劣らないと言えるのではないかと思われる (教務部門が行ったアン

ケート形式の授業評価の ｢総合的にみて､ この授業は充実していた｡｣ は､ ｢ど

ちらかといえばその通りである｣ を含め 95％であるが､ 回答率が 5 割強しか

ないので､ ここでは参考とはしなかった)｡ この点に関し､ 本授業は､ 教員が

出張等で不在時､ 遠方の学生の救済や通信教育等に展開できると思われる｡ こ

こで､ 調査を感想文によったのは､ 感想文には､ 履修者の言いたいことがその

まま表現されているが､ 一般的なアンケートによる方法は､ 誰でも簡単に実施

できる反面､ その設問の作成は､ (設問数を含めて) 大変難しく､ 回答者が答

えたいことが設問にない等の問題があるためである｡ しかし､ 本授業を高評価

した履修者の中 (1 名) に対面授業がよかったという履修者もいた｡ また､ 本

授業についての改善点があがっていないのは､ 15 回目 (最終回) の本授業を

受けた感想の中に､ 改善してほしいことも記述してもらうべきであった｡ そう

すれば､ 改善点があがってきたと思われる｡

著者は､ Google Classroom を利用するのが初めてであり､ 最初の授業では

うまくいかない時のことを想定 (Google Classroom の NG 等) し､ ほかの手
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段も準備していたが Google Meet 時に通信の不具合が 1 件あった程度であっ

た｡ Google Classroom については､ 無料かつ有用なツールで､ 本授業の実施

にあたっては､ 感謝にたえないが､ 授業開始回から 3 回目くらいまで履修者か

ら提出物が提出されたかどうかの問い合わせが結構あった｡ これについては､

受領の通知を送るなどの機能があればいいと思う｡ また､ 教材の作成には従来

(対面授業) の準備の 5 倍程度の時間を要し､ メールによる質問対応にも多く

の時間を割いた｡

このコロナ禍の中､ 2 年弱の間に各大学の教員らが遠隔授業に有用なシステ

ム(2)や教材(1), (4)-(8)等を数え切れないほど創出したと思われる｡ その意味で今後､

これらの資産を多くの大学で横断的に共有し､ 学内での利用をはじめ各大学や

一般の人々にも利用していただくような仕組み作りができることを期待したい｡
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1 はじめに

2 法人所得税の歴史

3 1967 年所得税法の特徴

4 法人所得税の課税計算

5 イスラム税 (ザカート) の特徴

6 イスラム税 (ザカート) の課税計算

7 おわりに

1 はじめに

現在､ アセアン 4 か国 (インドネシア・マレーシア・シンガポール・ベトナ

ム) における会計制度および租税制度について､ 政治・経済・法律・文化の側

面､ 特に､ ｢コロニアルパワー｣ (植民地支配の影響) と ｢カルチャーファクター｣

(宗教・民族の影響) の視点から調査研究を行なっている｡ ｢コロニアルパワー｣

と ｢カルチャーファクター｣ の視点をまとめたのが表 1-1 である｡ ｢コロニア

ルパワー｣ の視点から見た場合､ ｢イギリス植民地支配｣ の影響を受けている

国は､ アセアン 4 か国では､ シンガポール・マレーシアであり､ ｢オランダ植

民地支配｣ の影響を受けている国はインドネシアである｡ ｢フランス植民地支
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配｣ の影響を受けている国はベトナムである｡ また､ ｢カルチャーファクター｣

の視点から見た場合､ ｢イスラム文化｣ の影響を受けている国は､ アセアン 4

か国では､ インドネシア・マレーシアであり､ ｢華人文化｣ の影響を受けてい

る国は､ インドネシア・シンガポール・ベトナムである｡ 本稿では､ これまで

検討してきたアセアン 4 か国の中で､ ｢イギリス植民地支配｣ と ｢イスラム文

化｣ の影響を受けているマレーシアの租税制度を考察する｡ 特に､ マレーシア

の法人所得税およびイスラム税 (ザカート) を中心に検討を行なっていく｡

2 法人所得税の歴史

マレーシアはシュリーヴィジャヤ王国 (7C-14C)､ シャイレンドラ朝 (8C-9

C)､ シンガサリ朝 (1222-1292)､ マジャバヒト王国 (1293-1520) など､ スマ

トラ・ジャワを中心とした島嶼王国と深く関係しており､ インドネシアと共通

する文化的基盤を有している｡ その後､ インドネシアがオランダの植民地支配

を受けたのに対して､ マレーシアは当初ポルトガルやオランダの支配を受けた

が､ シンガポールとともに､ イギリスの植民地支配を受けたため､ インドネシ

アとは異なった法律制度が適用されるようになった1｡

イギリス植民地以前のマレーシアでは､ マラッカ王国 (14C-1511) の ｢マ

ラッカ法典｣ の影響を受けている｡ マラッカ法典はヒンドゥーを含む慣習法と

イスラム法に依拠して編纂されている｡ マラッカ法典は ｢バハン法典｣ ｢クダー

法典｣ ｢ジョホール法典｣ ｢ペラ法典｣ など後世のマレーシアの法典編纂に影響

を与えている｡ その後､ マレーシアはポルトガルによる支配 (1511-1641) と

オランダによる支配 (1641-1795) を受けたが､ ポルトガル法とオランダ法は､

現在のマレーシア法にほとんど継受されていない2｡

イギリス植民地以後のマレーシアにおいては､ 性格を異にする海峡植民地

(Straits Settlements)､ 英領マラヤ (British Malaya)､ 英領北ボルネオ

(British North Borneo) の植民地国家体制のもと､ 法律制度が形成されてい

マレーシアにおける法人所得税・イスラム税 (ザカート)
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る｡ 海峡植民地 (ペナン､ マラッカ､ シンガポール) では､ イギリス東インド

会社によるペナンの支配 (1786) とシンガポールの支配 (1819) が行われ､ そ

の後､ オランダからイギリスにマラッカの割譲 (1824) が行われた｡ 海峡植民

地では､ ｢司法勅許状｣ および ｢英領インド制定法｣ に基づいてイギリス法が

継受された｡ 英領マラヤ (9 つのスルタンを擁するマレー諸王国) では､ パン

コール条約 (1874) 以後､ イギリスによる支配が行われた｡ バンコール条約で

は､ 主権はスルタンに残し､ マレー人の宗教 (イスラム) と慣習 (アダット)

を除いて､ 行政と租税などのすべての事項について､ イギリス人理事官

(Resident) に委ねられることとなった｡ この結果､ 英領マラヤにおけるイギ

リス法の導入は､ ｢刑法典｣ ｢刑事訴訟法典｣ ｢契約法｣ およびインドで法典化

された多くのイギリス法がそのまま立法化された｡ 英領マラヤでは､ スズ・ゴ

ムなどの開発のため中国・インドから多くの労働者が流入しているため､ マレー

系住民には ｢イスラム法｣､ 中華系住民には ｢中国慣習法｣､ インド系住民には

｢ヒンドゥー法｣､ イギリス系住民には ｢イギリス法｣ が適用されるという多元

的システムが存在した｡ しかしながら､ 司法関係者のほとんどはイギリス法教

育を受けていたため､ 裁判ではイギリス法を適用する傾向にあった｡ 英領北ボ

ルネオでは､ サラワクはイギリス人ブルックによるサラワク王朝 (1841-1946)

として支配され､ サバはイギリス人デントによる北ボルネオ会社 (1881-1946)

として支配された｡ その後､ この 2 つの植民地はイギリスの保護国 (1888) と

された｡ イギリス法が正式に継受されたのは､ サラワクでは ｢サラワク勅令｣

(1928)､ 北ボルネオでは ｢民事法勅令｣ (1938) であったが､ 勅令公表以前に､

家族法を中心とする現地住民の法適用を認めつつ､ イギリス法による立法・判

例を通じてすでに導入されていた3｡

マレーシアで最初に租税制度が導入されたのは､ 1907 年のゴム輸出税であっ

た｡ さらに､ 1919 年戦争税勅令 (War Tax Ordinance 1919) が導入され､ 翌

年に 1920 年所得税勅令 (Income Tax Ordinance 1920) に変更されたが､ 納

税者の反対により 1922 年に廃止された｡ その後は､ 1947 年所得税勅令
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(Income Tax Ordinance 1947) が公表されるまで､ 海峡植民地では､ 所得税

が導入されることはなかった｡ 1947 年所得税勅令の規定は､ イギリスの 1922

年植民地所得税勅令 (Model Colonial Territories Income Tax Ordinance

1922) に基づいて作成された｡ 英連邦諸国 (Commonwealth countries) の税

法はイギリスのこの条例に基づいている｡ マレーシアの 1947 年所得税勅令は

廃止・改定後､ 1967 年所得税法 (Income Tax Act 1967) となる｡ 1967 年所

得税法は､ 1947 年所得税勅令 (Income Tax Ordinance 1947 of Peninsula

Malaysia)､ 1956 年サバ所得税勅令 (Sabah Income Tax Ordinance 1956)､

1960 年サラワク内国歳入勅令 (Sarawak Inland Revenue Ordinance 1960)

を統合した所得税法であり､ 1967 年所得税法が導入されるまでは､ マレー半

島・サバ州・サラワク州では､ 別々の租税制度が行われていた4｡ 1967 年会社

法は､ イギリスの 1947 年財政法の影響を強く受けており､ その後のインピュ

テーション・システム5の導入時においても､ イギリスの 1972 年財政法を参考

にしていると考えられる｡

マレーシアにおける法人所得税・イスラム税 (ザカート)
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表 2-1 マレーシア・イギリスの租税制度の歴史

マレーシア イギリス 租税制度の内容

1799 年所得税法 Pitt による世界初の所得税法､ 総合課税方式

1803 年所得税法 Addington の所得税,源泉徴収方式､ 5 段階シェジュール

1842 年所得税法 事業所得課税(1)､ 臨時税

1853 年所得税法 Gladstone による所得税､ 恒久税

1878 年関税及び内国税法 減価償却の規定

1907 年ゴム輸出税 マレーシア最初の租税 (Rubber Experts Tax 1907)

1907 年財政法 勤労所得とその他所得の区別

1910 年財政法 累進付加税(2)の創設

1914 年財政法 累進税率の採用

1915 年財政法 超過利潤税(3)の創設

1918 年所得税総括法 1842 年以降所得税法の総括

1919-1920 王立委員会報告 英連邦に関する所得税､ その後の財政法に影響

1919 年戦争税勅令 英連邦の戦費調達のために導入 (War Tax Ordinace 1919)

1920 年財政法 法人利益税(4)の創設､ 英連邦内外国税額控除制度の導入

1920 年所得税勅令 戦争税を所得税に転換するため導入 (Income Tax
Ordinance 1920)
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1922 年植民地所得税勅令 英連邦の所得税 (Model Colonial Territories Income
Tax Ordinace)

1937 年財政法 国防税の創設

1947 年財政法 事業利益税(5)の創設

1947 所得税勅令 海峡植民地の所得税､ 1922 年植民地所得税条例を基
礎 (Income Tax Ordinance 1947)

1956 年サバ所得税勅令 サバ州の所得税 (Sabah Income Tax Ordinance 1956)

1960 年サラワク内国歳入
勅令

サラワク州の所得税等 (Sarawak Inland Revenue
Ordinance 1960)

1965 年財政法 所得税と事業利益税の統合､ 所得税から法人税が分離(6)

1967 所得税法 1947 年所得税勅令､ 1956 年サバ所得税勅令､ 1960 年
サラワク内国歳入条例の統合 (Income Tax Act 1967)

1967 年石油所得税法 石油事業に対して 38％の税率で課税 (Petroleum In-
come Tax Act 1967)

1970 年所得・法人税法 所得税と法人税を分離(7)､ 事業利益税の廃止

1970 年日本マレーシア
租税条約

企業の事業所得､ 国際運輸業所得､ 配当・利子､ 給
与所得など(8)

1972 年財政法 インビュテーション・システムの導入(9)

1972 年売上税法 売上税 (Sales Tax Act 1972) の導入

1973 年付加価値税法 付加価値税の導入 (Value Added Tax Act 1973)

1975 年サービス税法 サービス税の導入 (Service Tax Act 1975)

1976 年不動産利得税法 不動産売却による利得に対する課税 (Real Property
Gains Tax Act 1976)

1990 年ラブアン事業活動
税法

3％の法人所得税率を導入 (Labuan Business Activ-
ity Tax Act 1990)

2009 年法人税法 初めての独立した法人税法の導入

2015 年物品サービス税法 売上税・サービス税は廃止し､ GST を導入 (Goods
and Services Tax Act 2015)

2018 年売上税法 GST を廃止し､ 売上税を導入 (Sales Tax Act 2018)

2018 年サービス税法 GST を廃止し､ サービス税を導入 (Service Tax Act 2018)

(出典) 矢内一好 (2014) 『英国税務会計史』 中央大学出版会､ Kasipillai, Jeyapalan (2019) A Guide to
Malaysian Taxation, Oxford University Press.

� 事業所得課税：利益金額の前 3 年間の平均に対して課税される制度｡

� 累進付加税：戦時における 5000 ポンドを超えるすべての所得に対して課税される制度｡

� 超過利潤税：戦時における企業の超過利潤を税として徴収する制度｡

� 法人利益税：事業年度において生じた実際の利益に対して 5％の税率の法人利益税を課する制度｡

� 事業利益税：国防税の代わりに導入された税で､ 事業の利益に対して 12.5％に税率で課税する制度｡

� 1965 年財政法：法人税 (第 49 条～第 61 条)､ 法人税と所得税の一般規定 (第 62 条～第 65 条) が規定｡

� 1970 年所得・法人税法：第 11 款第 238 条以降､ 法人課税の主要な諸規定､ 法人の譲渡収益､ 閉鎖
法人について規定｡

� 日本マレーシア租税条約：恒久的施設に帰属する部分に限り他方の締約国において課税 (帰属主義)
などを規定6｡

	 インピューテーション：法人の納付した法人税の全部又は一部を株主の所得税の前払いとみなして
株主の所得税の計算上この法人税を前払い相当額として配当受領者に帰属される方式｡



3 1967 年所得税法の特徴

マレーシアの 1967 年所得税法第 2 条では､ ｢会社 (Company) とは､ 法人

(Body Corporate) を意味し､ マレーシア国外の地域によって､ またはその法

律の下で別個の法的な事業体で設立された個人の団体 (Body of Persons) を

含む｡｣ ｢個人 (Person) には､ 会社 (Company)､ 個人の団体 (Body of Per-

son)､ 有限責任パートナーシップ (Limited Liability Partnership)､ および

単独法人 (Corporate Sole) が含まれる｡｣ と規定されている7｡ 会社とは､ 法

律上の個人 (Person in Law) であり､ 会社は株主 (Shareholder) とは別の

存在とされる｡

マレーシアの 1967 年所得税法は､ 法人所得税法および個人所得税法につい

て､ 以下に示した通り､ 第 1 部から第 9 部 (第 1 条から第 156 条) および附則

1 から附則 9 で構成されている｡ 詳細な内容については､ マレーシア内国歳入

庁 (Inland Revenue Board of Malaysia；IRBM)8 が 2000 年 3 月 1 日以降､

多くの通達 (Public Ruling) を公表している｡ 通達では､ 関連税法 (relevant

tax law that is to be applied)､ 通達の適用 (the application of the ruling)､

税法の適用方法 (how the tax law is applied)､ 通達用語の解釈 (an interpre-

tation of key words used in the specific ruling) などが説明されている｡ ま

た､ 税務上の判断にあたっては､ 英連邦諸国の判例・慣習等も重要な意味を持っ

ている9｡

1967 年所得税法の条文構成

第 1 部 (第 1 条～第 2 条) 序文 (Preliminary)

第 1 条：名称・開始 (Short Title and Commencement)､ 第 2 条：税法用語の解釈

(Interpretation)10

第 2 部 (第 3 条～第 17 条) 所得税の賦課と特徴 (Imposition and General Characteris-

tics of the Tax)

第 3 部 (第 18 条～第 65A 条) 課税所得の認識 (Ascertainment of Chargeable Income)

マレーシアにおける法人所得税・イスラム税 (ザカート)
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第 1 章：序文 (Preliminary)､ 第 2 章：基準年・基準期間 (Basic Years and Basic

Periods)､ 第 3 章：総所得 (Gross Income)､ 第 4 章：調整利益・調整損失 (Ad-

justed Income and Adjusted Loss)､ 第 5 章：法定所得 (Statutory Income)､ 第 6

章：合算合計所得 (Aggregate Income and Total Income)､ 第 7 章：課税所得

(Chargeable Income)､ 第 8 章：特別規定 (Special Cases)

第 4 部 (第 66 条～76 条) 課税対象者 (Persons Chargeable)

第 5 部 (第 77 条～第 89 条) 申告 (Return)

第 6 部 (第 90 条～第 102 条) 賦課と不服申立 (Assessments and Appeals)

第 1 章：評価 (Assessments)､ 第 2 章：訴訟 (Appeals)

第 7 部 (第 103 条～第 111A 条) 税金の徴収と回収 (Collection and Recovery of Tax)

第 7A 部 (第 111B 条～第 111 条 D) 税金還付の基金 (Fund for Tax Refund)

第 8 部 (第 112 条～第 126 条) 違反と罰則 (Offences and Penalties)

第 9 部 (第 127 条～第 133A 条) 免除､ 恩赦､ 救済 (Exemptions, Remission and Other

Relief)

第 10 部 (第 134 条～第 156 条) 補足 (Supplemental)

第 1 章：課税行政 (Administration)､ 第 2 章：通達 (Ruling)

附則 1 税率 (Rate of Tax)

附則 2 鉱物の資本的支出の控除 (Deductions for Capital Expenditure on Mines)

附則 3 資本引当金と課税 (Capital Allowances and Charges)

附則 4 炭鉱事業支出 (Expenditure on Prospecting Operations)

附則 4A 削除 (Delated)

附則 4B 適格運用前事業支出 (Qualifying Pre-Operational Business Expenditure)

附則 4C 削除 (Delated)

附則 5 訴訟 (Appeals)

附則 6 免税 (Exemption from Tax)

附則 7 二重課税排除 (Double Taxation Relief)

附則 7A 再投資引当金 (Reinvestment Allowance)

附則 7B サービス部門の再投資引当金 (Reinvestment Allowance for Service Sector)

附則 8 廃止 (Repeals)

附則 9 暫定・留保規定 (Transitional and Saving Provisions)
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マレーシアでは､ ｢居住法人 (Resident Companies)｣ と ｢非居住法人 (Non-

resident Companies)｣ のいずれもマレーシア国内で生じる所得のみに課税さ

れる｡ ただし､ 銀行業､ 保険業､ 船舶輸送業､ 航空輸送業の居住法人は､ マレー

シア資本の法人を保護する観点から､ 所得が生じた場所にかかわらず課税され

る11｡ 法人所得税の納税義務者は､ 税法上の ｢居住法人｣ と税法上の ｢非居住

法人｣ である12｡ 税法上の ｢居住法人｣ とは､ マレーシア国内で支配と経営管

理が行われている法人であり､ 税法上の ｢非居住法人｣ は､ マレーシア国外に

より事業の支配と管理が行われ､ 居住法人に該当しない法人である13｡ ここで

定義している ｢居住法人｣ とは､ マレーシアの会社法に基づいて設立されたか

否かにかかわらず､ 経営の重要事項についての決定権限を付与された取締役会

がマレーシアで開催され､ マレーシア国内で取締役が業務の執行・管理を行っ

ている場合には､ 当該法人は税法上､ マレーシアの ｢居住法人｣ となる｡ これ

に対して､ ｢非居住法人｣ とは､ ｢居住法人｣ 以外の法人であり､ マレーシアの

会社法に基づいて設立され､ マレーシアで営業活動を行っていたとしても､ 取

締役会が外国で開催され､ 取締役が外国から当該会社の業務の執行・管理を行っ

ている場合には､ 当該法人は､ 税法上､ マレーシアの ｢非居住法人｣ となる14｡

マレーシアでは､ 法人の課税所得について､ 一部の事業を除き､ ｢居住法人｣

および ｢非居住法人｣ のいずれに対しても､ 国内源泉所得のみを課税対象とし

ている｡ ｢非居住法人｣ が､ マレーシア国内において､ 一定の施設や代理人等

を介して実質上の事業を行っており､ マレーシア国内を源泉とする所得を稼得

していると見なされた場合には､ 当該施設と代理人を税法上の ｢恒久的施設

(Permanent Establishment)｣ とみなして､ 申告と納税の義務を負う15｡

次に､ マレーシアの ｢居住法人｣ における法人所得税率は､ 原則として､ 24

％の税率が適用される｡ ただし､ 払込資本金が RM 250 万以下の場合､ 年間

売上が RM 500,000 以下の中小企業16は､ 軽減税率17 (課税所得が RM 600,000

以下の場合は､ 17％の税率､ それを超える場合は､ 24％の税率) が適用され

る18｡ マレーシアの ｢非居住法人｣ における法人所得税率は､ 所得の種類に応
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じて､ 異なった税率が適用される｡ ただし､ 技術使用料・経営管理料は､ マレー

シアの中で提供された場合のみが課税対象となり､ 利子は､ マレーシアの銀行

またはファイナンス会社が非居住者に支払う利子は免税となる｡ 具体的な税率

は､ 事業 (Business Income)：24％､ ロイヤルティ (Royalties)：10％､ 動

産使用料 (Rental Moveable Properties)：10％､ 技術使用料・経営管理料

(Technical or Management Service Fees)：10％､ 利子 (Interest)：15％､

配当 (Dividends)：免税 (Exempt)､ その他所得 (Other Income)：10％と

なっている19｡

また､ マレーシアでは､ 東マレーシアのラブアン島に ｢ラブアン国際ビジネ

ス金融センター (Labuan International Business and Financial Centre)｣

を法制化しており､ 当該スキームで設立された法人が､ マレーシア国外で事業

を行う場合､ 法人所得税率の軽減等､ 税務上のメリットを軽減することができ

る｡ ラブアンでの事業活動が税務上のメリットを得るためには､ 事業活動が

｢ラブアン事業活動 (Trading Activity)｣ として認定される必要がある｡ ｢ラ

ブアン事業活動｣ として認定されるのは､ 主として､ 金融､ 保険､ トレーディ

ング､ マネジメント､ ライセンス､ 商船業務などである｡ ラブアンで事業を

行う法人は､ ｢ラブアン事業活動｣ から得られた課税所得に対して､ 3 ％の法

人所得税率が適用される｡ ただし､ ラブアンで事業を行う法人であっても､

｢非ラブアン事業活動｣ から得られた課税所得に対しては､ 24％の法人所得税

率が適用される20｡

4 法人所得税の課税計算

マレーシアの法人は事業年度終了の日から 7 か月以内に､ 法人税申告書を作

成し当局に提出する｡ 電子申告の場合は､ 一定の猶予期間 (1 か月) が与えら

れる｡ 当局からの要請があった場合には､ 税額の計算明細書 (Tax Computa-

tion) および監査済財務諸表等を別途提出する｡ 法人は､ 各賦課年度の見積法
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人税額 (Estimate of Tax Payable；Form CP204) を､ 各社の基準年度が開

始される 30 日前 (新設法人は事業開始の日から 3 か月以内) までに申告し､

該当する基準期間の月数 (通常は 12 か月) に按分して､ 基準期間の第 2 か月

目より各月 15 日までに納付する｡ この見積税額は､ 直前事業年度の見積額の

85％を下回らないこととされており､ それを下回ると予想される場合には､

事前に当局にその旨を申請し､ 承認を受ける必要がある｡ また､ 過年度の税務

上の欠損金は､ 損失の発生した基準年度の翌年から 7 年間の繰り越しが認めら

れる21｡ ただし､ 資本金が RM250 万以下の新規に設立した会社の場合､ 一定

の条件のもと､ 事業開始日の属する年度から 2 または 3 課税年度について見積

税額の提出を免除される｡ また､ 課税年度中において事業を開始する会社は､

事業を開始した基準期間が 6 か月未満の場合､ 見積税額の提出と分割納付の実

施は不要とされている22｡

マレーシアの所得税法は､ 法人所得税と個人所得税の双方を対象としており､

法人の課税標準についての特別な規定は存在しない｡ 具体的には､ 所得を日本

の所得税法と同様にその種類ごとに規定し､ それを合算して課税所得とする方

法が採用されている23｡

法人所得税の課税対象となるのは､ ①事業所得 (Profit or Gains of a Trade

or Business)､ ②投資所得 (Investment Income)：配当・利子・割引料

(Dividends, Interest and Discounts)､ ③資産所得 (Property Income)：賃

貸料・使用料・プレミアム (Rents, Royalties and Premiums)､ ④その他所

得 (Gains or Profits from Other Sources) である｡ 総合課税のみで､ 分離

課税の対象となる所得はない｡ 所得認識は､ 発生主義を採用し､ 会計基準に定

める収益に認識基準と一部の例外 (前受金の認識時期) をのぞいてほぼ一致し

ている｡ また､ 非課税や免税所得の規定は所得税法および投資促進法の中で数

多く規定されている24｡ 法人の課税所得を構成するものは ｢事業所得｣ ｢投資所

得｣ ｢資産所得｣ ｢その他所得｣ の 4 つの所得であるが､ それらが合算される

｢課税所得｣ の計算過程は以下の通りである25｡
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法人所得税における課税所得の計算過程では､ 事業所得の ｢税引前利益｣ か

らはじまり､ ｢調整後所得｣ (損益計算書の税引前利益から出発し､ これに会計

上の減価償却費の加算を加えたもの) から､ 税務上認められた減価償却費を控

除した ｢法定所得｣ (当期の事業所得) となる｡ この段階で､ 前期以前に繰り

越された欠損金があれば､ ここで減算を行う｡ その後､ ｢事業所得｣ に､ ｢投資

― 52 ―

表 4-1 法人所得税の課税計算

①事業所得 (Business Income)

税引前利益 (Profit Per Accounts) XXX

税務調整：加算 (Add) 会計上の減価償却費､ 交際費 ＋ XXX

税務調整：減算 (Deduct) 二重控除 ▲ XXX

調整後所得 (Adjusted Income) XXX

税務上の減価償却費 (Capital Allowance) ▲ XXX

未控除の減価償却費 (Unabsorbed Allowance Brought Forward) ▲ XXX

法定所得 (Statutory Income) XXX

減算 (Deduct)

税務上の繰越欠損金 (Losses Brought Forward from Previous Years) ▲ XXX

その他法定所得 (Statutory Income)

②投資所得 (Investment Income) ＋ XXX

③資産所得 (Property Income) ＋ XXX

④その他所得 (Other Income) ＋ XXX

総法定所得 (Aggregate Statutory Income) XXX

加算 (Add)

インピュテーションシステムによる配当 (現在廃止) ＋ XXX

減算 (Deduct)

当期事業損失 (Adjusted Loss from Business for Current Year) ▲ XXX

認定寄付金控除 (Approved Donation) ▲ XXX

課税所得 (Chargeable Income) XXX

税額 (Tax Payable-Income Tax on Chargeable Income) (課税所得×税率) XXX

減算 (Deduct)

外国税額控除 (Foreign Tax Relief) ▲ XXX

源泉控除 (Section 110 Relief) ▲ XXX

納付税額 (Total Tax Payable) XXX

(出典) EY 新日本有限責任監査法人編 (2020) 『マレーシア・会計・税務に Q&A』 税務
経理協会､ p. 65､ デロイトマレーシア (2009) 『マレーシアの税制と投資』 Deloitte, p. 60.



所得｣､ ｢資産所得｣､ ｢その他所得｣ を合算した ｢総法定所得｣ となる｡ ｢調整

後所得｣ が損失である場合､ ｢総法定所得｣ から ｢｢当期事業損失｣ として､ 他

の所得との損益通算が認められている｡ ｢課税所得｣ とは､ ｢合算所得｣ から認

定寄付金を控除したものであり､ ｢課税所得｣ に税率を乗じた ｢税額｣ から､

外国税額控除と源泉控除を減算した額が､ ｢納付税額｣ となる26｡

マレーシアの所得税法第 33 条から第 35 条において､ 損金算入と損金不算入

の費用 (Deductible and Non-deductible Expenses)27 を規定している｡ 一般

に所得を獲得する過程で発生する支出および費用は､ 原則として､ 損金算入が

認められる｡ また､ 損金不参入について､ 費用の損金性に係る一般原則 (所得

税法第 33 条) によれば､ 全額が課税対象となる所得稼得の目的のためだけに､

実際に現金で支出または債務が確定した費用のみの控除を認めており､ 会計上

の引当金や見積により計上された費用の控除は認められない｡ また､ 上記の条

件を満たしていても損金算入できない費用 (所得税法第 39 条) として､ ｢私的

費用 (Domestic or Private Expenses)｣､ ｢資本の引出 (Capital Withdrawn)｣

､ 源泉徴収を怠った利子またはロイヤリティ (Interest or Royalty)､ 一定額

以上の ｢乗用車のリース料 (Rentals of Motor Vehicle)｣､ ｢従業員の帰省手

当 (Benefit or Amenity to Employee Consisting of a Leave Passage within

or outside Malaysia)｣､ また､ ｢貸倒引当金繰入｣､ ｢為替差損益｣､ ｢交際費｣､

｢寄付金｣ の一部について､ 損金算入制限28が行われている29｡

5 イスラム税 (ザカート) の特徴

イスラム金融とは､ クルアーン (イスラムの聖典であるコーラン) およびス

ンナ (預言者ムハンマドの生活慣行・規範) を二大法源として､ イスラム社会

における政治・経済・文化・生活など､ あらゆる側面を定めたイスラム法であ

るシャリア (Sharia) に従った金融取引である｡ シャリアでは､ 融通するお

金自体に付帯する期限の対価は正当化されず､ 一方で､ シャリアにおいては､

マレーシアにおける法人所得税・イスラム税 (ザカート)
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豊かな者は貧しい者にザカート (喜捨) すべきとされている30｡ ザカートはイ

スラム金融機関にとって義務的支出であり､ 貧困救済などに向けられるイスラ

ム税である｡ ムスリムには､ 五行 (Akhida) ｢信仰告白 (Shahada)､ 礼拝

(Salat)､ 断食 (Sawm)､ 喜捨 (Zakat)､ メッカ巡礼 (Haji)｣ と呼ばれる宗

教的義務があり､ その中にイスラム税であるザカート (喜捨) が含まれてい

る31｡

ザカートは人間の魂を浄化し､ 徳を積む行為であると同時に､ 社会的観点か

らは､ イスラム共同体内において､ 財を再配分し､ 資金を社会に環流させる機

能をもっている｡ ザカートの義務は､ ムスリム (イスラム金融機関を含む) の

財産がザカートしなければならない一定額・一定量に達したとき､ その翌年に

発生する｡ ザカートの税率は､ 金銭の場合､ 貯蓄・事業資金の 2.5％以上､ 農

産物の場合､ 出来高に応じて 5～10％､ 地下資源 (石油・石炭・金・銀・銅・

鉄など) の場合 20％､ 家畜の場合は種類別に 0.8～2.5％､ となっている32｡ ま
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図 5-1 イスラム金融と宗教

(資料) Haron, S. and Shanmugam, B. (2001) Islamic Banking System: Concepts and
Applications, Pelanduk, p. 69, Figure.4.1. Khir, K. Gupta, L. and Shanmugam, B.
(2008) Longman and Islamic Banking: A Practical Perspective, Pearson. p. 15.
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た､ ザカートは､ 最下層貧民 (Hardcore poor；Fakir)､ 困窮者 (Needy；

Miskin)､ ザカート管理者 (Zakat Collector；Amil)､ 布教支援 (One who

converts to Islam；Mualaf)､ 奴隷解放 (Servant or Slave)､ 負債者 (One

who borrows money to meet basic halal expense)､ 宗教活動家の慈善活動

(One who attends to activities in the case of Islam)､ 旅行者の支援活動

(Those who travel in the course of Islam and has run out of money for sur-

vival；Musafir) などに分配される33｡

ザカートのアラビア語の原義は､ ｢成長｣ という意味であり､ その後 ｢正し

い行いによる魂の純化にともなう成長｣ という意味に転じている｡ ザカートを

課す対象は､ 現実的な生産の結果としての農業生産物､ 畜産物､ 事業益と､ 潜

在的な生産性を有する金銀やその他の貨幣による貯蓄である｡ ザカートはムス

リムが自然や社会に労働を介して働きかけた結果に対してなされるものであり､

土地などの固定資産などはその対象とならない34｡

マレーシアの所得税法では､ ザカートの詳細な規定はないが､ 第 6 Ａ条 (3)

において､ ザカートは宗教上支払いが義務となっており､ 適切な宗教当局が発

行した領収書によって証明できる場合､ その評価年度のザカートとして計上す

ることができるとしている35｡ パブリック・イスラム銀行の損益計算書では､

法人所得税とザカートが表 5-1 のとおり開示されている｡ 重要な会計方針では､

｢ザカートはシャリア原則に準拠して企業が支払うビジネスザカートであり､

ザカートは損益計算法 (2.5％のザカート税率およびムスリムの株主比率) に

基づいて計算されている｡｣､ 財務諸表の注記 (ザカートと税金) では､ ｢マレー

シアの法人所得税は会計年度の課税対象の利益および繰延税金資産・繰延税金

負債の計算に関して 24％の法定税率を利用している｡｣ と記載されている36｡

イスラム銀行の損益計算書は一般の銀行と比較すると大きな差異が見られる｡

一般の銀行では､ 主要な収益・費用として､ ｢受取利息｣ と ｢支払利息｣ が開

示されているが､ イスラム銀行では､ シャリアにおいて利子 (イスラムでは､

リバ37) が禁止されているため､ 主要な収益として､ ｢預金者資金の投資による

マレーシアにおける法人所得税・イスラム税 (ザカート)
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収益｣ ｢株主資金の投資による収益｣､ 営業上の費用として､ ｢預金者資金の投

資による収益｣ の控除項目である ｢預金者資金の投資に貢献する利益 (In-

come attributable to depositors and others)｣ が開示されている｡ イスラム

銀行の収益および費用の関係を整理すると以下のような関係になる｡

分配可能利益＝預金者資金の投資による収益

＋株主資金の投資による収益－減損損失

預金者資金の当期純利益＝預金者資金の投資による収益

－預金者資金の投資に貢献する利益

株主資金の当期純利益＝株主資金の投資による収益－減損損失
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表 5-1 パブリック・イスラム銀行の損益計算書

2020 年 12 月 31 日損益計算書 Statement of Profit or Loss for
the Year Ended 31 December 2020

2020 2019

損益計算書項目 RM'000 RM'000

預金者資金の投資による収益 Income derived from investment of deposi-
tors' funds and others (Term deposits and
other deposits)

2,404,696 2,710,707

株主資金の投資による収益 Income derived from investment of share-
holder's funds (Finance income and
Hibah)

208,186 224,485

資金調達に関する減損損失 Allowance for impairment on financing
and advances (Expected credit losses)

▲ 204,733 ▲ 41,756

その他資産の減損損失 Allowance for impairment on other assets
(Expected credit losses on Financial in-
vestments at amortised cost)

▲ 191 ▲ 232

分配可能利益 Total distributable income 2,407,958 2,893,204

預金者資金の投資に貢献する利益 Income attributable to depositors and others ▲ 1,430,023 ▲ 1,787,697

当期純利益 Total net income 977,935 1,105,507

人件費 Personnel expenses ▲ 21,630 ▲ 21,243

その他間接経費 Other overheads and expenditures ▲ 450,348 ▲ 441,976

税引前利益 Profit before zakat and taxation 505,957 642,288

ザカート Zakat ▲ 1,206 ▲ 300

法人所得税 Taxation ▲ 117,146 ▲ 149,834

税引後利益 Profit for the year 387,605 492,154

(出典) https://www.publicislamicbank.com.my/About-Us/Financial-Information/
Financial-Statements



マレーシアにおける法人所得税・イスラム税 (ザカート)
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表 5-2 イスラム銀行の主な金融取引

イスラム金融取引 契約種類 契約内容・契約関係

ムダラバ
(Mudaraba)
(Mudharabah)

配当契約 (Partici-
pation Contract)

信託金融 (Trust Finance)､
利益分配投資 (Profit Sharing Investment)

� 銀行 (Bank/Rab al Mal)､ 顧客 (Customer/Mudarib)､ プロ
ジェクト (Project)､ 利益 (Profits)

� 資本家 (Investor/Provider of Capital)､ 経営者 (Investment
Manager/Entrepreneur)､ 投資 (Investment/Venture)

� 銀行 (Bank)､ 顧客 (Customer)､ 利益 (Profit from the Inves-
tment)､ 損失 (Loss from the Investment)

ムシャラカ
(Musharaka)
(Musyarakah)

配当契約 (Partici-
pation Contract)

共同出資金融 (Partnership Finance)､ 損益分担 (Profit and Loss
Sharing)､ ディミッシングムシャラカ (Diminishing Musharakah)

� 銀行 (Bank/Partner)､ 顧客 (Customer/Partner)､ プロジェ
クト (Project)､ 利益・損失 (Profits or Loss)

� パートナー 1 (Partner 1)､ パートナー 2 (Partner 2)､ ジョイ
ントベンチャー (Joint Venture/Project)

� 銀行 (Bank)､ 顧客 (Customer)､ ベンチャー (Business
Venture)､ 利益 (Profit from the Business Venture)､
損失 (Loss from the Business Venture)

ムラバハ
(Murabaha)
(Murabahah)

売買契約 (Trading
Contract)

コストプラス金融 (Cost-Plus Financing)

� 銀行 (Bank)､ 顧客 (Client)､ 売手 (Seller)､ 全体合意 (Overall
Agreement)､ 代理人合意 (Agency Agreement)

� 銀行 (Bank/Financier)､ 買手 (Buyer/Customer)､
売手 (Seller/Supplier)

� 銀行 (Bank)､ 顧客 (Customer)､ 売手 (Seller)

イジャラ
(Ijarah) (AITAB)

売買契約 (Trading
Contract)

リース金融 (Leasing Finance)､ 所有権移転リース (Al-Ujarah
Thumma Al-Bai)､ 資産バック (Asset-Backed Securitiers)

� 銀行 (Bank)､ 顧客 (Customer)､ 売手 (Seller)､ 覚書 (Mwmo-
random of Understanding)､ 資産購入 (Asset Purchase)､ リー
ス契約 (Ijarah Contract)､ 売上契約 (Sale Contract)

� 貸主 (Lessor/Financier)､ 借主 (Lessee/Customer)､
売主 (Supplier/Seller of Asset)

� 銀行 (Bank)､ 顧客 (Customer)､ 売手 (Seller)

サラム
(Bai Salam)
(Salam)
(Bai Al-Salam)

売買契約 (Trading
Contract)

先物契約 (Forward Sale)､ 延期納入 (Purchase with Deferred
Delivery)､ オーダー売上 (Sale by Order)

� 銀行 (Bank)､ 買手 (Salam Purchase)､ 売手 (Salam Seller)､
サラム契約 (Salam Contract)､ パラレルサラム契約 (Parallel
Salam Contract)

� 銀行 (Financier)､ 売手 (Seller)

� 銀行 (Bank)､ 農民 (Farmer)､ 商人 (Merchant)

� 銀行 (Bank)､ 農民 (Farmer)､ 小売業者 (Retail Market)､
卸売業者 (Mango Wolesaler)
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イスティスナ
(Istisna)
(Istisna's)
(Istisna')

売買契約 (Trading
Contract)

商品注文契約 (Sale by Order)､
資産バック (Asset-Backed Securitiers)

� 銀行 (Bank)､ 顧客 (Customer)､ 製造業者 (Manufacturer)
イスティスナ契約､ (Istisna'a Contract)､ パラレルイスティス
ナ契約 (Paraller Istisna'a Contract)

� 銀行 (Financier)､ 顧客 (Customer)､ 製造業者 (Manufac-
turer)

� 銀行 (Bank)､ 顧客 (Customer)､ 建設業者 (Seller/Construc-
tion)

� 最終売手 (Al-Sani'/The Ultimate Seller)､
最終買手 (Al-Mustasni'/The Ultimate Buyer)

バイビサマンアジル
(Bai Bithaman Ajil)

売買契約 (Trading
Contract)

割賦商品売買 (Bai/Sale Bithaman/Price Ajil/Deferment)､
延払販売 (Sale with Deferred Payment)

(BBA)
(Al-Bai-Bithaman
Ajil)

� 住宅金融 BBA (House Finance BBA) ： 銀行 (Bank)､
顧客 (Customer)､ 住宅開発業者 (Housing Developer)

� 資産リファイナンス BBA (Asset Refinancing BBA) ：
銀行 (Bank)､ 顧客 (Customer)､ 資産 (Asset)

� メッカ巡礼 BBA (BBA Umrah Finance) ： 銀行 (Bank)､
顧客 (Customer)､ 旅行代理店 (Travel Agent)

� キャッシュライン BBA (CashLine Financing BBA) ：
銀行 (Bank)､ 顧客 (Customer)､ 資産 (Asset)

� 銀行 (Bank)､ 顧客 (Customer)､ 資産所有者 (Owner of Asset)

� 銀行 (Bank)､ 売手 (Al-Muslam Iileihi/The Seller)､ 買手 (Al-
Muslam/Purchaser)

(出典) � Moore, E.J. (2009) The International Handbook of Islamic Banking and Fi-
nance, GPP, pp. 33-58.
� Alrifai, Tariq (2015) Islamic Finance and the New Financial System, Wiley, pp. 124-
133.
� Khir, K. Gupta, L. and Shanmugam, B. (2008) Longman and Islamic Banking: A
Practical Perspective, Pearson, p. 58, p. 81 & pp. 107-195.
� Rosly, S.A. (2005) Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets,
Dinamas, pp. 77-144.
Hassan, M.K., Kayeed, R.N. and Oseni, U,A. (2013) Introduction to Islamic Banking
and Finance Principles and Practice, Pearson, p. 118.
Iqbal, Zamir and Mirakhor, Abbas (2007) An Introduction to Islamic Finance: Theory
and Practice, John Wiley & Sons, p. 128.
松田修 (2021) ｢インドネシア・マレーシアにおけるイスラム会計｣ 『(愛知大学) 経営総
合科学』 第 114 号､ pp. 69-71｡



ザカート・法人所得税控除前利益＝預金者資金の当期純利益

＋株主資金の当期純利益

ザカート・法人所得税控除後利益＝ザカート・法人所得税控除前利益

－(ザカート＋法人所得税)

｢預金者資金の投資による収益｣ は負債金融である ｢バイビサマンアジル

(Bai Bithaman Ajil)｣､ ｢ムラバハ (Murabaha)｣､ ｢イジャラ (Ijarah)｣ ｢イ

スティスナ (Istisna)｣ などの金融取引から生じた収益であり､ ｢株主資金の

投資による収益｣ は資本金融である ｢ムダラバ (Mudharaba)｣､ ｢ムシャラカ

(Musharaka)｣ などの金融取引から生じた収益である｡ イスラム銀行の主な

金融取引は表 5-2 の通りである｡

6 イスラム税 (ザカート) の課税計算

イスラム税 (ザカート) はイスラム金融機関だけでなく､ イスラム教徒であ

るムスリムに対しても課税対象となるイスラム税である｡ この章では､ 個人に

おけるザカートの課税計算､ および､ 法人におけるザカートの課税計算につい

ての検討を行うことにする｡ 個人におけるザカートの課税計算は､ 簡略型様式

(Short Form) と総合型様式 (Comprehensive Form) の 2 つに分けて考え

ることができる｡ 簡略型様式は貯蓄所得 (Savings) と勤労所得 (Earned In-

come) のみでザカートの金額を計算する｡ これに対して､ 総合型様式は､ 貯

蓄所得と勤労所得だけでなく､ 事業所得 (Business)､ 有価証券所得 (Shares

and Bonds)､ 貨幣所得 (Money)､ 貴金属所得 (Jewelry)､ 商品取引所得

(Trading Goods)､ 農業所得 (Agriculture) についてザカートを計算する｡

以下では､ ザカートの総合型計算構造について検討を行う38｡

� 貯蓄所得 (SAVINGS) の計算構造

貯蓄所得合計 10,200＝期首・期末貯蓄額の低い方 89,700＋回収見込貸付金

マレーシアにおける法人所得税・イスラム税 (ザカート)
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500→非課税限度額以内→ザカート課税所得 0

S1 $9,700：前期末貯蓄額 (Total savings including cash and bank accounts as of

the prior year-end date)

S2 $0：前期ザカート (Any outstanding zakat due for the previous zakat year)

S3 $9,700：当期首貯蓄額 S1-S2 (Subtract S2 from S1: Total savings prior to the

beginning of the zakat year)

S4 $12,100：当期末貯蓄額 (Total savings including cash and bank accounts as of

the current year-end date)

S5 $9,700：S3 と S4 のいずれか低い額 (Enter the lesser of S3 and S4: Saving kept

for one year)

S6 $500：回収見込貸付金 (Outstanding loans you made to others and expected to

be paid back)

S20 $10,200：貯蓄所得合計 S5+S6 (Add S5 and S6: Total zakatable savings (pre-

deduction and pre-nisab))

MONEY セクション (貨幣所得) が計算されるまで次の 2 行をスキップ (Skip

the following 2 lines for now until the MONEY section is calculated)

S22 $10,200：非課税額 M25=0→S20､ それ以外→M22×S20/M20 (If M25= $0 enter

S20 here, otherwise do M22×S20/M20: Deduction/nisab applied)

S25 $0：ザカート課税所得 S20-S22 (Subtract S22 from S20: Zakat is due on this

amount)

� 勤労所得 (EARNED INCOME) の計算構造

勤労所得合計 31,200＝収入合計 40,000－控除合計額 8,800→非課税限度額以

内→ザカート課税所得 0

E1 $40,000：給与収入 (Total gross wage during the year)

E2 $0：扶養手当 (Alimony received during the year)

E3 $0：失業保障 (Unemployment compensation received during the year)

E4 $0：社会保障給付 (Social security benefit received during the year)

E5 $0：年金受取額 (Pension received durling the year)

E6 $40,000：収入合計 E1+E2+E3+E4+E5 (Add E1 thru E5: Total earned income)

E7 $10,000：納付済所得税額 (Income taxes paid on the above)

E8 $0：不足所得税額 (Additional estimated taxes due on the above at the time of
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filing tax return)

E9 $1,200：還付所得税額 (Or, Estimated tax amount to the refunded due to over-

payment)

E10 $8,800：納付所得税額：E7+E8-E9 (Add E7 and E8, then subtract E9 from the

result: Total taxes paid)

E11 $0：扶養費用 (Alimony paid)

E12 $0：その他非自発的控除額 (Any other non-voluntary deductions from the

wages and income)

E13 $8,800：控除合計額 E10+E11+E12 (Add E10 thru E12: Total non-voluntary de-

ductions)

E20 $31,200：勤労所得合計 E6-E13 (Subtract E13 from E6: Net earned income

(Pre-deduction and pre-nisab))

MONEY セクション (貨幣所得) が計算されるまで次の 2 行をスキップ (Skip

the following 2 lines for now until the MONEY section is calculated)

E22 $31,200：非課税額: M25=0→E20､ それ以外→M22×S20/M20 (If M25= $0 enter

E20 here, otherwise do M22×E20/M20: Deduction/nisab applied)

E25 $0：ザカート課税所得 E20-E22 (Subtract E22 from E20: Zakat is due on the

amount)

� 事業所得 (BUSINESS) の計算構造

当期純利益 (事業所得合計)＝(不動産賃貸収入 210,000－営業費用 185,000)

×ビジネスシェア 1.00)→非課税限度額以内→ザカート課税所得 0

B1 $210,000：不動産賃貸収入 (Total Revenue from business or rental property

during the year)

B2 $185,000：営業費用 (Operating expenses)

B3 $25,000：シェア計算前当期純利益 B1-B2 (Subtract B2 from B1; Net income)

B4 1.00：ビジネスにおけるシェア 100％=1.00 50％=0.50 (Your share in the busi-

ness (1.00 if 100％, 0.50 if 50％))

B20 $25,000：当期純利益 (事業所得合計) B3×B4 (Multiply B3 by B4: Net income

from business (pre-deduction and pre-nisab))

MONEY セクション (貨幣所得) が計算されるまで次の 2 行をスキップ (Skip

the following 2 lines for now until the MONEY section is calculated)
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B22 $25,000：非課税額 M25=0→B20､ それ以外→M22×B20/M20 (If M25= $0 enter

B20 here, otherwise do M22×B20/M20: Deduction/nisab applied)

B25 $0：ザカート課税所得 B20-B22 (Subtract B22 from B20: Zakat is due on the

amount)

� 有価証券所得 (SHARES) の計算構造

有価証券所得合計5,140＝期首・期末貯蓄額の低い方5,000＋株式配当金200－

所得税および関連費用 60→非課税限度額以内→ザカート課税所得 0

H1 $5,000：当期首有価証券価値 (Value of shares and bonds you owed as of the end

of the previous zakat year)

H2 $7,500：当期末有価証券価値 (Value of shares and bonds you owned as of the

end date of the current zakat year)

H3 $5,000：H1 と H2 のいずれか小さい方 (Enter the lesser of H1 and H2: Value of

shares and bonds kept for one year)

H4 $200：株式配当金 (Dividends earned on share s during the zakat year (exclud-

ing re-investments))

H5 $5,200：合計 H3+H4 (Add H3 and H4: Total value and earnings from shares

and bonds)

H6 $60：所得税および関連費用 (Associated expenses including estimated income

tax due on earnings and capital gains)

H20 $5,140：有価証券所得合計 H5-H6 (Subtract H6 from H5: Net value of shares

and stocks (pre-deduction and pre-nisab))

MONEY セクション (貨幣所得) が計算されるまで次の 2 行をスキップ (Skip

the following 2 lines for now until the MONEY section is calculated)

H22 $25,000：非課税限度額 M25=0→H20､ それ以外→M22×H20/M20 (If M25= $0

enter H20 here, otherwise do M22×H20/M20: Deduction/nisab applied

H25 $0：ザカート課税所得 H20-H22 (Subtract H22 from H20: Zakat is due on the

amount)

� 貨幣所得 (MONEY) の計算構造

貨幣所得合計 71,540＝貯蓄所得合計 10,200＋勤労所得合計 31,200＋事業所

得合計 25,000＋有価証券所得合計 5,140
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貨幣所得合計 71,500－貨幣所得控除額 72,500→ザカート課税所得 0

M20 $71,540：貨幣所得合計：S20+E20+B20+H20 (Add S20,E20,B20,and H20: Total

of all money assets (pre-deduction and pre-nisab) $71,540=$10,200+$31,200+

合計$25,000+$5,140

M21 $72,400：貨幣所得控除額､ 控除分配表 DD (Enter line DD from the DD sheet:

Deduction available)

M22 $71,540：M20 と M21 の小さい方 (Enter the lesser of M20 and M21 here and in

line DM of DD sheet: Deduction applied)

M23 $0： 控除後金額：M20-M22 (Subtract M22 from M20: Total money on which

zakat may be due (pre-nisab))

M25 $0：ザカート課税所得 M23<NM→M25=0､ それ以外 M25=M23 (If M23<NM in

Nisab Table, enter $0 here, otherwise, enter M23: Zakat is due on this amount)

: Now complete Savings, Earned Income, Business, and Shares sections, then

proceed below. Note; If jewelry, Business Trading Goods and Agriculture sec-

tions are not applicable to you, you may choose to multiply M25 by 0.025, enter

the result in F25, and complete the calculation

� 貴金属所得 (JEWELRY) の計算構造

貴金属所得合計 1,000＝前期末貴金属価格 1,000＋前期末その他貴金属価格 0

→貴金属所得合計 1,000－貴金属所得控除額 860→ザカート課税所得 140

J1 $1,000：前期末貴金属価格 (Value of Jewelry owned since the end of previous

zakat year (PYED) that is beyond customary use)

J2 $0：前期末その他貴金属価格 (Value of other gold and gold assets (such as 調

理器具 utensils) owned since the end of previous zakat year)

J20 $1,000：貴金属所得合計：J1+J2 (Add J1 and J2: Value of zakatable gold and

jewelry kept for one year (pre-deduction))

J21 $860：控除分配表の DD $72,400 から DM $71,540 を控除した額 (Subtract line

DM from line DD in the DD Sheet and enter here: Deduction available)

J22 $860：貴金属所得控除額､ J20 と J21 の小さい方､ 控除分配表の DJ に記入

(Enter the lesser of J20 and J21 here and also in line DJ: Deduction applied)

J23 $140：ザカート課税所得：J20-J22 (Subtract J22 from J20: Value of gold and

Jewelry on which zakat may be due (pre-nisab))
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J25 $0：J23 非課税額未満＝ゼロ､ それ以外 J25=J23 (If J23<Line NJ in Nisab

Table, then enter $0 here, otherwise enter J23: Zakat is due on this amount

� 商品取引所得 (TRADING GOODS) の計算構造

商品取引所得合計 140,000＝期首・期末商品取引価格の低い方 200,000－商

品取引未払額 60,000→商品取引所得合計 140,000－商品取引所得控除額 0→

ザカート課税所得 140,000

T1 $205,000：当期首商品取引価格 (Value of all trading goods (see instruction)

owned at the end of previous zakat year)

T2 $200,000：当期末商品取引価格 (Value of all trading goods owned at the end of

the current zakat year)

T3 $200,000：T20 と T21 の小さい方 (Enter the lesser of T1 and T2: Value of trad-

ing goods kept for one year)

T4 $60,000：商品取引未払額 (Outstanding debts on the above assets)

T20 $140,000：商品取引所得合計：T3-T4 (Subtract T4 from T3: Net value of trad-

ing goods (pre-deduction))

T21 $0：商品取引所得控除額､ 控除分配表の DD $72,400 から DM $71,540 と DJ $860

を控除した額 (Subtract lines DM and DJ from line DD in the DD Sheet and

enter here: Deduction available)

T22 $0：T20 と T21 の小さい方､ 控除分配表の DT に記入 (Enter the lesser of T20

and T21 here and also in line DT: Deduction applied)

T23 $140,000：ザカート課税所得：T20-T22 (Subtract T22 from T20: Value of trad-

ing goods on which zakat may be due (pre-nisab))

T25 $140,000：T23 非課税額未満＝ゼロ､ それ以外 T25=T23 (If T23<NT in Nisab

Table, enter $0 here, otherwise enter T23: Zakat is due on the this amount)

� 農業所得 (AGRICULTURE) の計算構造

農業所得合計 40,000＝農業収入 100,000－灌漑・肥料・労働費用 60,000→農

業所得合計 40,000－農業所得控除額 0→ザカート課税所得 40,000

A1 $100,000：農業収入 (Total value of agricultural produce)

A2 $60,000：灌漑・肥料・労働費用 Cost of irrigation, fertilizer, labour and other
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operating expenses

A20 $40,000：農業所得合計：A1-A2 (Subtract A2 from A1: Net value of agricul-

tural produce (pre-deduction))

A21 $0：控除分配表の DD $72,400 から DM $71,540 と DJ $860 と DT $0 を控除した

額 (Subtract lines DM, DJ and DT from DD in the DA Sheet and enter here:

Deduction available)

A22 $0：農業所得控除額 A20 と A21 の小さい方､ 控除分配表の DA に記入 (Enter

the lesser of A20 and A21 here and also in line DA, Deduction available)

A23 $40,000：ザカート課税所得：A20-A22 (Subtract A22 from A20: Value of agri-

cultural produce on which zakat may be due (pre-nisab)

A25 $40,000：A23 非課税額未満＝ゼロ､ それ以外 A25=A23 (If A23<line NA in

Nisab Table, enter $0 here, otherwise enter A23: Zakat is due on the this

amount)

� ザカート税額計算 (FINAL) の計算構造

ザカート税額 7,500＝貯蓄所得ザカート税額 0＋勤労所得ザカート税額 0＋

事業所得ザカート税額 0＋有価証券所得ザカート税額 0＋貴金属所得ザカー

ト税額 0＋商品取引所得ザカート税額 3,500＋農業所得ザカート税額 4,000

F1 $0：貯蓄所得ザカート税額：S25 $0 ×0.025 (Multiply S25 by 0.025: Zakat due

on savings)

F2 $0：勤労所得ザカート税額：E25 $0 ×0.025 (Multiply E25 by 0.025: Zakat due

on earned income)

F3 $0：事業所得ザカート税額：B25 $0 ×0.10 (Multiply B25 by 0.10: Zakat due on

business income)

F5 $0：貴金属所得ザカート税額：J25 $0 ×0.025 (Multiply J25 by 0.025: Zakat due

on gold, jewelry and precious items)

F6 $3,500：商品取引所得ザカート税額：T25 $140,000 ×0.025 (Multiply T25 by

0.025: Zakat due on trading goods)

F7 $4,000：農業所得ザカート税額：A25 $40,000 ×0.10 (Multiply A25 by 0.10 or

0.05 or 0.075: Zakat due on agricultural produce)

雨 100％田畑→ザカット税率 10％ (If the land was watered by rain all or most

of the year, zakat is 10％)
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灌漑 100％田畑→ザカット税率 5％ (If the land was watered by irrigation

mostly zakat is 5％.)

雨 50％・灌漑 50％田畑→ザカット税率 7.5％ (If the land was watered by rain

and irrigation about equally then zakat is 7.5％)

F25 $7,500：ザカート税額合計 (Add lines F1 thru F7, or multiply M25 by 0.025 if

applicable: Total zakat due)

F26 $2,500：納付済ザカート税額 (Zakat paid in advance throughout the year)

F27 $5,000：$7,500-$2,500 未払ザカート税額 (Subtract F26 from F25: Remaining

zakat due)

� 非課税表 (NISAB TABLE) の計算構造

ザカート非課税額→貨幣所得＝800､ 貴金属所得＝800､ 商品取引所得＝800､

農業所得＝653kg の生産量

ザカート非課税額 (Nisab)39

NM $800：貨幣所得非課税額：金 85 グラム相当 (Nisab on Money) (Value of 85g of

gold)

NJ $800：貴金属所得非課税額：金 85 グラム相当 (Nisab on gold and jewelry)

(Value of 85g of gold)

NT $800：商品取引所得非課税額：金 85 グラム相当 (Nisab on trading goods)

(Value of 85g of gold)

NA 653kg：農業所得非課税額：生産量 653 キロ (Nisab on agricultural produce)

(Value of 653kg of produce)

� 控除表 (DEDUCTION TABLE) の計算構造

所得控除合計 72,400＝ (住宅費 7,200＋光熱費 2,400＋交通費 3,600＋食費・

生活必需品費用 6,000＋医療費 1,200) ＋ザカート免除債務 53,000

所得控除額 (Deduction)

1 $7,200：$7,446×0.967 イスラム暦年間住宅費 Cost of housing for a lunar year

(multiply the cost for a Gregorian (solar) year by 0.967)

2 $2,400：$2,482×0.967 イスラム暦年間光熱費 (Cost of utilities for a lunar year)

(multiply the cost for a Gregorian (solar) year by 0.967)
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3 $3,600： $3,723×0.967 イスラム暦年間交通費 (Cost of transportation for a lunar

year) (multiply the cost for a Gregorian (solar) year by 0.967)

4 $6,000：$6,205×0.967 イスラム暦年間食費・生活必需品費用 (Cost of food and

other necessities for a lunar year) (multiply the cost for a Gregorian (solar)

year by 0.967)

5 $1,200：医療費支払額 (Actual Medical cost)

6 $19,400：合計 (Add I thru 5: Standard deduction needed to fulfill the basic

needs)

7 $128,000：未払債務額 (For all necessary debts that are still outstanding, the

total original loan amount)

8 $75,000：支払債務合計 (Total amounts paid so far)

9 $53,000：$128,000-$75,000 ザカート免除債務：7-8 (Subtract 8 from 7: Your re-

maining zakat exempt debt)

10 $72,400：$19,400+$53,000 所得控除合計：6+9 (Add 6 and 9, and enter here and in

line DD below: Total deduction)

� 控除分配表 (DEDUCTION DISTRIBUTION WORKSHEET) の計算構造

所得控除額 72,400→各所得に分配→貨幣所得控除額 71,500＋貴金属所得控

除額 860＋商品取引所得控除額 0＋農業所得控除額 0

控除分配額 (Deduction Distribution)

DD $72,400：控除表合計 DD (Enter line 10 from above: Total deduction available)

DM $71,540：貨幣所得控除額 M22 (Deduction applied against money assets)

(from the MONEY section, line M22)

DJ $860：貴金属所得控除額 J22 (Deduction applied against jewelry) (from the

JEWELYRY section, line J22)

DT $0：商品取引所得控除額 T22 (Deduction applied against trading goods) (from

the TR GOODS section, line T22)

DA $0：農業所得控除額 (Deduction applied against agricultural produce) (from

the AGRI section, line A22)
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表 6-1 ザカート課税計算のイスラム銀行貸借対照表

資産 Assets 貸借対照表価額
Book value

現金及び現金同等物 Cash and cash equivalent 204,554,392

ムラバハ・サラム Murabaha & Salam Receivable 428,234,216

ムダラバ Mudaraba finance 20,000,000

ムシャラカ Musharaka finance 30,000,000

イスティスナ Iatisna's 20,000,000

不動産 Real estate (for trading) 11,330,659

有価証券 Marketable Securities (for trading) 164,542,229

棚卸資産 Inventory (for trading) 10,814,130

その他投資 Other investments (for trading) 40,500,000

流動資産合計 929,975,626

投資 Investments (not for trading) 34,432,992

賃貸資産 Assets for rent 82,992,031

有形固定資産 Fixed asets (net) 10,759,580

資産合計 Total assets 1,058,160,229

負債

当座勘定 current accounts 21,130,727

仕入債務 Payable (due to be paid during the next financial period) 49,561,094

その他流動負債 Other liabilities (due to be paid during the next financial period) 53,185,054

流動負債合計 123,876,875

投資リスク引当金 Provisions for investment risk 9,444,298

長期借入金 Long term liabilities (not due to be paid during the next
financial period)

100,000,000

負債合計 233,321,173

無制限投資口座保有者資本 Equity of unrestricted investment account holders 684,504,716

非支配株主持分 Minority interest 20,000,000

資本 Owners' equity

払込資本 Paid up capital 104,000,000

準備金 Reserves 3,334,340

利益剰余金 Retained earnings 10,000,000

当期純利益 Net income for the year 3,000,000

資本合計 Total owners' equity 120,334,340

負債資本合計 Total liabbilities, equity of unrestricted investment accouny
holders, minority interest, owners' equity 1,058,160,229

(出典) AAOIFI (2006) Financial Accounting Standard No. 9, Zakah.



次に､ 法人におけるザカートの課税計算について考察する｡ 法人におけるザ

カットの計算方法として､ 純資産法 (Shar'iyyah or Net Working Capital

Method) および純投資資金法 (Urfiyyah or Net Growing Capital Method)

などの方法がある40｡

純資産法は修正運転資本法 (Adjusted Working Capital Method) とも呼

ばれ､ 流動資産から流動負債を控除し､ 非ザカート資産および非ザカート負債

マレーシアにおける法人所得税・イスラム税 (ザカート)
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表 6-2 純資産法によるザカート課税金額の計算構造

貸借対照表価額 現金等価額
Cash equva-

lent value

ザカート
ベース価額
Zakat baseBook Value

現金及び現金同等物 Cash and cash equivalent 204,554,392 204,554,392

ムラバハ・サラム Murabaha & Salam Receivable 428,234,216 428,234,216

ムダラバ Mudaraba finance 20,000,000 20,000,000

ムシャラカ Musharaka finance 30,000,000 30,000,000

イスティスナ Iatisna's 20,000,000 20,000,000

不動産 Real estate (for trading) 11,330,659 16,330,659 16,330,659

有価証券 Marketable Securities (for trading) 164,542,229 180,542,229 180,542,229

棚卸資産 Inventory (for trading) 10,814,130 15,814,130 15,814,130

その他投資 Other investments (for trading) 40,500,000 45,000,000 45,000,000

流動資産合計 � Current assets 929,975,626 960,475,626

当座勘定 current accounts 21,130,727 21,130,727

仕入債務 Payable (due to be paid during the next
financial period)

49,561,094 49,561,094

その他流動負債 Other liabilities (due to be paid during
the next financial period)

53,185,054 53,185,054

流動負債合計 � Current liabilities 123,876,875 123,876,875

運転資本合計 � Working capital (A-B) 836,598,751

無制限投資口座保有者
資本

Equity of unrestricted investment
account holders

684,504,716 684,504,716

非支配株主持分 Minority interest 20,000,000 20,000,000

政府・寄付団体所有
資本

Equity owned by governmental and endow-
ment bodies (Additional information)

4,000,000

資本合計 � Total 708,504,716

ザカート課税所得 � Zakat base (C-D) 128,094,035

ザカート税率 (イスラム暦) � Zakat base shall be determined by using 2.5% for a lunar calendar year 2.5%

ザカート税率 (西暦) � Zakat base shall be determined by using 2.5775% for a solar calendar year 2.5775%

ザカート税額 Zakat for the period (E×G) 3,301,624

(出典) AAOIFI (2006) Financial Accounting Standard No. 9, Zakah.



を調整した金額をザカートの課税標準としている41｡

純資産法：ザカート課税標準＝流動資産 Current assets－非流動負債 Current li-

abilities ＋/－ 非ザカート資産・負債 Items that do not meet the conditions for

zakat assets and liabilities

純投資資金法は修正成長法 (Adjusted Growth Method) とも呼ばれ､ 資

本と長期負債の合計から有形固定資産と非流動資産を控除し､ 非ザカート資産・
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表 6-3 純投資資金法によるザカート課税金額の計算構造

貸借対照表価額 現金等価額
Cash equva-

lent value

ザカート
ベース価額
Zakat baseBook Value

払込資本 Paid up capital 104,000,000

準備金 Reserves 3,334,340

利益剰余金 Retained earnings 10,000,000

当期純利益 Net income for the year 3,000,000

資本合計 Total owners' equity 120,334,340

政府・寄付団体所有
資本

Equity owned by governmental and endow-
ment bodies (Additional information)

4,000,000

純投資資金法の資本
合計 �

Total owners' equity (less Equity owned
by governmental and endowment bodies

116,334,340

不動産 (時価評価差額) Real estate (for trading) 11,330,659 16,330,659 5,000,000

有価証券 (時価評価差額) Marketable Securities (for trading) 164,542,229 180,542,229 16,000,000

棚卸資産 (時価評価差額) Inventory (for trading) 10,814,130 15,814,130 5,000,000

その他投資 (時価評価差額) Other investments (for trading) 40,500,000 45,000,000 4,500,000

投資リスク引当金 Provisions for investment risk 9,444,298 9,444,298

長期借入金 Long term liabilities (not due to be paid
during the next financial period)

100,000,000 100,000,000

加算合計 � Plus 139,944,298

合計 � (A+B) 256,278,638

投資 Investments (not for trading) 34,432,992 34,432,992

賃貸資産 Assets for rent 82,992,031 82,992,031

有形固定資産 Fixed asets (net) 10,759,580 10,759,580

減算合計 � Less 128,184,603

ザカート課税所得 � Zakat base (C-D) 128,094,035

ザカート税率 (イスラム暦) � Zakat base shall be determined by using 2.5% for a lunar calendar year 2.5%

ザカート税率 (西暦) � Zakat base shall be determined by using 2.5775% for a solar calendar year 2.5775%

ザカート税額 Zakat for the period (E×G) 3,301,624

(出典) AAOIFI (2006) Financial Accounting Standard No. 9, Zakah.



非ザカート負債を調整した金額をザカートの課税標準としている42｡

純投資資金法：ザカート課税標準＝資本 Owners' equity＋長期借入金 Long-term

liabilities－有形固定資産 Property, plant and equipment－非流動資産 Non-

current assets ＋/－ 非ザカート資産・負債 Items that do not meet the conditions

for zakat assets and liabilities

純資産法と純投資資金法のどちらも､ 下記に示したように貸借対照表から同

じ結果を導き出している｡

(純資産法) 流動資産 Current assets－流動負債 Current liabilities＝

(純投資資金法) 資本 Owners' equity＋長期負債 Long-term liabilities－有形固定

資産 Property, plant and equipment－非流動負債 Non-current assets

マレーシアにおける多くの州は純資産法を採用している｡ この理由は､ 純資

産法では､ 3 つのカテゴリーの調整が行われているためである｡ 第 1 のカテゴ

リーでは､ 流動資産から減算される流動資産項目として､ 許容されない項目

(利子､ ギャンブル､ 酒)､ 制限された所有 (水､ 電話､ エレクトロニクス､ 預

金)､ 非生産的な流動資産 (利益目的の融資) などの調整が行われる｡ 第 2 の

カテゴリーでは､ 流動資産に加算される項目として､ 慈善目的の寄付､ 内部資

金を利用した第四半期における有形固定資産の購入などの調整が行われる｡ 第

3 のカテゴリーでは､ 流動負債に加算される項目として､ 事業を伴わない未払

金､ 未払配当金､ 当座借越などの調整が行われる43｡

以下では､ AAOIFI 基準 (Accounting, Auditing and Governance Stan-

dards for Islamic Financial Institutions) で例示しているイスラム銀行の貸

借対照表データから､ 純資産法および純投資資金法によりザカート課税標準お

よびザカート課税金額の計算構造を考察する｡

純資産法では､ 流動資産から流動負債を控除した金額からザカート課税所得

が計算される｡ 資産のうち､ 有価証券 (Marketable securities)・棚卸資産

(Inventory)・不動産 (Real estate)・その他投資 (Other investments) につ

いては､ 貸借対照表価額 (Measurement basis in the statement of financial

マレーシアにおける法人所得税・イスラム税 (ザカート)
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position) から資産の売却見込額である現金等価額 (Cash equivalent value)

への評価替えが行われる｡ ただし､ 資産のうち､ 現金及び現金同等物､ ムラバ

ハ (コストプラス金融) (Murabaha)・サラム (先物契約) (Salam)､ ムダラ

バ (信託金融) (Mudaraba)､ ムシャラカ (共同出資金融) (Musharaka)､

イスティスナ (商品注文契約金融) (Istisna'a) は､ 貸借対照表価額で評価さ

れる｡ この結果､ 評価替後の流動資産合計 ($960,475,626) から流動負債合計

($123,876,875) を控除すると､ 運転資本合計 ($836,598,751) となる｡ さらに､

運転資本合計から､ 政府・寄付団体所有資本 (Equity owned by governmen-

tal and endowment bodies) ($4,000,000)､ 非支配株主持分 (Minority inter-

est) ($20,000,000)､ 無制限投資口座保有者資本 (Equity of unrestricted

investment account holders) ($684,504,717) を控除すると､ ザカート課税所

得 (Zakah base) ($128,094,035) となる｡ このザカート課税所得にザカート

税率 2.5775％を掛けた金額 ($3,301,624) がザカート税額となる44｡

次に､ 純投資資金法では､ 資本に長期負債を加算し､ 有形固定資産と非流動

資産を減算した金額から､ ザカート課税所得が計算される｡ 貸借対照表の資本

合計 ($120,334,340) から政府・寄付団体所有資本 ($4,000,000) を減算した

額が純投資資金法の資本合計 ($116,334,340) となる｡ 資本合計に､ 有価証券・

棚卸資産・不動産・その他の投資における現金等価額と貸借対照表価額との差

額 ($30,500,000) ､ 長期借入金 ($100,000,000) ､ 投資リスク引当金 ($

9,444,298) を加算すると資本・長期負債合計 ($256,278,638) となる｡ さらに､

資本・長期負債合計から､ 有形固定資産 ($10,759,580)､ および､ 非流動資産

である賃貸資産 ($82,992,031) と取引目的でない投資 ($34,432,992) を減算

した金額 ($128,094,035) がザカート課税所得となる｡ このザカート課税所得

にザカート税率 2.5775％を掛けた金額 ($3,301,624) がザカート税額となる｡

このように純資産法と純投資資金法におけるザカート課税所得・ザカート税額

は一致する45｡
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7 おわりに

アセアン 4 か国 (マレーシア､ シンガポール､ インドネシア､ ベトナム) の

法人所得税の内容を比較したのが表 7-1 である｡ マレーシアとシンガポールは､

居住法人の国内源泉所得のみ46を法人所得税の課税対象としているが､ インド

ネシアとベトナムは､ 居住法人の国内源泉所得だけでなく､ 国外源泉所得も法

人所得税の課税対象としている｡ マレーシアとシンガポールは､ 国内外の法人

から受け取った配当金は非課税となる｡ これに対して､ インドネシアでは､ 一

定の条件を満たした場合47､ 国内の居住法人に対する配当金は免税となるが､

それ以外は法人所得税の課税対象となり､ ベトナムでは､ 国内の法人から受け

取った配当金は非課税となるが､ 国外の法人から受け取った配当金は法人所得

税の課税対象となる48｡

マレーシアにおける法人所得税・イスラム税 (ザカート)
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表 7-1 アセアン 4か国における法人税の納税義務者・税率等の比較

比較項目 マレーシア シンガポール インドネシア ベトナム

法人税率 24% 17% 22% 20%

居住法人の国内源泉所得 納税義務者 納税義務者 納税義務者 納税義務者

居住法人の国外源泉所得 非課税 原則非課税 納税義務者 納税義務者

国内配当の免税制度 非課税 非課税 免税 非課税

国外配当の免税制度 非課税 非課税 課税 課税

繰越欠損金の適用期間 7 年間 無期限 5 年間 5 年間

繰越欠損金の適用要件 あり あり なし なし

法人税申告書提出期限 7 か月以内 翌事業年度 11 月末 4 か月以内 90 日以内

法人税の優遇税制制度 地域統括ハブに係
る 優 遇 税 制 制 度
(軽減税率 0-10%)

インターナショナ
ル・ヘッドクオー
ターアワード (統
括業務から生じる
所得に軽減税率 5%
or 10%)

タックスホリデー
(財務省令第 130
号による投資誘致
のための税の減免
措置)

工業団地への新規
投資の優遇税制

パイオニアステー
タス (奨励活動・
奨励品目に係る事
業所得の 70%を免
除)

パイオニア優遇税
制 (適格活動にか
かる所得に対して
法人税が免除)

タックスアローア
ンス (財務省令第
96 号・政府規則第
78 号による投資誘
致のための減税措
置)

経済特区・ハイテ
ク・裾野産業・ソ
フトウェア開発お
よび大規模投資事
業の優遇税制

(出典) KPMG 編 (2021) 『ASEAN 諸国の税務』 中央経済社､ pp. 6-18｡



次に､ ザカートの課税金額の計算構造では､ 事業所得だけではなく､ 貯蓄所

得､ 勤労所得､ 有価証券所得､ 貨幣所得､ 貴金属所得､ 商品取引所得､ 農業所

得など､ 多くの所得に対してザカートが課税されている｡ 表 7-2 は､ 第 6 章で

検討を行った AAOIFI およびマレーシアにおけるザカート税率とザカート非

課税額 (Nisab) を比較したものであり､ 若干の差異はみられるが､ 事業所得

と農業所得の税率をのぞき､ AAOIFI およびマレーシアのどちらもザカート

税率が一律 2.5％であり､ ザカート非課税額はいずれもゴールド 85 グラムの

価値となっている｡

法人のザカート課税標準の計算では､ 流動資産から流動負債を控除した運転

資本をザカート課税標準とする方法が､ 最も一般的であるが､ 表 7-3 にみられ

るように､ マレーシアのイスラム銀行では､ ザカート課税標準の計算に多くの
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表 7-2 ザカートの税率

ザカート所得
の種類

AAOIFI
税率

AAOIFI
非課税額 (Nisab)

マレーシア
税率

マレーシア
非課税額 (Nisab)

貯蓄所得のザカート Zakat on Savings 2.5％ 85g of Gold 2.5％ 85g of Gold
(RM20,299)

個人所得のザカート Zakat on Earned Income, Zakat
on (Person's Zakatable) Income

2.5％ 85g of Gold 2.5％ 85g of Gold
(RM20,299)

年金所得のザカート Zakat on EPF (Employ-
ment Provident Fund)

- - 2.5％ 85g of Gold
(RM20,299)

事業所得のザカート Zakat on Business 10％ - 2.5％ -

有価証券所得のザカート Zakat on Shares 2.5％ 85g of Gold 2.5％ 85g of Gold
(RM20,299)

貨幣所得のザカート Zakat on Money 2.5％ 85g of Gold - -

貴金属所得のザカート Zakat on Jewelry, Zakat
on Gold & Silver

2.5％ 85g of Gold 2.5％ 85g of Gold, 595g
of Silver

商品取引のザカート Zakat on Trading Goods 2.5％ 85g of Gold - -

農業所得のザカート Zakat on Agriculture,
Zakat on Crops

5-10％ 653Kg of
produce

2.5％ 450 ガロン
(1,620Kg)

家畜所得のザカート Zakat on Livestock - - - 現在非課税 (Currently
no much zakat is collected)

(出典) AAOIFI (2006) Financial Accounting Standard No. 9, Zakah, PPZ (2021)
https://www.zakat.com.my/



計算方法が採用されている｡ しかしながら､ 計算方法の多くは､ 流動資産から

流動負債を控除した運転資本をベースとしてザカート課税標準の計算を行って

いるため､ 法人の最終的なザカートの金額に大きな差異はみられない｡

本稿においてマレーシアの法人所得税とイスラム税 (ザカート) の検討を行っ

た結果､ マレーシアの法人所得税については､ 歴史的に植民地支配を受けてい

た影響からイギリスおよび同じ英連邦諸国であるシンガポールの法人所得税と

類似する点が多く見られる｡ これに対し､ イスラム税 (ザカート) においては､

中東 (特に､ アラブ首長国連邦のバーレーン) やインドネシアなどイスラム圏

マレーシアにおける法人所得税・イスラム税 (ザカート)
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表 7-3 法人におけるザカート課税標準の計算方法

計算方法 ザカート課税標準 採用企業 (ザカート税率)

運転資本法 Working Capital Method 流動資産－流動負債 Affin Islamic Bank Berhad (2.5775%)

MBSB Bank Berhad (2.5%)

RHB Islamic Bank Berhad (2.5%)

純資産法 Net Assets Method 流動資産－流動負債 Hong Leong Islamic Bank Berhad

修正運転資本法 Adjusted working capital method 流動資産－流動負債±
非ザカート資産・負債

修正成長法
(純投資資金法)

Adjusted Growth Method (Net
Investment Funds Method)

資本＋長期借入金－非流動資
産±非ザカート資産・負債

CIMB Islamic Bank Berhad

純資本法 Net Equity Method (Growth
Model Method)

資本＋長期借入金－
非流動資産

Bank Muamalat Malaysia Berhad

純利益法 Net Profit Method (Net Profit
After Tax Method)

当期純利益 AmBank Islamic Berhad (2.5%)

損益計算法 Profit and Loss Method 収益－費用 Public Islamic Bank Berhad (2.5%)

結合法 Combined Method 資本－非流動資産＋
当期純利益

配当法 Dividend Method 配当金

成長資本法 Growth Capital Method 運転資本法・純資産法
と同等処理

OCBC Al-Amin Bank Berhad

資産成長法 Asset Growth Method 運転資本法・純資産法
と同等処理

Alliance Islamic Bank Berhad
(2.575%)

修正資本法 Shareholders' Equity with
Adjustment Method

運転資本法・純資産法
と同等処理

Maybank Islamic Berhad (2.5%)

開始リザーブ法 Opening Reserve Method 運転資本法・純資産法
と同等処理

Kuwait Finance House (Malay-
sia) Berhad

(出典) Shanmugam et.al (2005) Issues in Islamic Accounting, UPM, pp. 167-171,
https://www.bnm.gov.my/islamic-banks



諸国の法律・会計基準を参考として､ ザカートの規定を作成している｡

ザカートを考察する上で調査対象となったイスラム銀行では､ 損益分配シス

テムを採用しており､ 投資プロジェクトなどで損失が発生した場合も､ イスラ

ム銀行は投資割合などに応じて損失を負担するため､ 高いリスクを持った銀行

であるといえる｡ また､ イスラム銀行は､ 金融サービスの側面から分析すると､

商業銀行業務 (貸出金・預金の取引)､ 投資銀行業務 (ムダラバ・ムシャラカ

の取引)､ 保険会社業務 (タカフルの取引) などの複数の機能を持ったハイブ

リッドの金融機関であるといえる｡ さらに､ イスラム銀行はシャリアにしたがっ

て ｢利子であるリバの禁止｣49､ ｢不明瞭な取引であるガラールの禁止｣50､ ｢投機

行為であるマイシルの禁止｣ の観点から事業活動を行っているため､ 銀行の収

益性は必ずしも高いとはいえないが､ イスラム銀行本来の目的は利益追求では

なく､ ムスリムのために低コストの資金調達・資金運用を提供することである｡

イスラム銀行やムスリムは､ イスラム金融活動によって獲得した収益および所

有する資金の一部をイスラム税 (ザカート) として提供し､ その資金が､ 最下

層貧民､ 困窮者､ ザカート管理者､ 布教支援､ 奴隷解放､ 負債者､ 宗教活動家

の慈善活動､ 旅行者の支援活動などに分配されることになる｡ 今回考察対象と

したイスラム税 (ザカート) は､ イスラムの五行の 1 つである喜捨 (ザカー

ト)51 として､ 社会貢献活動に対する資金提供に特化した税金であるといえる｡

注

1 (高橋､ 2018, p. 22)､ (安田､ 2000, pp. 170-171)｡
2 (鮎京､ 2009, pp. 244-245)｡
3 (鮎京､ 2009, pp. 245-248)､ (安田､ 2000, pp. 172-176)｡
4 (Kasipillai, 2019, pp. 2-4)｡
5 会社の株主は､ 会社による配当の支払いを通じて､ 会社の投資からリターンを得ること
ができる存在である｡ 結果として､ 会社の利益と配当という両者の所得が存在し､ 二重課
税の問題が発生する｡ そこで､ ｢会社と株主の二重課税回避の方法｣ として､ 5 つの課税
システム (systems of taxation) が存在する (Kasipillai, 2019, pp. 501-504)｡

� クラシカル・システム (Classical system)
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� 財政透明性システム (Fiscal transparency system)

� 2 層システム (Two-tier system)

� インビュテーション・システム (Imputation system)

� 単層システム (Single tier system)
｢クラシカル・システム｣ では､ 会社は株主と分離・独立した異なった事業体として捉

え､ 会社は法的実体 (legal entity) として､ 利益に対して特定税率で課税される｡ 他方､
株主は配当として利益を得るため､ 別の税率で課税される｡ 同じ利益について会社が課税
された部分について､ 株主は税の還付が行われる｡ この理由は､ 税の還付が行われない場
合､ 株主 (個人として) が会社の利益を配当で受け取った場合､ 会社段階と個人段階で二
重課税となるためである｡

｢財政透明性システム｣ では､ 会社を法的実体ではなく､ 株主利益の中間受取人 (inter-
mediate recipient) として捉えている｡ この考え方では､ 配当が行われたかどうかにか
かわらず､ 会社の利益は異なった株主に分配されなければならない｡ 会社は単に資本源泉
のためのプーリング手段 (pooling instrument) であり､ 課税負担は株主が負担すべき
と考える｡

｢2 層システム｣ では､ 会社の利益は､ 分配利益 (distributed profits) と非分配利益
(undistributed profits) に区分される｡ 会社の財源における分配を奨励するか､ あるい
は､ 利益を留保するかどうかは､ 国の法律的・社会的・経済的・政治的ニーズに依存して
いる｡ 分配利益の税率および非分配利益の税率は､ どのような目的を達成するかによって
異なってくる｡ たとえば､ 利益の留保を奨励する政策の場合､ 分配利益の税率は非分配利
益の税率より高く設定される｡ 逆に､ 利益の分配を奨励する政策の場合､ 分配利益の税率
は非分配利益の税率より低く設定される｡

｢インビュテーション・システム｣ では､ 会社によって支払われる税金は､ 配当を受け
取った株主によって､ 事前に課税されるとみなされるため､ 会社によって支払われる税金
は株主に帰属する｡ マレーシアのインビュテーション・システムは､ 二重課税の要素を避
けるためデザインされており､ 利益が会社から個人株主に移転する場合に適用される｡ イ
ンビュテーション・システムの考え方は､ 1967 年所得税法第 95 条の中にみられる｡ 第 95
条では､ ｢同じ年の課税で同一の利益に対して 2 つ以上の課税が行われた場合､ 内国歳入
長官は､ その年の利益が 1 回だけ課税されるようにす免除する必要のある課税を賦課しな
いとすることができる｡｣ と規定している｡ 二重課税排除の規定は､ 会社が配当を実施し
たとき､ 会社が支払った税金を配当に帰属させることを可能にすることができる｡ 株主は､
受け取った配当だけでなく､ その配当に課せられた税額控除も株主の?利益に含めること
ができる｡ したがって､ 税金は全額 (つまり､ 配当と税額控除) 支払われ､ 株主に支払わ
れた配当部分に対して会社が前払いした税金に対して控除が認められることになる｡

マレーシア内国歳入庁 (Inland Revenue Board of Malaysia; IRBM) は､ 2008 年に
完全な ｢インピュテーション・システム｣ を ｢単層システム｣ に置き換えられて､ これに
より､ 利益は会社レベルで課税され､ 株主が受け取った配当は免税されることになった｡
2013 年 12 月 31 日までの 6 年間､ 経過規定が適用され､ その間は ｢インピュテーション・
システム｣ と ｢単層システム｣ という 2 つのシステムが共存することとなった｡ 2014 年 1
月 1 日からは､ ｢単層システム｣ のみが実施された｡ ｢単層システム｣ では､ 結果として､
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会社の課税所得に対して支払われる法人所得税は最終税となり､ 株主が会社から受け取っ
た配当に対しては課税されない｡ この新しい法人課税制度は､ 法人によって稼得した利益
に対してのみ課税されるため､ ｢単層システム｣ とよばれ､ 分配された利益が､ 法人の株
主に対して課税されることはない｡ この点に関して､ 1967 年所得税法第 108 条では､ 以
下の通り規定されている｡
第 108 条：会社が課税評価基準期間中に､ 株主のいずれかに配当金を支払い､ あるいは､
税額控除を行った場合､ 会社は支払われた配当金または税額控除する権利を持たないもの
とする｡
(ITA 108: Where a dividend is paid or credited by a company to any of its sharehold-
ers in the basis period for a year of assessment, then, the company shall not be enti-
tled to deduct tax from such dividend paid or credit.)

改正前の 1967 年所得税法第 108 条第 1 項は､ 以下の通りである｡
配当金からの税額控除

108 (1) :配当が課税基準期間に会社によってその株主のいずれかに支払われるか､ また
は税額控除される場合､ 第 14 条により配当がマレーシアからのものであるとみなされた
場合､ 会社は控除する権利を有するものとする｡ その年の課税所得に対して会社に適用さ
れる税率で課税するか､ その年の会社の課税所得がない場合は､ そのような課税所得があっ
た場合に適用される税率で課税する｡
Deduction of tax from dividends
108 (1) :Where a dividend is paid or credited by a company to any of its shareholders
in the basis period for a year of assessment, then, if the dividend is deemed by virtue
of section 14 to be derived from Malaysia, the company shall be entitled to deduct tax
there from at the rate applicable to the company on the chargeable income for that
year of assessment or, where there is no chargeable income of the company for that
year at the rate which would be so applicable if there were such chargeable income.
さらに､ 金子教授によれば､ ｢二重課税の排除 (法人税と所得税の統合)｣ をするための方
式として､ 以下の 7 つの方式を列挙している (金子､ 2019, pp. 326-332)｡

� ｢組合方式 (partnership method)｣：法人を組合とみなして､ その所得を株主の持株
数ないし社員の出資額に応じて､ 按分し､ その按分額を株主ないし社員の所得として課税
する方式

この方式は､ 一般的な制度としては採用されていないが､ アメリカでは､ 100 人以下の
個人株主のみからなる法人は､ 全株主の同意を条件として､ 法人所得を株主に按分して株
主の所得として課税されることを選択することができる｡

� ｢カーター方式 (Carter method)｣：カナダのカーター委員会によって提案された方
式であり､ 法人の所得に対して所得税の最高税率で課税する一方､ 税引前の法人のすべて
を持株数ないし出資額に応じて個人株主ないし社員に按分し､ 算出された所得税額から法
人税相当額を控除する方式

� ｢法人税株主帰属方式 (imputation method)｣：受取配当のほか､ 受取配当に対応す
る法人税額の全部または一部に相当する金額を個人株主の所得に加算して税額を算出し､
算出された税額から上の加算した金額を控除する (控除しきれない部分がある場合には還
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付する) 方式
ドイツは､ 100％インビュテーション方式であったが､ 2002 年から受取配当の 2 分の 1

を控除する制度に移行し､ 2009 年から 25％の源泉徴収で課税が済む方式を採用
フランスは､ 100％インビュテーション方式であったが､ 2004 年に受取配当の 40％を

控除する控除する方式に移行
イギリスは､ 部分的インビュテーション方式であったが､ 2016 年に配当に対して､ 他

の所得よりも低い累進税率を適用する制度 (変種型インビュテーション方式) に移行

� 支払配当損金算入方式 (dividend-paid deduction method)：法人所得のうち､ 配当
その他の利益の処分に充てた部分を損金に算入し､ 法人税の対象から除外する方式

� 二重税率方式 (two-rates or split-rate system)：法人所得のうち､ 配当に充てた部
分に対して､ 通常の法人税率よりも低い税率を適用する方式

ドイツは､ この方式 (留保分税率 40％､ 配当分税率 30％) を採用していたが､ 2002 年
に廃止された｡

日本は､ 昭和 36 年から平成 2 年までこの方式が採用された｡

� 配当所得控除方式 (dividend-received deduction method)：個人の受取配当の一定
割合または一定額を所得から控除する方式

� 配当所得税額控除方式 (dividend-received credit method)：個人の受取配当の一定
割合または一定額を所得税額から控除する方式

日本は､ 平成 2 年に､ 二重税率方式を廃止し､ 昭和 36 年以前と同様の配当所得税額控
除方式を採用した｡

6 日本マレーシア租税条約では､ その他､ 国際運輸業所得については､ 他方の締約国に恒
久的施設がある場合でも課税されない｡ また､ 一方の締約国の居住者 (個人､ 法人等) が
他方の締約国において受け取る配当・利子・使用料に係る他方の締約国での課税は限度税
率を超えないものとする｡ さらに､ 一方の締約国の居住者が受け取る給与所得については､
他方の締約国での滞在期間が 183 日を超えない等一定の場合には､ その滞在地国において
課税されない､ 二重課税の排除方法については､ 両国とも外国税額控除方式によるなどを
規定している (EY 新日本､ 2020, pp. 122-123)｡

7 (ITA 1967, para. 2)
8 内国歳入庁は､ 1995 年マレーシア内国歳入庁法 (Inland Revenue Board of Malaysia
Act 1995) により､ 1996 年 3 月 1 日に設置され､ 所得税法 (Income Tax Act 1967)､ 石
油所得税法 (Petroleum Income Tax Act 1967)､ 不動産利得税法 (Real Property Gains
Tax 1976) など直接税および印紙税法 (Stamp Act 1949) の包括的な運営に対して責任
を持っている組織であり､ 24 の本部組織 (税務行政部門 Tax Operation Department､
法務部門 Legal Department, 租税方針部門 Tax Policy Department, 大規模納税者部門
Large Tax Payer Branch, 特別産業部門 Special Industry Branch, タックスコンプライ
アンス部門 Tax Compliance Department, インフォメーションテクノロジー部門 Infor-
mation Technology Department, 徴税部門 Tax Collection Department, 財務部門 Fi-
nance Department, 企業物流部門 Corporate Logistics Department, 人的管理部門
Human Management Department, 情報プロファイリング部門 Intelligence & Profiling
Department, 国際課税部門 International Tax Department, 租税研究部門 Tax
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Research Department, 部門調査 Investigation Department, 多国籍税務部門 Multina-
tional Tax Branch, 法人サービス部門 Corporate Services Department, 特殊タスク部
門 Special Task Department, 特殊作戦部門 Special Operation Department, 内部監査
部門 Internal Audit Department, 不動産利得税法・印紙税部門 RPGT & STAMP Op-
eration Department, リスクマネージメント・規範部門 Risk Management & Integrity
Department, 租税アカデミー部門 Malaysian Tax Academy, 税務紛争処理部門 Dispute
Resolution Department) および 12 の州組織 (セランゴール Selangor, ペラク Perak,
サバ Sabah, クアラルンプール Federal Territory of Kuala Lumpur, プトラジャヤ Fed-
eral Territory of Putrajaya, テレンガル Terengganu/ケランタン Kelantan, センビラ
ン Negeri Sembilan/マラッカ Melaka, ジョホール Johor, ケダ Kedah/ペルリス Perlis,
ペハン Pahang, ペナン Penang, サラワク Sarawak) を有している｡ マレーシアでは､
内国歳入庁が直接税の税務行政を行っているのに対し､ 関税局 (Royal Malaysian Cus-
toms Department；RMCD) が間接税 (印紙税をのぞく)・関税の税務行政を行っている
(IRBM, 2021) (伏見､ 2016, pp. 396-399) (藻川､ 2017, pp. 188-189)｡

9 (Kasipillai, 2019, pp. 32-40)､ (デロイト､ 2009, pp. 33-34)｡
10 1967 年所得税法第 1 部第 2 条において､ ｢用語の解釈｣ として列挙されている項目は､

調整利益 (adjusted income)､ 調整損失 (adjusted loss)､ 合算所得 (aggregate income)､
修正申告 (amended return)､ 政府保証ローン (approved loan)､ 承認本社事業会社 (ap-
proved operational headquarters company)､ 承認スキーム (approved schedule)､ 賦
課 (assessment)､ 承認役員 (authorized officer)､ 基準期間 (basic period)､ 基準年
(basic year)､ 個人の団体 (body of person)､ 建物 (Building)､ 事業 (business)､ マ
レーシア中央銀行 (Central Bank)､ 課税所得 (chargeable income)､ 事務官 (clerk)､
会社 (company)､ 複合賦課 (composite assessment)､ 支配会社 (controlled company)､
協同組合 (co-operative society)､ 繰延年金 (deferred annuity)､ 取締役 (director)､
取締役会会長 (Director General)､ 雇用者 (employee)､ 雇用主 (employer)､ 雇用
(employment)､ 遺言執行者 (executor)､ 外国税 (foreign tax)､ ヒンドゥー共同家族
(Hindu join family)､ 合算対象の夫 (husband who elects)､ 障がい者 (incapacitated
person)､ 自然人である個人 (individual)､ マレーシア内国歳入庁 (Inland Revenue
Board of Malaysia)､ 購入時の付加価値税 (input tax)､ ラブアン州の事業活動
(Labuan business activity)､ ラブアン州の会社 (Labuan company)､ リース (lease)､
有限責任パートナーシップ (limited liability partnership)､ マレーシア連邦の領域
(Malaysia)､ 市場価値 (market value)､ 財務大臣 (Minister)､ 売却時の付加価値税
(output tax)､ パートナーシップ (partnership)､ 社会保障法の永久全労働不能 (perma-
nent total disablement)､ 法人・個人 (person)､ 建物の構内 (premise)､ 規定 (prescri-
bed)､ 民間退職スキーム (private retirement scheme)､ 講演者 (public entertainer)､
賃借 (rent)､ マレーシア居住者 (resident)､ ロイヤリティ (royalty)､ 証券委員会 (Se-
curities Commission)､ 深刻な病気 (serious disease)､ サービス・ディレクター (serv-
ice director)､ 株式 (share)､ 所得の源泉 (source)､ 所得税の特別コミッショナー
(special commissioners)､ 法定所得 (statutory income)､ 法定命令 (statutory order)､
売買目的株式 (stock in trade)､ イスラム保険 (sukuk)､ 所得税 (tax)､ 合計所得 (total
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income)､ 自己株式 (treasury share)､ 信託機関 (trust body)､ 合算対象の妻 (wife
who elects)､ 課税年 (year of assessment) など､ 多くの 1967 年所得税法で利用されて
いる用語の定義および解釈を行っている｡

11 日本では､ 法人を法人税法上､ ｢内国法人｣ と ｢外国法人｣ に区分している｡ ｢内国法人｣
では､ そのあらゆる所得について課税されるが (法人税法第 4 条第 1 項､ 第 5 条)､ ｢外国
法人｣ では､ その所得のうち国内源泉所得に該当するものについて課税される (法人税法
第 4 条第 3 項､ 第 9 条)｡ 日本の法人税上､ ｢内国法人｣ とは､ 国内に本店または主たる事
業所を有する法人であり (法人税法第 2 条第 3 号)､ 日本の法律に基づいて設立される会
社は国内に本店を有するので､ すべて ｢内国法人｣ に該当する｡ また､ 外資系の法人であっ
ても､ 日本の会社として設立されているものは ｢内国法人｣ となる｡ これに対して､ ｢外
国法人｣ とは､ ｢内国法人｣ 以外の法人､ すなわち国外に本店または主たる事業所を有す
る法人である (法人税法第 2 条第 4 号)｡ ｢外国法人｣ が日本に営業所を設けた場合､ 登記
を必要とするが､ それによってその ｢外国法人｣ が ｢内国法人｣ になるわけではない｡
｢外国法人｣ が国内に ｢恒久的施設｣ を有すると､ それに帰属する所得につき､ 外国法人
は法人税の申告納税義務を負う (法人税法第 141 条第 1 号イ)｡ ここでいう ｢恒久的施設｣
とは､ ｢外国法人｣ が事業を行うために設けた一定の施設およびそれに準じるもの (事業
所､ 建設､ 代理人) である (仲谷､ 2019, pp. 4-14)｡

12 (PWC マレーシア､ 2019, p. 1)､ (デロイト､ 2009, p. 59)､ (新日本､ 2008, p. 180)｡
13 (KPMG, 2021, pp. 272-273)｡
14 (デロイト､ 2009, p. 57)｡
15 (KPMG, 2021, pp. 272-273)｡
16 ここでいう中小企業とは､ 賦課年度開始日において､ 普通株式による払込資本の額が

250 万リンギ以下であって､ かつ払込資本金 250 万リンギ超の会社 (外国法人を含む) に
支配されていないマレーシア居住法人をいう (KPMG, 2021, p. 274)｡

17 現在の軽減税率が適用される以前は以下の通りである｡ 2018～2019 年課税所得 RM
600,000 以下：17％､ 2017 年課税所得 RM 500,000 以下：18％､ 2016 年課税所得 RM
500,000 以下：19％､ 2015 年課税所得 RM 500,000 以下：20％､ また､ 2016～2016 年～20
19 年課税所得 RM 500,000 超：24％､ 2015 年課税所得 RM 500,000 超：25％

18 (PWC マレーシア､ 2019, p. 10)｡
19 (PWC マレーシア､ 2019, p. 11)｡
20 (EY 新日本､ 2020, pp. 119-121)､ (デロイト､ 2019, p. 4)｡
21 (KPMG, 2021, pp. 275-276)｡
22 (PWC マレーシア､ 2019, p. 10)｡
23 (デロイトマレーシア､ 2009, p. 59)｡
24 (KPMG, 2021, pp. 277-279)､ (デロイトマレーシア､ 2009, p. 59)｡
25 (デロイトマレーシア､ 2009, p. 60)｡
26 (デロイトマレーシア､ 2009, pp. 60-61)｡
27 損金算入の費用として､ 具体的には､ 利子 (Interest, Section 33 (1)(a))､ 地代 (Rent,

Section 33 (1)(b))､ 修繕費 (Repairs and Renewals, Section 33 (1)(c))､ その他費用
(Other Deductions, Section 33 (1)(d))､ 貸倒損失 (Bad Debts, Section 34 (2) and
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(3))､ 雇用者貢献 (Employer's Contribution to Approved Scheme, Section 34 (4) and
(5))､ 給与売上税 (Payroll and Turnover Taxes, Section 34 (6)(a) and (b))､ 鉱業手
当 (Mining Allowance, Section 34 (6)(c))､ 植林費 (Replanting Expenditure, Section
34 (6)(d))､ 障害者従業員機器 (Equipment for Disabled Employees)､ 言語翻訳出版
(Translation and National Language Publications, Section 34 (6)(f))､ 図書館提供設
備 (Provision of Library Facilities, Section 34 (6)(g))､ 地域福祉 (Community wel-
fare, Section 34 (6)(g))､ 保育所 (Childcare Centre, Section 34 (6)(1))､ 音楽・文化
グループ管理 (Managing Musical or Cultural Group, Section 34 (6)(j))､ 芸術・文化
遺産活動 (Sponsorship of Arts, Cultural and Heritage Activity, Section 34 (6)(K)､
奨学金 (Scholarships, Section 34 (6)(l))､ 認定支出 (Accreditation Expenditure, Sec-
tion 34 (6)(m))､ 品質システム・ハラル認証 (Quality Systems and Halal Certifica-
tion, Section 34 (6)(ma))､ 実習トレーニング (Practical Training, Section 34 (6)(n))､
国際標準化活動 (International Standardization Activities, Section 34 (6)(o))､ 科学
研究費 (Scientific Research Expenditure, Section 34 (7))､ 財務大臣によって承認され
た研究支出の特別控除 (Special Deduction for Research Expenditure Approved by Min-
ister of Finance, Section 34A)､ 承認された研究機関への寄付または承認された研究会
社のサービスに対する支払 (Contributions and Payments to an Approved Research In-
stitute or Payments for Use of Services of an Approved Research Company, Section
34B)､ 割引・プレミアムから調整後所得に適用される特別引当金 (Special Provision Ap-
plicable to Adjusted Income from a Discount or Premium, Section 34C)､ 自己株式支
出の特別控除 (Special Deduction for Expenditure on Treasury Shares, Section 34D)､
貿易の在庫 (Stock in Trade, Section 35)､ 新施設移転費用 (Cost of Moving to New
Premises)､ 持続可能で責任あるイスラム債 (Sustainable and Responsible Investment
Sukuk) などを列挙している (Kasipilai, 2019, pp. 326-367)｡

28 ｢貸倒引当金繰入｣ は､ 債権という資産の評価損であり､ 実際に金銭等の資産流出を伴
うものではないため､ 原則として､ 第 33 条費用として損金性が否認される｡ ｢棚卸資産関
連や破損などの価値の低下を示す具体的な事実が生じた場合にのみ損金として取り扱う｡
｢為替差損益｣ では､ 原則として､ 損益取引から生じる実現した為替差損益のみが課税所
得を構成し､ 事業年度末に行う為替換算替による未実現の為替差損益や､ 資本取引から生
じる為替差損益は損金・益金に算入しない｡ ｢交際費｣ では､ 内国歳入庁通達 (Public
Ruling No.4/2015) において､ 損金算入が可能なもの､ その一部が損金となるものを明
示している｡ 通達によって､ 従業員への福利厚生の目的で支出された費用 (社内行事の飲
食費用等)､ 通常の事業の一環として有料で提供する接待費用 (航空会社による乗客への
飲食の提供等)､ 輸出振興のために海外で開催される展示会での販促品､ 自社商品の販売
促進のためサンプル・試供品､ 販売促進目的で開催する文化・スポーツのイベントのため
の支出 (飲食やユニフォームの提供)､ 販売促進目的で行う会社の広告費用やロゴ入りの
販促品､ 営業に直接関連する交際費 (顧客・ディーラー・販売業者への接待､ ただし､ サ
プライヤーへのものはのぞかれる)､ 従業員の休暇に関連する費用などが､ 100％の損金
算入が認められる｡ ただし､ 会社のロゴが入っていない物品を販促品として配った場合､
顧客の店舗のオープニングに際して花束を贈った場合､ 差プラーヤーへの接待､ 季節の贈
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答品を顧客に贈った場合などは､ 上記ルーリングのリストに含まれないため､ 50％の損
金算入のみが認められる｡ ｢寄付金｣ は､ 通常､ 課税所得の稼得のために支出されるもの
とは認められないため､ 損金算入はできないが､ 政府または特定の団体への寄付金は､ 合
計所得 (Aggregate Income) から控除する形で課税所得の調整が行われる (KPMG,
2021, pp. 288-291)｡

29 (1967 年所得税法第 39 条)､ (KPMG, 2021, p. 288)｡
30 (イスラム金融検討会､ 2008, p. 23)｡
31 (吉田､ 2007, p.116 & 167)｡
32 (櫻井､ 2008, pp. 94-95)｡
33 (Yatim, 2009, p. 113)｡
34 (櫻井､ 2008, p. 162)｡
35 (Kasipillai, 2019, p. 283)｡

6A (3): A rebate shall be granted for a year of assessment for any zakat, fitrah or any
other Islamic religious dues payment of which is obligatory and which are paid in the
basis year for that year of assessment to, and evidenced by a receipt issued by, an ap-
propriate religious authority established under any written law.

36 Significant Accounting Policies: Zakat Obligations
This represents business zakat payable by the Bank to comply with Shariah princi-
ples. Zakat provision is calculated using the profit and loss method at a zakat rate of
2.5% and is based on the percentage of estimated Muslim shareholders of the Bank's
holding company. The beneficiaries of the Bank's zakat fund are state zakat collection
centres, deserving orphanage homes for the poor and other deserving recipients
(asnaf).
Zakat and Taxation
The Malaysian income tax is calculated at the statutory tax rate of 24% (2019: 24%)
on the estimated chargeablenprofit for the financial year. The computation of deferred
tax assets and deferred tax liabilitiesis also based oI the statutory tax rate of 24%.
(https://www.publicislamicbank.com.my/About-Us/Financial-Information/Finan
cial-Statements)

37 リバとは､ もともとアラビア語で ｢増加 (al-ziyada)｣､ ｢成長 (al-numuw)｣､ ｢上昇・
高慢 (al-irtifa and al-uluw)｣ を語源としており､ 現在では利子を意味している (Halon,
2001, p. 45)｡ クルアーンの第 2 章牝牛第 275 節では､ リバについて以下の通り述べ､ 商
売を認めているが､ リバを禁止している (井筒 2009, pp. 80-81)｡

｢リバを喰らう人々は､ 復活の日すっと立ち上がることもできず､ せいぜいシャイター
ンの一撃をくらって倒された者のような情けない立ち上がり方しかしないであろう｡ それ
というのも､ この人々は 『なあに商売も結局はリバをとるようなもの』 という考え方でやっ
ている｡ アッラーは商売をお許しになった､ だがリバ取りは禁じ給もうた｡ まあ､ それま
でに儲けた分だけは見逃してもやろうし､ ともかくアッラーが悪くはなさるまい｡ だがま
た逆戻りなどするようなら､ それこそ地獄の劫火の住人となって､ 永遠に出してはいただ
けまいぞ｡｣
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クルアーンの第 2 章牝牛第 276 節では､ リバによる儲けを禁止している (井筒､ 2009,
p. 81)｡

｢アッラーは最後の審判の日にはリバの儲けをあとかたもなく消して､ 施し物にはたく
さんリバをつけて返してくださる｡ アッラーは誰であろうと罪業深い無信仰者はお好みに
ならぬ｡｣

クルアーンの第 3 章イムラーン家第 130 節では､ 2 倍以上になるようなリバを禁止して
いる (井筒､ 2009, p. 113)｡

｢汝ら､ 信徒の者､ 2 倍をまた 2 倍にしたリバを喰らったりしてはならぬぞ｡ アッラー
を畏れまつれ｡ さすれば汝らもいい目に遇える時が来よう｡｣

クルアーンの第 4 章婦人第 161 節では､ ユダヤ教徒によるリバも禁止している (井筒､
2009, p. 166)｡

｢彼ら (ユダヤ教徒) は､ 禁を犯してリバを取り､ みんなの財産を下らぬことに浪費し
た｡ 彼らの中の信なき者どもには苦しい天罰を用意しておいたぞ｡｣

クルアーンの第 2 章牝牛第 278 節では､ 残っているリバの帳消しを求めているが､ 元金
の返済は認めている (井筒､ 2009, p. 81)｡

｢これ､ 信徒の者､ アッラーを畏れかしこめよ｡ まだとどこおっているリバは帳消しに
せよ｡ 汝らが本当の信者であるならば｡ だがもし汝らがそれがいやだと言うなら､ よいか
アッラーとマホメットから宣戦を受けるものと心得よ｡ しかし､ そのあとでももし悔い改
めるなら､ 元金だけは残してやる｡ つまり自分でも不当なことをしなければ､ ひとからも
不当なことはされないのじゃ｡｣

クルアーンの第 2 章牝牛第 280 節では､ リバの帳消しだけでなく､ すべての借入金の帳
消しを求めている (井筒､ 2009, p. 81)｡

｢相手が非常に困窮している場合には､ 事情がいくらかゆるむまで待ってやること｡ 貸
しを全部棒引きにして喜捨とするなら､ その方が遙かに己が身のためにもなる｡ 汝らにこ
れがわかっていさえすれば｡｣

38 (Rahman, 2003, p. 84-95).
39 ニサブ (Nisab) はザカート非課税額 (85g of Gold) であり､ 下記の表はマレーシア

の 2021 年度および過去 10 年間のザカート非課税額を示している｡
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課税年度 (Tahun) 非課税額 RM (Nisab Emas) 金 1g の価値 RM (Harga Emas /gram)
2021 20,299.00 238.81
2020 15,762.00 185.44
2019 13,968.00 164.33
2018 14,772.00 173.99
2017 14,083.00 165.68
2016 12,335.00 145.12
2015 11,308.00 133.04
2014 12,223.00 143.80
2013 14,066.00 165.48
2012 13,113.00 154.27
2011 10,300.00 121.18

https://www.zakat.com.my/info-zakat/arkib-nisab-tahunan/



40 (MASB, 2006, para. 10)､ (Yatim, 2009, pp. 115-116).
41 (MASB, 2006, para. 12)､ (Yatim, 2009, p. 15).
42 (MASB, 2006, para.11)､ (Yatim, 2009, p. 15).
43 (Hamat, 2009, pp. 15-16).
44 (AAOIFI, 2009, Appendix B).
45 (AAOIFI, 2009, Appendix B).
46 シンガポールでは､ 国外源泉所得のうち､ シンガポールに送金される金額は､ 法人所得

税の課税対象となっているのに対して､ マレーシアでは､ 国外源泉所得は､ 国内で受領さ
れた場合あるいは資金が国内に送金された場合であっても原則として非課税所得となる｡

47 発行済株式の 25％以上を保有し､ 配当が剰余金から支払われる場合には免税となる｡
48 (KPMG, 2021, pp. 6-13)｡
49 リバを回避した商品取引型契約には ｢ムラバハ｣ ｢バイビサマンアジル｣ ｢イジャラ｣

｢イスティスナ｣ などがある｡
50 不明瞭な取引を排除した損益分配型契約には ｢ムシャラカ｣ ｢ムダラバ｣ などがある｡
51 ムスリムは年間 2.5％の支払比率で課せられたザカートを支払うことによって､ 実践を

重んじるムスリムにとっては ｢罪の浄化の手段｣､ ｢物質的責任の認識｣､ ｢精神性の高揚｣
などにつながるものととらえられている (八尾師､ 2021, pp. 122-123)｡
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1 . 序論

2 . 段階的仕様作成アプローチ

3 . 要求開発において考慮すべき概念

4 . 基本概念の比較

5 . 結論

1. 序論

製品開発の最大のリスクは､ 誰も欲しがらない製品を作ってしまうことであ

る｡ このリスクを低く抑えるために､ 顧客の要求の本質を見極めて､ 顧客の要

求を満たす品質を､ 定められた期間内に､ 適切な価格で提供することが不可欠

である｡ 近年では､ システム開発時に品質に次いで､ 特に開発スピードが重視

される [JUAS2021]｡ ビジネス環境の急激な変化に､ 迅速に対応するために､

開発者はアジャイル型開発の理念や背景を理解し､ 実践することが推奨されて

いる [IPA2020] [内山 1997]｡ アジャイル型開発手法は単一のソフトウェア

開発の方法論ではなく､ エクストリームプログラミング (XP) [Beck2015]､

スクラム [ScrumGuide2020]､ リーン [Poppendieck2003]､ クリスタル

[Cockburn2004] など独立した方法論や手法が提唱している要素を組み合わ
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ソフトウェアの要求開発における基本概念の考察

名児耶 富美子



せて適用するソフトウェアの開発手法の総称である｡ アジャイル型開発の特徴

[AgilePrinciples2001] は､ 開発プロジェクトの初期段階から顧客を巻き込ん

で製品を設計し､ 動く製品を短期間で実装し､ 顧客からのフィードバックを得

ることで検証を実施し､ フィードバックで学習した内容に基づいて開発者が設

計を修正するといった一連の流れを短期間で繰り返すことである｡

特に､ アジャイル型開発の理念 [AgileManifesto2001] は､ 開発者が ｢大

掛かりな事前作業｣ によって文書を作成する仕様作成よりも､ 実際に動くソフ

トウェアを優先すると述べている｡ 言い換えれば､ アジャイル型開発手法の提

唱者らにすれば､ 実際に開発現場で使ってきた構造化分析､ オブジェクト指向､

デザインパターンなどのシステム開発の上流工程での要求分析や仕様作成の作

業は ｢大掛かりな事前作業｣ となる｡ アジャイル型開発手法の要求開発では､

開発者がシステムで何を実装しなければならないかを定義する仕様書を作成す

る代わりに､ 初期段階から顧客と継続的にコミュニケーションを取ることによっ

て､ ユーザーの視点から見たソフトウェアのフィーチャーを開発者が収集する｡

フィーチャーは､ ソフトウェアの機能､ 特性や特徴､ 性能目標､ 見た目や使い

勝手などユーザーにとっての価値を意味する｡ アジャイル型開発ではステーク

ホルダーへのインタビューやワークショップなどを実施して､ フィーチャーを

収集し､ ユースケース､ シナリオやユーザーストーリーなどの手段を使って要

求を表現する [Cockburn2000]｡ 多くのアジャイル型開発手法で推奨されて

いるユーザーストーリーはシステムやソフトウェアのユーザーや顧客にとって

価値があると思われる機能 [Cohn2004] に関する要素を小さな紙のカードを

使って表したものである｡ 良いユーザーストーリーには次のような特徴がある

と [Rasmusson2011] は指摘する｡ 要求が独立していてスコープを柔軟に調

整でき､ 予算の範囲に収まるように交渉の余地があり､ 顧客が対価を支払って

も良いと考える価値があり､ 見積もることができ､ 小さく､ テストできるとい

うという｡

しかしながら､ ソフトウェアが高い品質を確保するためには､ 要求のスコー
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プを制約条件 (事前条件､ 事後条件､ 不変表現) で定義することが必要であり､

また､ 小さくするには適切な大きさのモジュールに分割する作業を実施しなく

てはならない｡ さらに､ 効率的なテストを設計する上でデータの定義や制約条

件が欠かせない｡ これら制約条件やデータの定義を集合､ 関係､ 列､ 関数や述

語論理などの数学的な表記を使って抽象的に表す VDM [Jones1990]､ Z 記法

[Woodcock1996]､ B メソッド [Abrial1996]､ Alloy [D. Jackson2012] など

の形式仕様記述を利用することにより､ プログラムで実装すべき要求が明確に

なるだけでなく､ ツールを使った検証が可能となる｡ ここで注意すべきことは､

形式仕様記述は訓練を受けた一部の設計者には理解できる抽象的な記述である

が､ 一般の顧客には理解しがたい表現ということである｡ 開発者と顧客の双方

が ｢何を実装するのか｣ を合意しながら進めるアジャイル型開発に､ 開発プロ

ジェクトに応じてソフトウェアの品質を確保するために必要な分だけ形式仕様

記述の技術の一部を取り入れる適切な配分が必要になると考える｡

本稿では､ 形式仕様記述の技術を開発実務に取り入れることを容易にするた

めに提案された形式工学手法 Structured Object Oriented Formal Language

(以下､ SOFL) [Liu2004] の段階的仕様作成アプローチを紹介した上で､ こ

の段階的仕様作成アプローチとアジャイル型開発を組み合わせた実験を簡潔に

説明し､ 要求開発において考慮すべき概念は何かを関連研究から考察する｡ さ

らに､ ソフトウェアやシステム開発における主要な要素を抽出対象､ 手段､ 成

果物の観点から抽出し､ 国際標準､ 知識体系ガイド､ 要求開発に関連する研究

を用いて比較を行うこととする｡ ソフトウェアの要求開発で考慮すべき基本概

念に対する考察や比較を行うことで､ アジャイル型開発に形式仕様記述を一部

取り入れることを将来的に可能にし､ ソフトウェアの品質向上と開発現場の負

担軽減に貢献するものと考える｡

ソフトウェアの要求開発における基本概念の考察
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2. 段階的仕様作成アプローチ

形式工学手法 SOFL では､ 最初に日常的に用いる自然言語 (日本語や英語)

で記述された仕様を作成し､ 段階的に形式仕様に変換するアプローチをとって

いる｡ この段階的仕様変換アプローチを最初に説明し､ アジャイル型開発で用

いられるユーザーストーリーから非形式仕様を作成して段階的に半形式仕様へ

変換した実験 [Nagoya2021] の概要と結果を記述する｡

2.1 SOFL による段階的仕様作成アプローチ

SOFL は形式手法 VDM (Vienna Development Method) の仕様記述言語

である VDM-SL (Vienna Development Method - Specification Language)

[VDM-SL1996] にデータフロー図 [DeMarco1979] とペトリネット [Reisig

1985] を統合した仕様書の構造を記述する手法である｡ 図 1 は､ SOFL の形式

仕様が段階的に作成されるアプローチを説明している｡

図 1 の左側に描かれている非形式仕様は､ (1) 実装すべき機能 (Functions)､
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(2) 使用されるデータリソース (Data resources)､ (3) 機能とデータリソー

スにおいて必要な制約条件 (Constraints) が､ 自然言語で明瞭かつ簡潔に記

述される｡ 図 1 の中央に描かれている半形式仕様は､ 非形式仕様で定義した機

能､ データリソース､ 制約条件を使って､ モジュール (Module) に抽象化す

る｡ ここでいう抽象化とは､ プログラムの実装に最も重要な情報を抽出するこ

とであり､ それ以外の情報は捨て去ることを意味する｡ モジュールは定数の宣

言 (Constant Declaration)､ データ型の宣言 (Type Declaration)､ 変数の

宣言 (Variable Declaration)､ データ型や状態の不変条件 (Type and State

Invariants)､ 事前条件や事後条件などから構成されるプロセス (Process) が

含まれる｡ プロセスでは､ プロセスの名前､ 使用されるインプットデータフロー

とアウトプットデータフロー､ 外部のデータストアとデータストアへの操作が

定義されるが､ 事前条件や事後条件は自然言語で記述されるのが半形式仕様の

特徴である｡ 図 1 の右側に描かれた形式仕様は､ 階層化されたデータフロー図

において生じるプロセスと､ モジュール､ そのモジュールに関連するクラス

(class) の関係が VDM-SL の形式仕様記述を用いて定義され､ 構造化分析

[DeMarco1979] とオブジェクト指向 [Meyer1997] を取り入れた構造になっ

ている｡

2.2 仕様の段階的詳細化の実験

段階的仕様作成アプローチとアジャイル型開発を組み合わせた実験で行った

概要を説明する｡ ビジネスを専攻する大学 3－4 年生が SOFL とアジャイル型

開発を 6 か月間学んだ上で､ モバイルアプリケーションの開発を担当し､ 12

のプロジェクトを実施した｡ 対象とするビジネス領域については､ 知識や関心

がある分野､ またはアルバイトやインターンシップ等の労働経験がある分野を

選択した｡ ベビーシッターとシッターを雇いたい親のマッチング､ アルバイト

のシフト管理､ 傘のレンタル､ 地下道のバリアフリー案内などを目的としたス

マートフォン向けアプリケーション等の要求開発をフィードバックによる修正

ソフトウェアの要求開発における基本概念の考察
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を短期間で繰り返すイテレーション (以下､ 反復型開発) で実施した｡ プロジェ

クトは､ プロジェクトの責任者 1 名､ チームメンバー 4 名～8 名､ 司会進行 1

名で構成され､ 図 2 にある成果物が作成された｡

各プロジェクトの責任者は､ アプリケーションが対象としているビジネスモ

デルの分析仮説を行った後に､ 図 2 の①プロトタイプと②ステートメントシー

トとユースケース図を作成しユーザーストーリーを記述した｡ その上で､ ユー

ザーストーリーから③SOFL の非形式仕様､ ④データフロー図､ ⑤SOFL の半

形式仕様を段階的に作成した｡ ただし､ 数学的な表記を使って抽象的に表す記

述を一部のチームメンバーしか理解できないことから､ 事前条件や事後条件を

自然言語で記述する半形式仕様までを作成することとし､ 形式仕様は作成しな

かった｡

それぞれの工程で 2 週間に一度フィードバックに基づいて成果物の修正が実

施された｡ このフィードバックと成果物の修正記録から修正時点や修正内容を

抽出し､ 修正内容をインターフェース､ システムの領域､ 機能・サービス､ 入

出力データ､ 制約条件に分類した｡ その結果､ システムの領域は前半の工程

(図 2 の①や②) だけでなく後半の工程 (図 2 の③～⑤) でもフィードバック

で修正されていることが判明した｡ さらに､ システムの領域に関する分析が足

らないために非形式仕様以降の工程で手戻りが発生することが分かった｡

前の工程に戻ってやり直すことによって生じるスケジュールの遅延を防ぐた

めに要求開発で何をするべきかが問題になる｡ そこで､ まず､ 要求開発で考慮
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すべき基本概念を検討することから始めたい｡

3. 要求開発において考慮すべき概念

ソフトウェアの要求開発とは､ 要求抽出､ 要求分析､ 仕様作成､ 妥当性確認

を含む概念である｡ ここでは､ 要求開発に関わる概念を整理する｡ 前述のよう

に段階的仕様作成アプローチとアジャイル型開発を組み合わせた実験では非形

式仕様以降の工程で手戻りが発生していた｡ このことは､ ユーザーストーリー

で要求分析が足りていないために､ 非形式仕様の記述が十分ではなかったこと

を意味している｡ ユーザーストーリーは ｢誰のために､ 何を達成したいのか､

そして､ それはなぜか｣ を記述しているユーザーや顧客の視点から見たソフト

ウェアの機能に関する要素 [Rasmusson2011] である｡ 一方､ SOFL の非形

式仕様は､ 機能 (Functions)､ データリソース (Data resources)､ 制約

(Constraints) をシステムの設計者の視点から定義している｡ つまり､ ユー

ザーストーリーから非形式仕様を作成するには､ ユーザーや顧客の視点からシ

ステムの設計者の視点へ変更が必要となる｡ ところが､ 先に述べた段階的仕様

作成アプローチとアジャイル型開発を組み合わせた実験では､ ユーザーストー

リーから非形式仕様を作成する段階でユーザー自身の振る舞いとシステムの振

る舞いの混合が複数のプロジェクトにおいて発生していた｡ この混合が後の工

程においてフィードバックで指摘され､ 手戻り作業を行う原因となっていた｡

ユーザーの振る舞いは人間の動作であってシステムの外に存在する要素であり､

実装すべきシステム内部の特性ではない｡ 言い換えれば､ ユーザー自身の振る

舞いはシステムが動作する世界を構成する人間の要素に関する記述であって､

実装するシステムの機能やサービスに関する記述ではないが､ こうしたシステ

ムの外に存在する要素の振る舞いはユーザーストーリーには含まれていると考

える｡

ソフトウェアの要求開発における基本概念の考察
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3.1 ドメインとマシンの概念

アジャイル型開発手法と従来の要求工学に基づく要求開発プロセスの違いに

ついて比較した Bertrand Meyer は､ ドメインとマシンの概念に対する考慮

がアジャイル型開発には足らないと説明している [Meyer2014]｡ ドメインと

マシンの概念とは､ Pamela Zave と Michael Jackson によって説明されてい

る ｢ドメインと呼ばれるシステムが動作する世界 (W) の下で､ システムの

振る舞い (B) はマシン (M) によって作られるのであり､ システムが動作す

る世界 (W) とマシン (M) を混合してはならない｣ という主張 [Zave1997]

[M. Jackson2000] である｡

動物園の入場ゲートシステムを対象システムとして例に挙げ､ システムが動

作する世界 (W) は､ 動物園の入園者､ コインを入金する装置､ 入園者を通

すように回転するバーで構成されているとして､ [M. Jackson2015] では以下

のように説明する｡ ステークホルダーが望む ｢入場ゲートシステムではコイン

の入金がない人間は入場させない｣ という要求は､ システムの振る舞い (B)

として定義される｡ システムの振る舞い (B) は､ プログラミングによって作

られるマシン (M) の振る舞いと､ システムが動作する世界 (W) にある動

物園の入園者､ コインを入金する装置､ そして回転バーの振る舞いによって構

成される｡ プロジェクトで設計する必要があるのは､ システムが動作する世界

(W) の振る舞いではなく､ マシン (M) の振る舞いであるとしている｡

3.2 対象システムの要求と環境

システム開発の現場において､ 対象システムを取り巻く環境が複雑すぎて､

対象システムと環境を明確に区別できない事態が要求で発生する｡ システムを

取り巻く環境には､ 人々､ 組織､ 規則､ デバイス､ 影響する物質的なシステム､

その他の関連するシステムなどが含まれる｡ 形式手法の研究者らはシステムを

取り巻く複雑さに対応するために数学的なモデルを用いて､ 要求を抽象化する

ことで高い信頼性が確保する方法を長年の研究で提案してきた [中島 2012]｡
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開発現場では開発の期間や予算が限られているため､ 要求を抽象化する時間を

確保することは非常に難しい｡ 品質の確保と開発スピードが同時に求められる

アジャイル型開発の現場で､ 対象システムの要求と環境の混合を防ぐためには､

現実的にどのように対応すれば良いのだろうか｡

システムの設計者の視点で対象システムの要求と環境から何を抽出し､ 分析

し､ 仕様書で定義すべきなのかを､ 要求開発の用語を定義した標準 ISO/IEC/

IEEE24765 [IEEE2017]､ 知識体系ガイド SWEBOK [SWEBOK2014]､ Karl

Wiegers らによる研究 [Wiegers2013] を比較することによって明らかにした

い｡

ISO/IEC/IEEE24765 の正式名称は ISO/IEC/IEEE 24765: 2017 Systems

and software engineering - Vocabulary で､ システムとソフトウェア工学に

関する共通の語彙の提供を目的とした国際標準である｡ SWEBOK は､ Guide

to the Software Engineering Body of Knowledge を SWEBOK と称し､

IEEE Computer Society が後援して編集されたソフトウェア知識体系ガイド

である｡ [Wiegers2013] は Karl Wiegers と Joy Beatty による著書 『Soft-

ware Requirements』 で､ その中でソフトウェアの要求開発を引き出し､ 分析､

仕様作成､ 妥当性確認の分野に分けて､ 概念を構成する要素を丁寧に説明して

いることから本研究の趣旨に一致するものと考えた｡

原文からの翻訳は著者が直接行い､ コメントで著者の見解を述べている｡ 比

較対象に一致する用語がない場合には､ 著者がもっとも近い表現であると考え

る用語を選んで比較を行うとする｡

4. 基本概念の比較

最初に [IEEE2017]､ [SWEBOK2014]､ [Wiegers2013] を使って､ ソフト

ウェアやシステム開発の対象としての要求の定義から始め､ アジャイル型開発

が収集しているフィーチャー､ 仕様書で記述される制約条件を比較する｡ 次に

ソフトウェアの要求開発における基本概念の考察
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アジャイル型開発で要求を表現するのに利用される手段としてのユースケース､

シナリオ､ ユーザーストーリーを検討する｡ 最後に要求が記述される成果物と

してのシステム要求､ 機能要求､ 非機能要求について比較を行う｡ それぞれの

基本概念について共通している点や特徴的なことをコメントで述べることとす

る｡ 最後に､ コメント全体について考察を行う｡

4.1 要求､ フィーチャー､ 制約条件

要求とは具体的に何を指しているのか､ フィーチャー (feature) として何

を収集すべきか､ 仕様書で記述される制約条件とは何を指しているか､ ソフト

ウェアやシステム開発における抽出対象を比較する｡

4.1.1 要求 (requirement)

�要求 [IEEE2017]

①ニーズとそれに関連する制約と条件を翻訳または表現したもの｡ ②同意､

標準､ 仕様､ またはその他の正式に課された文書を満足するようなシステム､

システムの構成要素､ 製品､ またはサービスが満たす､ あるいは所有する必

要がある条件または能力｡ ③満たすべき基準を内在する規定｡ ④契約または

その他の正式に課された仕様を満たす製品､ サービス､ または結果に存在し

なければならない条件または能力｡

�ソフトウェアの要求 [SWEBOK2014]

現実世界における問題を解決するために提示すべきプロパティ｡

�要求 [Wiegers2013]

顧客のニーズや目標､ またはそのようなニーズや目標を満たすために製品が

持たなければならない条件や能力を記述したもの｡ ステークホルダーに価値

を提供するために製品が持つべきプロパティ｡

コメント：[SWEBOK2014] では､ 要求という用語の直接の定義はなく､ ソ
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フトウェアの要求という用語で記載されている｡ ソフトウェアの要求

[SWEBOK2014] と要求 [Wiegers2013] で述べられているプロパティとは､

真か偽かを判断できるブール型の述語で表現された特徴である｡ つまり､ 要求

にはブール型の述語が記述されることになる｡

4.1.2 フィーチャー (feature)

�フィーチャー [IEEE2017]

①システムアイテムの際立った特性､ ②機能的または非機能的な際立った特

性､ 多くの場合は既存のシステムの強化､ ③エンドユーザーやその他のステー

クホルダーが理解できる対象システムの抽象的な機能特性｡

�フィーチャー [SWEBOK2014]

フィーチャーの記述は見つからなかった｡

�フィーチャー [Wiegers2013]

ユーザーに価値を提供し､ かつ､ 機能要求の集合として記述される､ 論理的

に関連する 1 つ以上のシステムの能力｡

コメント：フィーチャー [IEEE2017] ③とフィーチャー [Wiegers2013] か

ら､ フィーチャーは具体例ではなく抽象度が高い記述であると考えられる｡

4.1.3 制約条件

�制約条件 [IEEE2017]

①システム工学の工程で設計ソリューションまたは実装を制約し､ かつ､ 企

業によって変更できない規制または暗黙の要求｡ ②ソフトウェア・ライフサ

イクルプロセス (SLCP) の開発上の制約｡ ③データの有効な条件を指定す

るルール｡ ④制約条件が満たされるために真であることが要求される事実の

陳述であることの責任｡ ⑤ 1 つ以上の価値や存在に基づくオブジェクトの属

性の値､ または､ 存在に対する制約｡ ⑥システム要件､ 設計､ 実装上､ また
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は､ 開発プロセスやシステム変更において､ 外部から課せられた制限｡ ⑦プ

ロジェクト､ プログラム､ ポートフォリオ､ またはプロセスの実行に影響を

与えるような制限を加える要因｡

�制約条件 [SWEBOK2014]

解決方法によって満たすべき制約､ または､ 実行可能な解決方法を制限する

可能性がある制約｡

�制約条件 [Wiegers2013]

設計と製品の構築のために開発者が利用可能な自由選択肢に課される制限｡

他の種類の制約条件には､ プロジェクトマネージャが利用可能な選択肢に制

限を課すものもある｡ ビジネス・ルールは､ ビジネスの運用上､ ソフトウェ

アシステムの理由上ゆえに､ 制約条件をたびたび課すことがある｡

コメント：制約条件 [IEEE2017] ⑥にある外部から課せられた制限や､ 制約

条件 [Wiegers2013] の後段の記述にあるビジネスの運用上の変更などの理由

で制約条件が後から追加されることが著者が実施した仕様の段階的詳細化の実

験 [Nagoya2021] でも多く発生した｡

4.2 ユーザーストーリー､ ユースケース､ シナリオ

アジャイル型開発で要求を表現する手段として一般に利用されているユーザー

ストーリー､ ユースケース､ シナリオについて比較を行う｡

4.2.1 ユーザーストーリー

�ユーザーストーリー [IEEE2017]

①ソフトウェアの機能が満たすユーザーの目標を簡単な誰にでも伝わるよう

な文章で描かれた記述｡ ②ソフトウェアシステムとの望ましいユーザーイン

タラクションの説明として表示されるソフトウェアの要件､ 機能､ フィー

チャー､ または品質属性についての誰にでも伝わる記述｡
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�ユーザーストーリー [SWEBOK2014]

顧客の用いる言葉で表現された､ 求められている機能についての短い概要｡

典型的なユーザーストーリーの形式は ｢誰が〈役割〉､ 何を望むのか〈ゴー

ル/望み〉､ 何のために〈便益〉｣ となっている｡ ユーザーストーリーは､ 開

発者が製品を実装するための努力の合理的な見積もりを作成できるように､

ちょうど十分な情報を含むことを目的としている｡

�ユーザーストーリー [Wiegers2013]

アジャイル型開発のプロジェクトにおいて 1～2 行程度の文章で記述される

ユーザー要求の獲得するための書式で､ ユーザーのニーズを明確にしたり､

望ましい機能の単位を記述したりすると同時に､ ユーザーにとっての機能の

便益を述べている｡

コメント：ユーザーストーリー [IEEE2017] やユーザーストーリー

[SWEBOK2014] では､ ナラティブ (narrative)､ つまり､ 開発者が話し手と

なり､ 話し手側の頭の中で理解した内容を一連の出来事として顧客の使う言葉

で表現するという態度が重視されていると考える｡

4.2.2 ユースケース

�ユースケース [IEEE2017]

① UML において､ アクターに測定可能な価値の結果を提供するシステム

の全部のタスク｡ ②システムがユーザーと対話し､ ユーザーに測定可能な価

値の結果を提供することで実行可能な一連のタスク｡ ③システムの振る舞い

に関する要求とユーザーとの相互作用に関する記述｡

�[SWEBOK2014]

ユースケースの記述は見つからなかった｡

�ユースケース [Wiegers2013]

アクターとシステムの間の一連の論理的に関連する可能性のある相互作用に
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関する記述で､ これにより､ アクターに価値を提供する結果に至る｡ 複数の

シナリオを含むことが可能｡

コメント：UML [UML2017] のユースケース図におけるユーザーとシステム､

または､ アクターとシステムとの相互作用に関する記述がユースケース

[IEEE2017] とユースケース [Wiegers2013] で共通して述べられている｡

4.2.3 シナリオ

�シナリオ [IEEE2017]

脚本の意味｡ 同時､ または連続して発生する一連のイベントについてステッ

プごとの記述｡

�シナリオ [SWEBOK2014]

シナリオは､ ユーザー要求を引き出すためのコンテキストを提供する価値あ

る手段を提供する｡ シナリオは､ ｢もしも～したら｣ と ｢どのように行われ

るか｣ という質問を許可することで､ ユーザータスクに関する質問のフレー

ムワークをソフトウェアエンジニアに提供する｡ 最も一般的なタイプのシナ

リオは､ ユースケースの記述である｡

�シナリオ [Wiegers2013]

あるゴールを達成するための､ ユーザーとシステム間の特定の相互作用に関

する記述｡ または､ システムで使用されるインスタンス､ またはユースケー

ス間の特定のパス｡

コメント：アジャイル型開発で要求を獲得するためのシナリオは､ シナリオ

[IEEE2017] で述べている一連のイベントについてステップごとの記述と考え

る｡ 一方､ シナリオ [SWEBOK2014] とシナリオ [Wiegers2013] の後半で

記述されているシナリオは､ UML [UML2017] のユースケース図におけるユー

スケースの記述に関することが定義されている｡ ユースケースの記述では､ ユー
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スケースを実行したときの基本フロー､ 例外フローなどの処理の流れをステッ

プごとに文章で表したものがシナリオと呼ばれる｡

4.3 システム要求､ 機能要求､ 非機能要求

システムで何を実装するか､ どのような振る舞いを提供するか､ どのような

特性や属性を持っているのかを記述した成果物がなければ､ 現実的にはシステ

ム開発の契約はできない｡ システム開発実務では要件定義という工程で作成す

る成果物になるが､ ここでは原文の Requirement を ｢要求｣ として翻訳し､

システム要求､ 機能要求､ 非機能要求と表現し､ それぞれが､ どのように定義

されているかを確認する｡

4.3.1 システム要求

�システム要求仕様 [IEEE2017]

システム要求仕様は､ ①システムの要求を具体化する情報で構造化された集

まり､ ②システム､ そのシステムの運用環境および外部インターフェースに

関する要求 (機能､ パフォーマンス､ 設計上の制約条件､ および属性) が構

造化された集まり｡

�システム要求 [SWEBOK2014]

システム要求はシステム全体のための要求である｡ ソフトウェアコンポーネ

ントを含むシステムにおいては､ ソフトウェア要求はシステムの要求から導

き出される｡ この知識体系では､ システムの顧客またはエンドユーザーの要

求として､ ユーザー要求は制限する方法で定義する｡ 対照的に､ システム要

求では､ ユーザー要求､ 他のステークホルダー (規制当局など) の要件､ お

よび個人が識別可能な情報源以外の要求が含まれる｡

�システム要求 [Wiegers2013]

すべてソフトウェア だけ､ または ソフトウェア と ハードウェア から構

成されると思われる複数のサブシステムを含む製品の大まかな概要｡

ソフトウェアの要求開発における基本概念の考察

― 103 ―



コメント：[IEEE2017] では､ システム要求という用語の直接の定義はなく､

システム要求仕様という用語で記載されている｡ ここではシステム要求よりも､

仕様が ｢構造化された集まり｣ を定義しているとの説明が中心になっている｡

システム要求 [SWEBOK2014] は､ システム要求に関わる対象をシステムの

顧客またはエンドユーザーに限定せず､ ステークホルダーを含み､ さらに個人

が識別可能な情報源以外の幅広い人的情報源を対象にしていることは注目に値

する｡ システム要求 [Wiegers2013] はシステムの内部構造を中心に説明して

いる｡

4.3.2 機能要求

�機能要求 [IEEE2017]

①製品またはプロセスが生み出す結果を特定する陳述｡ ②システムまたはシ

ステムコンポーネントが実行する機能を指定する要求｡

�機能要件 [SWEBOK2014]

機能要件は､ たとえばテキストの書式を整えることや信号を変えることなど､

ソフトウェアが実行するべき機能を述べている｡ それらは､ 性能またはフィー

チャーと呼ばれることもある｡ 機能要件は､ その動作を検証するために書か

れたテストステップの有限集合としても記述できる｡

�機能要件 [Wiegers2013]

ソフトウェアシステムが特定の条件下で発揮すると思われる振る舞いの記述｡

コメント：機能要件 [SWEBOK2014] では､ 具体的な機能を例に挙げるとと

もに､ 別の呼び方やテストとの関連を記述していて､ 最も詳細な定義になって

いる｡ 機能要件 [Wiegers2013] では､ ｢特定の条件下で発揮すると思われる｣

という表現で､ 範囲を限定した定義になっている｡
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4.3.3 非機能要求

�非機能要求 [IEEE2017]

性能属性｡ ソフトウェアが何をするかではなく､ ソフトウェアがどのように

それを行うかを記述するソフトウェア要求｡

�非機能要件 [SWEBOK2014]

非機能要求は､ 解決策を制約するために働く要求である｡ 非機能要件は､ 制

約または品質要求としても知られている｡ それらは､ パフォーマンス要求､

保守性要求､ 安全性要求､ 信頼性要求､ セキュリティ要求､ 相互運用性要求､

または他の多くの種類のソフトウェア要求の 1 つであるかどうかにより､ さ

らに分類することができる｡

�非機能要件 [Wiegers2013]

システムが示さなければならないプロパティまたは特性に関する記述､ また

はシステムが尊重しなければならない制約条件に関する記述｡

コメント：非機能要求については､ ソフトウェアの性能や品質､ システムが持

つべきプロパティまたは特性という点にそれぞれ言及している｡ その一方で､

非機能要件 [SWEBOK2014] と非機能要件 [Wiegers2013] の両者で制約を

共通して挙げている｡

4.4 考察

要求においてプロパティ (ブール型の述語) の記述が､ フィーチャーにおい

て具体例ではなく抽象度が高い記述が要請されていた｡ 制約条件では外部から

課せられた制限だけでなく､ ビジネスの運用上の変更で後から追加されること

が明確になった｡

ユーザーストーリーは開発者の頭の中で理解した内容を顧客の使う言葉で表

現するナラティブな態度が求められ､ 顧客重視のアジャイル型開発手法の思想

が反映されていた｡ その一方で､ ユースケース､ シナリオについては UML の
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概念が中心に定義されていたため､ アジャイル型開発で対象システムの要求と

環境からユースケース､ シナリオを使って､ 何を抽出すべきなのかは判断でき

なかった｡

システム要求､ 機能要求､ 非機能要求では定義がそれぞれに異なっていたが､

特に注目した点は知識体系ガイドにおけるシステム要求の定義である｡ システ

ム要求に関わる対象をシステムの顧客またはエンドユーザーに限定せず､ ステー

クホルダーを含み､ さらに個人が識別可能な情報源以外の幅広い人的情報源に

まで及んでいた｡

5. 結論

この論文では､ 形式工学手法 SOFL を用いた段階的仕様作成アプローチを

説明し､ 段階的仕様作成アプローチとアジャイル型開発を組み合わせた実験の

結果を踏まえ､ 要求開発において考慮すべき概念の考察を行った｡ まず､ アジャ

イル型開発で用いられるユーザーストーリーから SOFL による段階的仕様作

成アプローチの最初の成果物である非形式仕様を作成するには､ ユーザーや顧

客の視点からシステムの設計者の視点へ変更が必要であるが､ このユーザース

トーリーから非形式仕様への変換時に､ 開発対象システムを取り巻く環境が複

雑すぎて対象システムの要求と環境の混合が発生していることが明確になった｡

次に､ 対象システムの要求と環境の混合を防ぐために､ システムの設計者の視

点で対象システムの要求と環境から何を抽出すべきなのかを要求開発の用語を

定義した国際標準､ 知識体系ガイド､ 関連研究から比較を行った｡ その結果､

要求､ フィーチャー､ 制約条件では抽象度が高い記述が求められていることが

判明した｡ さらに､ システム要求においては､ システム要求に関わる対象がス

テークホルダーや個人が識別可能な情報源以外の幅広い人的情報源まで範囲に

含まれていることが分かった｡

今後は､ システムのステークホルダー別や人的情報源による要求分析に関す
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る関連研究を精査し､ 仕様の段階的詳細化にステークホルダー別や人的情報源

別で対象システムを分析する方法を検討し､ 要求の妥当性検証に利用したいと

考える｡
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1. はじめに

百貨店店舗の売上は､ 優良顧客の嗜好を把握しているかで大きく変わる｡ 本

稿では､ 外商顧客1とそれ以外の顧客 (以降では非外商顧客) に区分し､ フリー

クエント・ショッパーズ・プログラム (以降､ FSP) により蓄積した百貨店の

ID 付 POS データを用いてそれぞれのグループで顧客分類を行い､ 商品カテゴ

リーの購買傾向を評価する｡ 最終的にそれらの分析結果に基づき､ 百貨店のマー

ケティング施策の方向性を議論することを狙う｡

百貨店は取扱品目が衣食住にわたっており､ そのいずれの販売額も全販売額

の 10％以上 70％未満の範囲であり､ セルフ接客方式をとらない業態である

(商業統計)｡ もともと百貨店では､ 広い取扱品目にわたって､ 一人の優良顧客

に一人の店員をつけて嗜好に合った商品をすすめたり､ サービスを提供したり

していた｡ 昨今のマーケティング研究では､ 消費者の異質性が脚光を浴び､ 実

務においても CRM や One to One マーケティングが注目されているが､ 百貨

店では既に実践されていたのである｡ 特に､ 老舗百貨店では､ 古くからの馴染

みや､ 売上に多大な影響を与える顧客が存在し､ 店舗も特別なサービスを提供

してきた｡ これらサービス機能を担ってきたのが 『外商』 である｡ 外商を担当
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する従業員は優良顧客の自宅まで行き顧客一人一人の嗜好に合わせた個別対応

型の商品販売を行ってきた｡ しかし､ 昨今ではリストラ等による百貨店従業員

の削減を余儀なくされており､ これまでの担当者の知識や経験に頼ったマーケ

ティングからの転換が百貨店には求められている｡

本研究で用いる ID 付 POS データには､ ｢誰が｣､ ｢いつ｣､ ｢何を｣､ ｢いくつ｣､

｢いくら｣ で購入したのかが記録されている｡ 顧客の購買行動は､ ID 付 POS

データの蓄積によって追跡することが可能であり､ 百貨店は､ ID 付 POS デー

タを多面的に分析し､ そのマーケティング活動を高度化することができる｡ し

かしながら､ ほとんどの百貨店では FSP を導入しているものの､ ID 付 POS

データを有効活用できておらず､ その活用に関しては不十分と言わざるを得な

い｡ 同時購買傾向に基づき商品カテゴリーを類型化し､ 購買パターンの似てい

る顧客グループを把握する本研究のようなアプローチは､ 販売員が削減された

環境下でも顧客に対して個別対応するマーケティング活動を実施するために有

効である｡ また､ これまで百貨店を評価するような場合､ 外商制度はあまり注

目されず (新井田・水越､ 2013)､ 研究対象とされることもほとんどなかった｡

その意味では､ 本研究は､ 新たな視点で百貨店を評価するものである｡

本稿の構成は以下の通りである｡ 第 2 節では､ 本研究に関する既存研究を概

観する｡ 第 3 節ではデータと分析手法の概要を示し､ 第 4 節では分析結果､ 第

5 節ではそれに基づくマーケティング施策を考察する｡ 第 6 節には本研究のま

とめと今後の課題を示す｡

2. 既存研究の概観

百貨店には､ 法人や高額商品を購入する個人を対象に直接訪問して店舗外で

商品を販売する外商担当がいる｡ 外商に所属する百貨店従業員は､ 顧客のとこ

ろに直接出向き､ 注文を取る､ 若しくはその場で商品を販売する｡ ただし､ 最

近では､ 店舗内で外商顧客に限定したイベント催事等を行い､ 来店促進も図っ
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ている｡ 外商担当がついている顧客は､ 購買金額や取引年数等の審査を通過し

た優良顧客であることが多く､ 常に外商員は外商顧客と取引するため 『最初の

ひと言だけで誰の声かわかる』 (伊吹､ 2011) ほど密接な関係性を構築してき

た｡ しかしながら､ 昨今のリストラ等の人員削減の影響で従業員が少なくなり､

従業員の経験に依存する手法だけでは外商活動の限界が生じている (山田､

2014)｡ そのため､ これまで外商員個人の経験に頼ってきた顧客の嗜好等に関

する情報の蓄積がもとめられ､ 本研究の焦点とするところである｡

本研究では､ 百貨店の ID 付 POS データを用い優良顧客を規定し､ それら

優良顧客の中からさらに外商顧客と非外商顧客に区別する｡ それぞれの顧客タ

イプにおける同時購買傾向から商品カテゴリーを類型化してサブ・カテゴリー

を構成する (期間併買評価)｡ 次に､ サブ・カテゴリー間で購買金額比率の最

も高いカテゴリーに顧客を分類する｡ さらに､ 外商顧客と非外商顧客のそれぞ

れの顧客グループ間で来店する曜日や時間帯､ デモグラフィック要因などに差

があるかどうかを検証し､ マーケティング施策に関する知見を獲得する｡

次小節では､ 上記に関連する ｢複数の商品カテゴリーの同時購買｣ 及び ｢消

費者をグループ化する要因｣ の視点から既存研究を概観する｡

2.1 商品カテゴリーの同時購買に関する研究

既存顧客の維持・育成には､ 顧客をより深く知ることがもとめられる｡ 顧客

の維持とは､ 顧客の離反を防いで取引関係を維持していくこと､ 顧客の育成と

は､ 顧客から購買してもらう金額を高めることを意味する｡ 近年､ 顧客を知る

ための一つの視点として､ 複数の製品カテゴリーの購買行動に焦点が当たって

いる (Seetharaman, Chib, Ainslie, Boatwright, Chan, Gupta, Mehta, Rao,

and Strijnev, 2005)｡ 顧客に関する重要な情報は､ 観察可能な顧客毎のショッ

ピングバスケットに含まれている､ といった考えがその根底にある｡

複数製品カテゴリー購買行動に関する代表的な研究には､ Manchanda,

Ansari, and Gupta (1999)､ Russell and Peterson (2000) がある｡ Man-
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chanda, et, al (1999) は､ 多変量プロビット・モデルによってカテゴリー購

買生起に対する他のカテゴリーの価格削減やセールス・プロモーション､ 同時

購買サイクルの影響を評価している｡ 当該研究では､ ケーキミックスとケーキ

フロスティングを研究対象にしている｡ Russell and Petersen (2000) は､ 紙

製品カテゴリー (ペーパータオル､ トイレットペーパー､ ティッシュペーパー､

紙ナプキンの 4 種類) の選択を多項ロジットモデルの枠組でモデル化している｡

当該研究では､ 製品カテゴリー間の補完性､ 独立性､ および代替性を価格弾力

性によって評価している｡ しかし､ これら研究はいずれも店舗内の一部の商品

カテゴリー間における相互依存性を評価しているに過ぎない｡ 一部の商品カテ

ゴリーだけを評価対象にすると､ カテゴリー間の相互依存性を適正に評価でき

ない (Chib, Seetharaman, and Strijnev, 2002：Rao, Russell, Bhargava,

Cooke, Derdenger, Kim, Kumar, Levin, Ma, Mehta, Pracejus, and Venka-

tesh, 2017) ことがいわれている｡ 店舗で扱う製品カテゴリーを包括して評価

することが必要である｡

中村・佐藤 (2001) は､ 期間併買と品揃えを関連付けた研究である｡ 具体的

には､ スーパーマーケットの ID 付 POS データを用いてビール・カテゴリー

のサブ・カテゴリーを構成している｡ 分析の手順は､ 初めにアイテム数×アイ

テム数の期間併買行列を作成し､ それを因子分析にかけ傾向軸を抽出する｡ 次

に因子得点を入力とし､ クラスター分析により顧客の併買傾向を考慮した商品

アイテムの分類を行い､ 最終的に顧客が情報探索しやすいビール・カテゴリー

の棚割を作成した｡ 当該研究は期間併買をもとにした商品アイテムの分類を行っ

ており､ 同時購買傾向を把握するための分析手法とは興味深い｡ しかしながら､

単一カテゴリーの購買分析であるため､ 前述同様に商品カテゴリー間における

相互依存性を評価できていない｡ そのため､ 店舗で扱う複数カテゴリーの同時

購買傾向をもとに商品カテゴリーの分類を行うことがもとめられる｡
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2.2 消費者をグループ化する要因に関する研究

消費者をグループ化するための要因には､ 消費者のデモグラフィック要因､

ライフスタイル要因及び購買行動等の要因があげられる｡

デモグラフィック要因に関する研究には､ 年齢､ 収入､ 教育水準､ 性別､ 職

業・就業の有無､ 家族数が多く用いられている｡ デモグラフィック要因は､ セ

グメント作成の容易度､ アクセス可能性が高いため､ セグメンテーションを行

うときには非常に有効である｡ しかし､ デモグラフィック要因と消費者行動と

の関係は明確であるとはいえないことも指摘されている (Crask and Rey-

nolds, 1978：Roy, 1994：Lumpkin and Hawes, 1985：Levy, 1966：Mason

and Himes, 1973)｡ また､ ライフスタイル要因は､ 形成されたセグメントへ

のアクセス可能性の観点で問題があり､ 実際に用いられることは少ない (清水､

1999)｡

一方､ 前述に示したアプローチとは別に､ 購買行動の結果データに基づきセ

グメンテーションを行う流れもある｡ その代表的なものとしては､ R (最新購

買日)､ F (購買頻度) 及び M (購買金額) を顧客毎に集計し用いる RFM 分

析である (阿部､ 2008)｡ RFM 分析は単純であり､ しかも購買履歴データに

基づいてなされ､ 実務的経験則に合致する結果になることも多く､ 実務上の活

用例が多い｡ RFM 分析に関する研究として､ 黒須・朝日・山口 (2005) があ

げられる｡ 黒須他 (2005) は､ 百貨店の ID 付 POS データを用いて､ 店舗の

総売上の 80％を構成する優良顧客 (M ランク 3 以上) を対象に､ F ランク

(購買頻度) と R ランク (最新購買日) を組み合わせによりセグメンテーショ

ンを行った｡ 具体的には､ 優良顧客を対象に､ F ランクにより､ 2 年半で 15

回以上を常連顧客､ 3 回以上を育成顧客､ それ以外を新規顧客､ R ランクによ

り､ 1 ヶ月以内は問題なし､ 1 ヶ月～3 ヶ月前を準離反傾向顧客､ それ以上を

離反傾向顧客とし､ それらの組み合わせにより最終的な顧客セグメントとして

いる｡ さらに､ 常連顧客の R ランクの違いに焦点を当て､ それらセグメント

間の購買行動 (来店曜日や時間帯､ 購買商品) の違いを検証した｡ 購買商品の
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把握には因子分析を用いている｡ 当該研究は､ 百貨店の ID 付 POS データを

用いた購買行動研究という点において興味深い研究であるが､ 2 つの課題が内

包されている｡ 1 つ目は､ 連続データである購買頻度や最新購買日を 1～5 段

階の離散データに置き換えている点である｡ この処理によって情報損失をきた

している可能性がある (Blattberg, Kim, and Neslin, 2008)｡ 2 つ目は､ 因子

分析の変数として用いた商品カテゴリーの粒度に関するものである｡ 当該研究

で採用した商品カテゴリー数は 14 (食料品､ 婦人衣料など) であり､ 消費者

の購買特性を的確に探るためにはその粒度が粗い｡ 商品カテゴリーの粒度はで

きる限り細分化したほうが顧客行動を的確に把握できることは明らかであり課

題である｡ なお､ 当該研究で用いた､ 店舗総売上の 80％を構成する 20％の顧

客を優良顧客とするアプローチは､ 『80-20 の法則』 として知られているもの

で､ 実務及び学術的に採用されることの多い基準であり参考になる｡

3. モデル

3.1 データの概要

本研究では､ 名古屋地区 A 百貨店における年間 (2008 年 4 月 1 日～2009 年

3 月 31 日) の ID 付 POS データ及びデモグラフィック要因データを用いた｡

総顧客数 157,616 名の内､ 2008 年 4 月 1 日～2009 年 3 月 31 日の間の店舗総売

上の 80％を構成する上位顧客 34,762 名 (全顧客数の 22.0％) を対象に分析を

進める｡ この購買金額－顧客数比率は前述の 『80-20 の法則』 に近い傾向であ

る｡ 上位顧客のうち､ 外商を担当する従業員が販売を担当する 『外商顧客』 は

13,430 名､ それ以外の 『非外商顧客』 は 21,332 名であった｡ 表 1 は外商顧客

と非外商顧客の年間購買金額を商品カテゴリー毎に示したものである｡ 外商顧

客の年間平均購買金額は 524,915 円 (月平均 43,742 円)､ 非外商顧客の年間平

均購買金額は 283,669 円 (月平均 23,639 円) であった｡ 商品カテゴリー別の

購買金額を見ると､ 外商顧客と非外商顧客において購買する商品カテゴリーに
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大きな違いはない｡ しかし､ 購買上位カテゴリー ｢時計 & 眼鏡｣､ ｢宝飾品｣､

｢高級ブランド｣ を見ると､ 外商顧客と非外商顧客との購買金額に大きな格差

がある｡ 一方､ 購買下位カテゴリーに位置づく食料品では､ 外商顧客と非外商

顧客との購買金額に差が見られない｡

表 2 は､ 顧客の購買特性を見るために､ 土日及び祝日に購買する割合と 16

時以降に購買する割合を集計した結果である｡ 土日祝日購買割合が 50％未満

(どちらかというと平日に購買する割合が高い) の構成比が外商顧客 66.3％､

非外商顧客 62.2％､ 16 時以降購買割合が 50％未満 (どちらかというと 16 時
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表 1 外商顧客と非外商顧客の年間購買金額

表 2 土日及び祝日の年間購買割合､ 16 時以降の年間購買割合



前に購買する割合が高い) の構成比が外商顧客 63.0％､ 非外商顧客 56.1％で

ある｡

顧客属性は､ 性別､ 年齢､ A 百貨店と顧客の自宅との距離 (店舗間距離)

が取得可能である｡ 表 3 は分析対象顧客の分布状況を示す｡ 女性の購買構成比

が高く (外商顧客 79.4％､ 非外商顧客 90.1％)､ 年齢では外商顧客は 40～60

歳代､ 非外商顧客は 30～50 歳代が中心である｡ 店舗と自宅との距離 (A 百貨

店と顧客の居住地との距離) は､ 外商顧客が 12.7 km､ 非外商顧客が 12.9 km

でいずれも 10km 程度の近隣顧客が多い｡ ただし､ 30km 以上離れている外

商顧客や非外商顧客も 10％程度存在する｡

3.2 分析手順

図 1 は本研究の分析フローであり､ 7 つのステップで構成する｡ 手順 1～5

はカテゴリー類型化を行うステップであり､ 手順 6～7 は顧客のセグメンテー

ションのステップになる｡ 本稿では､ 外商顧客 (13,430 名) 及び非外商顧客

(21,332 名) のそれぞれで同様の手順で分析を進める｡ 以下にその詳細を示す｡

3.2.1 カテゴリー類型化の手順

分析対象顧客数､ 顧客毎購買時点数､ カテゴリー数をそれぞれ ������とす
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る｡ 顧客毎カテゴリー購買行列 �� (Ti 行×C 列) は (1) 式で定義する｡ 行列

内の成分は､ 顧客 �が購買時点 �(行部分) でカテゴリー �(列部分) を購買

したときは 1､ 購買しないときは 0 とする｡

さらに､ 全顧客のプールしたカテゴリー購買行列 �をブロック行列として

(2) 式で定義する｡ �は (T 行×C 列) の行列になる｡ ただし､ �＝Σ
�

�＝ 1
�� (総

レシート数に対応する) とする (手順 1)｡

次に､ (3) 式で同時購買行列 � (C 行×C 列) を定義する｡ �は対称行列で

ある｡ �の対角成分はカテゴリー �を購買したレシート数を､ 非対角成分は行

側カテゴリー c i と列側カテゴリー c j (c i≠c j) が同時購買されたレシート数を

示す｡ 例えば､ �11 はカテゴリー 1 の購買レシート数､ �12 はカテゴリー 1 と 2

を同時購買したレシート数をそれぞれ示す｡
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(2)

図 1 分析の手順



ただし､ a ij＝a ji (i≠j) となる｡

最終的にカテゴリー類型化を行うための入力行列となる �(C 行×C 列) を､

(4) 式により �から算定する｡ �の非対角成分は行側カテゴリー c i を購買し

たレシートに占める列側カテゴリー c j の購買比率､ すなわち条件付確率とす

る｡ また､ 対角成分は全レシートに占める列側カテゴリー c j の購買レシート

比率､ すなわち購買発生確率とする (手順 2)｡

手順 3 では､ 同時購買確率行列 �を用いて探索的因子分析を､ 手順 4 で因

子得点を入力としたクラスター分析 (商品カテゴリーの類型化) を行い､ 最終

的に手順 5 でサブ・カテゴリーの抽出を行う｡ なお､ 手順 5 までは山田 (2014)

と同様の手法である｡

手順 6 では､ 外商顧客と非外商顧客において､ サブ・カテゴリー中で購買金

額比率が最も高い比率のサブ・カテゴリーに顧客を分類する｡ さらに､ それぞ

れの顧客グループ間で来店する曜日や時間帯､ デモグラフィック要因などに差

があるかどうかを検証し､ マーケティング施策に関する知見を得る｡
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4. 分析結果

本節では､ 3.1 節で示した ID 付 POS データを用い､ 3.2 節で詳述した手順

で商品カテゴリーの類型化及びその結果を援用した顧客セグメンテーションの

結果を示す｡

4.1 商品カテゴリーの類型化

店舗の総売上の 80％を構成する上位顧客の内､ 外商顧客 (13,430 名) と非

外商顧客 (21,332 名) における ID 付 POS データを用いて､ 図 1 の手順 2～手

順 5 に従い 25 の商品カテゴリーを類型化した｡ 手順 3 の因子分析の因子抽出

法には最尤法､ 回転法には斜交回転であるプロマックス回転法を用いている｡

表 4 は因子分析の結果である｡ 固有値が 1.0 以上になる第 8 因子までで､ 外

商顧客 (左表) の累積寄与率が 70.0％､ 非外商顧客 (右表) の累積寄与率が

78.1％である｡ 以降の分析では､ 第 8 因子までを採用し用いる｡ 表 5 は第 8 因

子までの因子負荷量を示す｡ 外商顧客 (左表) では､ 第 1 因子は ｢デパ地下｣

で特徴づけられる軸であり､ 第 2 因子は ｢婦人ファッションブランド｣､ 第 3

因子は ｢紳士ファッション｣､ 第 4 因子は ｢和風ファッション｣､ 第 5 因子は

｢ハンドバッグ｣､ 第 6 因子は ｢宝飾品｣､ 第 7 因子は ｢食器・家庭用品｣､ 第 8

因子は ｢家具・装室品｣ で特徴づけられる軸が続く｡ 非外商顧客 (右表) では､

第 1 因子は ｢紳士ファッション｣ で特徴づけられる軸であり､ 第 2 因子は ｢婦

人衣料・リビング｣､ 第 3 因子は ｢デパ地下｣､ 第 4 因子は ｢タオル､ 寝具､ 石

鹸｣､ 第 5 因子は ｢婦人アクセサリー｣､ 第 6 因子は ｢ハンドバッグ｣､ 第 7 因

子は ｢家具・装室品｣､ 第 8 因子は ｢ヤング婦人ブランド｣ で特徴づけられる

商品カテゴリーの購買嗜好による外商顧客と非外商顧客の類型化に関する分析
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表 4 同時購買行列による因子分析の結果

外商顧客 非外商顧客
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軸が続く｡ 総合的に見て､ 百貨店における同時購買の背後には､ 外商顧客､ 非

外商顧客ともにファッションと食料品に関連する軸が背後に存在している｡

図 2 は､ 8 軸までの因子得点をもとに階層型クラスター分析を行った結果を

示すデンドログラムである｡ 同一クラスターに属するカテゴリーは､ 相対的に

見て同時購買されやすいカテゴリーグループである｡ 外商顧客 (図 2-1)､ 非

商品カテゴリーの購買嗜好による外商顧客と非外商顧客の類型化に関する分析

― 121 ―

図 2-1 外商顧客の同時購買傾向によるクラスター分析の結果

図 2-2 非外商顧客の同時購買傾向によるクラスター分析の結果



外商顧客 (図 2-2) を確認すると､ ともに特定の商品カテゴリーグループと広

範囲の商品カテゴリーグループに分かれる｡ さらに広範囲の商品カテゴリーグ

ループを見ると､ 食料品が含まれており､ 百貨店を回遊している顧客はデパ地

下食料品を購買していることを表している｡ 知見を深化するためにさらに細分

化し､ 図 2-1 と図 2-2 に破線で示す高さに分類線を書いてみると､ 外商顧客､

非外商顧客ともに 9 つのサブ・カテゴリーが構成される｡ 外商顧客のグループ

1 は婦人ファッションブランド､ アクセサリーで構成されるサブ・カテゴリー

である｡ グループ 2 は食料品､ 紳士衣料､ 婦人衣料､ 呉服､ 子供服といった家

庭全般の幅広いカテゴリーが含まれるサブ・カテゴリーである｡ フロアも 8 階

から地下 1 階まで広範囲を回遊している｡ グループ 3 は婦人肌着､ 婦人靴､ ハ

ンドバッグといった婦人雑貨関連カテゴリーで構成される｡ グループ 5 は紳士

衣料､ 雑貨関連カテゴリーで構成される｡ 一方､ グループ 4 (タオル寝具)､ 6

(時計・眼鏡)､ 7 (食器・家庭用品)､ 8 (家具・装室品)､ 9 (宝飾品) は､ 単

独商品カテゴリーでサブ・カテゴリーを形成している｡

非外商顧客のグループ 1 は婦人ファッションブランド､ 化粧品､ 食料品､ 子

供服といった幅広い商品カテゴリーが含まれる｡ 外商顧客同様､ 食料品が含ま

れるサブ・カテゴリーは回遊性の高いことを示している｡ グループ 2 は高年齢

の婦人衣料､ 紳士カジュアル・雑貨､ 呉服といった年輩の衣料品カテゴリーが

含まれるサブ・カテゴリーである｡ グループ 4 は婦人雑貨全般で構成される｡

グループ 8 は紳士スーツ､ 時計､ 宝飾品が含まれる｡ 一方､ グループ 3 (ヤン

グ婦人ブランド)､ 5 (家具・装室品)､ 6 (タオル・寝具)､ 7 (食器・家庭用品)､

9 (紳士靴・鞄) は単独商品カテゴリーでサブ・カテゴリーを形成している｡

百貨店で取り扱う商品カテゴリーは他の小売業態と比べて多岐にわたり､ 顧

客嗜好に適合した売場編集の実現は難しいと考えられる｡ しかし､ 上記のサブ・

カテゴリー構成結果に基づけば､ 顧客にとって買回りしやすい売場編集が実現

できる｡ たとえば､ 非外商顧客のグループ 1 に含まれる商品カテゴリーを同一

フロアに配置する､ 催事やイベントを同時期に行うなどがそのイメージである｡
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また､ 外商活動でいえば､ 販売商品､ 勧誘する売場､ イベント催事の内容を検

討するときの情報として活用できる｡ たとえば､ グループ1に含まれる婦人ファッ

ションブランドの案内とともにアクセサリーのカタログを配布する､ グループ

2 に属する商品カテゴリーを集めた外商顧客限定のイベント催事を開催するな

どがそのイメージである｡

4.2 購買金額によるセグメンテーションとその検証

本小節では､ サブ・カテゴリー間で購買金額比率の最も高いカテゴリーにセ

グメントした顧客の特徴を示す｡ 表 6 ではサブ・カテゴリーごとに購買金額の

平均値､ 95％分位点､ 第 3 四分位点､ 中央値､ 第 1 四分位点､ 5％分位点を示

す｡ 図 3 は表 6 を図示したものである｡ 表 6 から外商顧客 (左表) を見ると､

グループ 1 (7,833 名) が最も多く､ グループ 2 (4,003 名)､ グループ 5 (420

商品カテゴリーの購買嗜好による外商顧客と非外商顧客の類型化に関する分析

― 123 ―

表 6 外商顧客の購買金額 (左表)､ 非外商顧客の購買金額 (右表)

図 3 外商顧客の購買金額分布 (左図)､ 非外商顧客の購買金額分布 (右図)



名)､ グループ 3 (337 名) が続く｡ グループ 1 は婦人ファッションブランドや

アクセサリー､ グループ 2 は家庭全般の幅広いカテゴリー､ グループ 5 は紳士

衣料雑貨､ グループ 3 は婦人雑貨を購買するグループである｡ しかしながら､

購買金額の平均値を見ると､ グループ 6 (1,046,757 円) が最も高く､ グルー

プ 9 (795,278 円)､ グループ 1 (440,127 円)､ グループ 8 (415,122 円) が続く｡

図 3 を見ても､ グループ 6 が突出して高い位置で分布しており､ グループ 9､

グループ 1､ グループ 8 が続いていることがわかる｡ これらのことから､ 時計・

眼鏡を購買するグループ 6､ 宝飾品を購買するグループ 9 を重点顧客として位

置づけて店舗戦略を展開することがもとめられる｡

非外商顧客 (右表) を見ると､ グループ 1 (10,903 名) が最も多く､ グルー

プ 3 (6,224 名)､ グループ 4 (2,055 名)､ グループ 2 (883 名) が続く｡ グルー

プ 1 は婦人ファッションブランド､ 化粧品､ 食料品､ 子供服といった幅広い商

品カテゴリー､ グループ 3 はヤング婦人ブランド､ グループ 4 は婦人雑貨全般､

グループ 2 は年輩の衣料品カテゴリーである｡ 購買金額の平均値を見ると､ グ

ループ 8 (274,559 円)､ グループ 5 (209,156 円)､ グループ 1 (177,508 円)､

グループ 3 (163,996 円) が続く｡ 図 3 からも､ グループ 8 とグループ 5 が高

い位置で分布していることがわかる｡ そのため､ 非外商顧客の中では構成比が

小さいが､ 家具・装室品を購買するグループ 5 と紳士スーツや時計､ 宝飾品を

購買するグループ 8 を重点顧客として位置づけて対応することが必要である｡

5. マーケティング施策

本節では､ 前小節で示した重点顧客に焦点をあてて､ 購買金額を高めるため

のマーケティング施策を考察する｡ 顧客の購買金額を高めるために用いられる

活動には､ 主にクロスセリング戦略とアップセリング戦略がある (Kama-

kura, Mela, Ansari, Bodapati, Fader, Iyengar, Naik, Neslin, Sun, Verhoef,

Wedel, and Wilcox, 2005)｡ クロスセリングとは､ 顧客が様々なカテゴリーを
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またいで購買する､ いわゆる買い回り行動を指す言葉であり､ クロスセリング

戦略では､ クロスセリングを促進させることで顧客シェアの拡大を狙う｡ アッ

プセリング戦略では､ 顧客の希望する製品やサービスよりも高級なまたは高価

格帯のものを購入してもらうことを狙っている｡ すなわち､ 少しでも高い製品､

高級なサービスの需要を喚起する､ いわゆる客単価を高めるための戦略である

(山田､ 2014)｡

表 7 は外商顧客と非外商顧客における重点顧客の属性､ 表 8 は重点顧客の購

買特性を示したものである｡ 外商顧客においては､ グループ 6 (時計・眼鏡)

とグループ 9 (宝飾品) が重点顧客であった｡ 表 7 からグループ 6 には､ 50 歳

～60 歳代の男性で 10km 以内に居住する顧客が多いことがわかる｡ しかし､

表 8 からは､ 曜日や時間帯において特徴的な傾向は見られなかった｡ これらの

ことから､ グループ 6 に対しては､ 50 歳～60 歳代の男性に合った高価格な時

計・眼鏡を 10km 以内に居住する顧客に案内するアップセリング戦略を展開

することが考えられる｡ また､ グループ 9 は､ 50 歳～60 歳代の女性で 10km

以内に居住する顧客が多く､ 曜日や時間帯において特徴的な部分はない｡ グルー

プ 9 に対しては､ 50 歳～60 歳代の女性に合った高価格な宝飾品を 10km 以内

に居住する顧客に案内するアップセリング戦略が考え得る｡

非外商顧客においては､ グループ 5 (家具・装室品) とグループ 8 (紳士服

& 時計・眼鏡 & 宝飾品) が重要点顧客として位置づけられていた｡ グループ 5

は､ 50 歳以上の女性で 5km 以内に居住する顧客が多い｡ また､ 相対的に平日

の日中 (16 時前) に購買する傾向がある｡ これら顧客に対しても､ 相対的に

高価格の家具・装室品をすすめるアップセリング戦略が中心的な施策として考

えられる｡ 一方､ グループ 8 は､ 相対的に 30 歳～50 歳代の女性で 20km 以内

に居住する顧客が多い｡ また､ 土日祝日の日中に購買することが多い｡ これら

のことから､ 紳士服､ 時計・眼鏡､ および宝飾品の買い回りを促進するクロス

セリング戦略が効果的である｡ クロスセリングを誘発するためのクーポン配布､

同時期のイベント開催､ 折込チラシや DM を用いた訴求を展開することが有

商品カテゴリーの購買嗜好による外商顧客と非外商顧客の類型化に関する分析
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効であると考え得る｡

本節では､ 重点顧客に焦点をあてて､ 購買金額を高め得る施策を考察した｡

他の顧客グループについても､ 同様に属性や購買特性を用いて､ マーケティン
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表 8 優先維持する外商顧客グループの購買特性 (左表)､ 非外商顧客の購買特性 (右表)

表 7 優先維持する外商顧客グループの属性 (左表)､ 非外商顧客グループの属性 (右表)



グ施策を検討することが可能である｡

6. まとめと今後の課題

本研究では､ 百貨店店舗における ID 付 POS データを用いて､ 外商顧客と

非外商顧客の同時購買傾向に基づいて商品カテゴリーを類型化した｡ さらに､

購買パターンの似ている顧客グループを形成し､ それらに適用できるマーケティ

ング施策を検討した｡ 従前の百貨店では､ 従業員が優良顧客一人一人の嗜好を

把握して､ 商品やサービスを販売してきた｡ しかし､ バブル経済が終焉すると､

百貨店では従業員の削減を余儀なくされており､ 従業員の知識や経験をもとに

した接客販売からの転換が必要である｡ その意味では､ 本研究で提案した分析

手法は､ 日々店舗で蓄積される ID 付 POS データをもとに顧客嗜好を容易に

把握できるため､ 百貨店実務に貢献できるものと考えられる｡

しかしながら､ 課題もある｡ 第一に､ データ期間で展開されていたマーケティ

ング施策を考慮していないことである｡ たとえば､ 前節では､ 外商顧客のうち､

時計・眼鏡を購買するグループと宝飾品を購買するグループを重点顧客として

位置づけ､ 今後のマーケティング施策を示した｡ しかし､ 外商担当が重点商品

として位置づけマーケティング施策を展開した結果､ 時計・眼鏡や宝飾品を多

く販売できたことが考えられる｡ すでに､ 前節であげたようなマーケティング

施策が展開されていれば､ 他の施策を検討する必要があるため､ データ期間に

おける施策情報は考慮する必要がある｡ 第二の課題には､ タンデム分析がある｡

タンデム分析とは､ はじめに多変量解析 (第 1 段階) で獲得した結果をもとに､

その後さらに第 2 の多変量解析法 (第 2 段階) で分析することを指す (岡太､

2016)｡ タンデム分析を行うと､ 第 1 の多変量解析法によって表現されていな

い情報は､ 第 2 の多変量解析法の分析対象にならず､ 問題になっている (山本､

2015：林､ 2018)｡ 本研究では､ 同時購買確率行列をもとに因子分析を､ さら

にその後､ 因子得点をもとにクラスター分析を行っており､ タンデム分析に該

商品カテゴリーの購買嗜好による外商顧客と非外商顧客の類型化に関する分析
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当する｡ これら問題を回避するためには､ 行 (観測) と列 (属性) を同時に評

価する分析手法を検討する必要がある｡
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注

1 本稿において対象とする外商顧客は個人を対象としており､ 法人は対象外である｡
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5 . むすび

1. はじめに

日本社会の中の ｢家｣ 共同体の解体が進展している｡ 欧米型の合理的社会へ

の移行が進展しているが､ 必ずしも経済発展と結びついていない｡ 1980 年代

は､ 世界経済の大きな転換期であった｡ 中央集権的な計画経済の限界が明確化

し､ 社会主義体制が崩壊し､ 市場 (資本主義) 経済への移行が進展した｡ この

結果､ 社会の中の共同体の解体が一層進展した｡ 21 世紀に入って､ 中小企業・

個人企業を中心に日本企業の数が急減しており､ 経済の寡占化が進展する一方､

多くの企業の存続が困難となっている(1)｡ 資本主義が発展し､ 商品経済の枠内

で社会構造が変化 (組織・知識社会化) する中で､ 企業経営の適否が問われて

いる｡
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封建社会においては､ 家を基礎とする共同体が重要な役割をもち､ 土地を経

済的基礎として成り立ち､ 近隣､ 村落､ 宗教など､ さまざまな共同体が形成さ

れる｡ これらの共同体の基礎単位は家であり､ 共同体内部においては､ 経済活

動をはじめとして､ 個人の自由は制限され､ 労働は､ 共同体的に行われる｡ 自

由の制限が､ 共同体の特徴である｡ 共同体の基礎単位である家においては､ 家

長を中心とする支配・隷属関係が形成される｡ ここでは､ 家長を中心として､

身分や所属・慣習が大きな意味をもつ｡ しかし､ 共同体内部に､ 自由で私的な

経済活動が拡大し､ 個人による貨幣の蓄積が進展すると､ 個人は共同体に依存

する必要性がなくなり､ 共同体から自立することになる｡ この結果､ 土地を基

礎とし､ 相互扶助関係を特徴とする封建体制の基盤が掘り崩され､ 共同体は解

体に向かう｡ 共同体的な身分社会 (封建体制) を打破して成立したのが､ 資本

主義である｡ 資本主義においては､ 私有財産が保障され､ 市場における自由な

競争が展開される｡ 資本主義の発展によって､ 身分・慣習・所属を特徴とする

共同体は解体し､ 契約・交換・取引を特徴とする利益社会が形成される｡

イギリスとアメリカは､ プロテスタントが主体となって､ 社会の中の前近代

的性格を払拭し､ 純粋に資本主義が発展し､ この結果､ 資本主義体制のリーダー

の役割を担うことが可能となった｡ 20 世紀の二度の世界大戦を契機にイギリ

スの地位を引き継いだアメリカは､ プロテスタントを中心とする市民革命 (独

立戦争・南北戦争) によって､ 前近代的性格を社会から排除しており､ 恵まれ

た自然的条件 (広大な国土､ 天然資源､ 気候､ 立地) も重なって､ 資本主義の

リーダーとして台頭した｡ アメリカ人の価値観 (自由・民主主義)・文化 (機

能性) は､ 一定の普遍性をもつと考えられ､ グローバルに拡散 (アメリカナイ

ゼーション) している｡

他方､ 日本においては､ 戦後､ アメリカ主導の経済民主化が行われたが､ 社

会の内部に前資本主義 (共同体) 的性格が温存された｡ 同時に､ 戦後の日本に

おける企業社会においても､ ｢家｣ 共同体的としての性格が残り､ 終身雇用制

を基礎として日本的経営の諸制度が形成された｡ 戦後の日本企業においては､
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企業の存続・発展が､ 従業員の生活の維持・向上と直結しており､ この結果､

｢会社人間｣ と呼ばれるように､ 従業員は､ 自らの生活の大部分を､ 企業に投

入することになり､ 企業への ｢所属｣ は､ 全人的(2)であった｡ 戦後の日本企業

の労働者の高い勤労意欲(3)は､ このような企業との運命共同体(4)としての性格

を基礎として実現した｡ 他方､ 企業間の関係においては､ 企業集団や下請をは

じめとする系列にみられるように､ 企業間の共同体的性格がみられ､ ここでは､

大企業を頂点として､ 支配―従属関係が形成された｡ 他方､ 資本主義の発展は､

独占を生み出したが､ 革新を怠った一部の独占企業(5)は､ 競争の中で敗北し､

あるいは政策的に解体されることになった｡

本稿では､ 1990 年代以降の日本企業の共同体的性格の解体と日本的経営の

変化､ 同感にもとづく経営による企業の存続・発展という視点から､ 日本企業

の課題についての分析を試みる｡

2. 終身雇用制の動揺

封建体制においては､ 家を基礎として､ 社会の中に各種の共同体が形成され

る｡ しかし､ 自由な経済活動の拡大・貨幣経済の社会への浸透と共に､ 貨幣を

蓄積した個人が､ 共同体に依存する必要が低下し､ 共同体から自立し始め､ 最

終的に､ 共同体は解体に向かう｡ 共同体は､ 貨幣経済の浸透とともに､ その役

割が縮小し､ 長期的には､ 解体する必然性をもつ｡ 個人は､ 益々､ 自由・利己

的に行動するようになる｡

1958 年､ J. アベグレンは､ 日本企業の経営の特徴として､ ｢従業員と会社の

間の終身的関係｣(6) であるとした｡ これは､ 戦後の日本企業において､ 終身雇

用制が定着していたことを示している｡

日本的経営の起源は､ 第一次世界大戦後の労働不足時に誕生(7)した｡ 終身雇

用制は､ 大正末期から昭和初期にかけて､ 企業が､ 熟練労働者を引きとめたこ

とに起源をもつとされている｡ 企業にとっても､ 人的資源を企業内に維持でき
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るという意味で､ 経済合理性をもつものであった(8)が､ 企業の内部に ｢家｣ 共

同体的性格を形成することになった｡ 終身雇用は契約ではなく､ 慣行として行

われた｡ 終身雇用制は､ 人手不足が一般化する経済の成長期には効果的に機能

した｡ 戦後の日本社会において､ 経済の復興・発展という国民共通の目的が存

在し､ 労働者の意識が経済発展へと一体化し､ この結果､ 高い経済成長を実現

し､ 耐久消費財の普及など､ 生活水準の向上によって中間層が形成され､ 社会

の安定につながった｡

高度経済成長期の好循環(9)の時代から 1980 年代中頃まで､ 日本企業の国際

競争力の向上がみられ､ その源泉として日本的経営が注目された｡ 日本的経営

の特徴は､ 共同体的性格や集団主義(10)によって説明された｡ 終身雇用制は､ 長

期雇用によって従業員の生活の安定をもたらし､ 社会の中間層が拡大し､ この

ことと引き換えに､ 従業員は､ 企業への忠誠心を高めた｡ 一般に､ 従業員は勤

勉で､ 企業内において協調性を重視し､ 自らの生活より企業の利益を優先した｡

終身雇用制は､ 労働者にとっては､ 長期的な生活の安定を保障するものであ

り､ 労働者の企業に対する帰属意識・忠誠心を生み出した｡ 戦後の日本企業に

おいては､ 企業と従業員は､ 運命共同体であり､ 協調的関係にあった｡ 従業員

は､ 雇用の保障と引き換えに､ 企業内において､ 勤労意欲・連帯感を養った｡

終身雇用制を基礎とする日本的経営によって､ 職場内の仲間意識が形成され､

企業内の一体化が実現した｡ このことが､ 日本企業の品質の維持､ 低コスト生

産に役立ち､ 日本製品は､ 海外市場において､ 高い評価を獲得した｡ 他方､ 企

業内においては､ ｢ウチ｣ 意識が形成され､ 共同体的に一体化された日本企業

と労働者の高い勤労意欲が実現した｡ 他方､ 社会の中に､ 厚い中間層が形成(11)

が形成された｡ この中間層は､ 共同体の維持に役立った｡

しかし､ 1980 年代の日米貿易不均衡の拡大(12)を契機として､ 1985 年 9 月の

プラザ合意を転機とする円高は､ 日本企業の国際競争力の低下(13)を招いた｡ 輸

出が困難となり､ 国内の経済成長を前提とし､ 終身雇用制を基礎とする日本的

経営が動揺し始めた｡ 輸出市場の不確実性が高まると､ 企業内に余剰人員が生
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じるようになり､ 同時に､ 企業の共同体的性格が変化し､ 契約・取引を基本と

する欧米型経営の影響を､ 強く受けるようになった｡ 終身雇用制は､ 人手不足

の時代において､ 企業にとって､ 経済合理性があり､ 効果的に機能した｡ 戦後､

日本企業の強さの源泉は､ 雇用・生活の安定と引き換えとしての従業員の企業

への貢献意欲と労使の協調関係が重要な役割を担った｡ 企業内部や企業間の協

調､ 長期取引関係は ｢家｣ 共同体としての性格をもち､ 日本企業の競争力に役

立っていると考えられた｡

しかし､ 市場の不確実性の拡大と終身雇用制の動揺によって､ 労働者の企業

に対する意識が変化し､ 従業員は利己的に行動するようになった｡ 1990 年代

以降､ 日本経済が長期的に停滞する中で､ 日本企業は､ 終身雇用制度の下で固

定費としての性格をもつ正社員の雇用を削減する必要に迫られた｡ 大企業にお

いても大量の解雇・賃金の切り下げが行われ､ 他方､ 派遣社員を含む非正規労

働者が増加した｡ 企業が､ ｢共同体の論理｣ ではなく､ ｢資本の論理｣ によって

経営が行われる場であることが明確となると､ 労働者の企業に対する意識に変

化が生じ始め､ 同時に日本製品のブランド・品質にも影響を及ぼすようになっ

た｡

しかし､ 1990 年代以降､ 長期の国内経済の停滞の中で､ 日本企業の競争力

は停滞し､ 企業が終身雇用を維持することが､ 次第に困難となった｡ 同時に､

｢家｣ 共同体としての性格をもつ日本的経営は変化し始めた｡ 企業は､ 不確実

な市場に直面して､ 固定費の低下を目的として正社員を削減し､ 非正規従業員

の比率を高めた｡ こうして､ 派遣労働者を含む非正規労働者の比率が増大し､

雇用の流動化と雇用形態の多様化が進展した｡

資本主義の発展と共に､ 商品 (貨幣) 経済が社会に浸透すると､ 共同体内の

相互扶助関係が､ 商品化されたサービス労働によって代替され､ 個人は､ 共同

体への依存を低下させる｡ 近隣や家族内での相互扶助は軽薄化する｡ この結果､

長期的に､ 共同体は解体に向かい個人主義が拡大することになる｡ 1990 年代

以降､ 終身雇用制が動揺し､ 日本企業の共同体的性格は変化したが､ このこと
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は歴史的必然性があるといえる(14)｡

3. ｢家｣ 共同体の解体

テンニエスは､ 社会の 2 類型として､ ゲマインシャフト (共同体) に対する

ゲゼルシャフト (利益社会) を示した｡ ここで､ 社会の発展と共に､ ゲマイン

シャフトの役割が縮小し､ ゲゼルシャフトの役割が高まるとした(15)｡ このよう

な､ ゲマインシャフトからゲゼルシャフトへの移行は､ 歴史的趨勢であるが､

その基礎単位は家である｡ ゲマインシャフトは､ 血縁・土地・信仰を中心とす

る共同体であり､ その基礎には､ 家が存在する｡ 共同体においては､ 支配－隷

属関係が存在する｡ これに対して､ ゲゼルシャフトは､ 契約・交換・取引を基

礎とする社会であり､ 個人と個人は分断される｡ 商品経済の発展と共に､ 社会

の中の血縁や地域､ 宗教による人的つながりが解体し､ 利己主義や個人主義が

一般化する｡ ゲゼルシャフトの役割がますます増大し､ 他方､ ゲマインシャフ

トは縮小する(16)｡ ここで､ 最も基礎的なゲマインシャフトの単位は家である｡

他方､ ゲゼルシャフトとは､ ｢万人が商人｣ であるような社会である｡

共同体の解体過程について､ ヨーロッパの農村を中心として分析を行ったの

は､ マルクスとウェーバーの影響を受けた大塚久雄であった｡ 中世のヨーロッ

パの農村においては､ 土地を基礎とし､ 社会においては､ 家・村落などの共同

体が形成された｡ 村落共同体の基礎となるのは家であり､ 家を基礎として､ 村

落や宗教など各種の共同体が形成された｡ ヨーロッパのゲルマン社会において

は､ 村落共同体の中に局地的で自由な商品経済が形成され､ これが拡散するこ

とによって封建体制は崩壊し､ 資本主義へと全面的に移行する(17)｡ 資本主義の

発展と共に､ 社会の中の共同体的性格は､ 解体する傾向がある｡ 共同体の諸形

態には､ ｢アジア的｣ ｢古典古代的｣ ｢ゲルマン的｣ の 3 類型があり､ ｢ゲルマン

的｣ においては､ 共同体は､ ｢村落｣ 共同体の姿をとり､ ｢その内部から真の小

ブルジョア的商品＝貨幣経済を展開することによって､ ついに 『共同体』 一般
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を終局的に揚棄するにいたる｣(18)

大塚は､ 『共同体の基礎理論』 において､ マルクスの 『資本論』 から､ 資本

主義以前の諸社会においては､ 社会の 『富』 が､ まったく異なった形態規定の

もとにあること､ それを支える生産関係が 『共同体』 に他ならないとしている

ことを､ 引用している｡ ｢ 『有用的諸労働は､ 相互に独立的に私事として営ま

れる』 ことなく､ 社会的分業は 『協同組織』 として編成され､ したがってその

もとで 『富』 は 『直接に社会化された』 形態をとる｣(19) また､ ｢ 『共同体』 内

部における分業関係の進展 (＝手工業の成立と成長) として現れる…は､ その

担い手である諸個人の私的活動をますます活発ならしめる他はない｡ しかしそ

れは､ もちろん､ なんらか原始的な集団性 (＝共同組織) を根底としてうちた

てられる 『共同体』 関係そのものと結局矛盾するにいたるであろうし､ 場合に

よってはそれを解体にみちびく危険性さえ生じるであろう｣(20) ｢…ところで､

『ゲルマン的』 共同体にとくに特徴的と思われるのは､ そうした 『村落』 内の

手工業者たちのうちに､ 一般の人々に対して､ 製品を 『自由に』 (必ずしも身

分上の自由を意味しない) 販売する者が少なからず存在したということである｡

換言するならば､ 『村落』 共同体内部にそうした意味での ｢自由な｣ 手工業者

たちの存在しうる余地が十分にあったということである｣(21) ｢『村落』 共同体の

基盤の上に､ その内部から真の小ブルジョア的 (したがってブルジョア的) 商

品＝貨幣経済を展開することによって､ ついに 『共同体』 一般を終局的に揚棄

する (資本の原始的蓄積過程！) にいたるであろう｡ そしてこのような 『ゲル

マン的』 共同体に独自の歴史的規定性は､ いうまでもなく､ 以上述べたような

共同体内部における成員 (＝村民) 間の私的な関係と彼らの私的活動性の決定

的な成長に由来するものにほかならなかったといえる｣(22) ｢封建的な古い社会

諸制度の支配の下で､ それに抗しつつ､ 『農村』 を基盤に新たな生産諸力の発

達 (＝局地的市場圏の形成と農村工業の展開) が行われ､ … 『産業資本』 は､

生産諸力のいっそうの発展に推進されつつ､ 古い封建的な社会諸制度を堀りく

ずしながら進展し､ ついに古い生産様式としての封建制とそれにもとづく社会
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構成を揚棄して､ 新しい､ 自己の生産様式たる資本主義とそれにもとづく社会

構成を勝利せしめるにいたった｣(23) このように､ 私的で自由な経済活動が､ 共

同体を解体する原動力であった｡

封建社会を特徴づけるのは､ 土地を基礎とし､ 血縁で結ばれた家を最小単位

とする共同体である｡ 共同体内部では､ 共同体全体の利益が優先され､ 個人の

自由は制限される｡ 中世ヨーロッパでは､ 村落の中で局地的に形成された自由

で私的な経済活動が､ 土地を基礎とする共同体 (同時に､ 封建体制) を解体し､

商品経済 (貨幣) を軸とする資本主義体制への移行を導いた｡ 共同体は､ 家長

による支配・隷属関係を特徴としており､ 家が社会の基本単位となる｡ 人の自

由を制約する封建体制が崩壊して､ 資本主義が形成されるが､ 共同体は､ 家を

中心に､ 役割を縮小させつつ存続する｡

しかし､ 日本・ドイツなどにおいては､ 封建時代が長く､ 社会の中に前近代

(共同体) 的性格が頑強に残された｡ ドイツ､ イタリア､ フランス､ スイスな

どのヨーロッパ諸国の一部では､ 中世ギルドの徒弟制度の影響が各地に残り､

工業製品を職人的に生産し､ 差別化された品質の工業製品が､ 海外市場で､ 高

く評価されている事例が各地でみられる｡ (ドイツの光学・自動車などの工業

製品､ イタリアの皮革製品､ フランスの衣服・装飾品､ スイスの機械時計など)

このような地域では､ 前近代 (共同体) 的な社会関係が残存しており､ 熟練技

術が尊重され､ 職人意識 (誇り､ 勤勉) が､ 企業の競争力につながるという状

況がみられる｡ ここでは､ 利潤は二義的な位置に置かれることがある｡

三戸公は､ 日本企業と外国の会社の経営の違いを､ ｢家の論理｣ として把握

した｡ ｢日本の企業は､ 企業として諸外国の企業と全く同様に〈資本の論理〉

によって動かされている｡ だが､ それと同時に､〈家の論理〉によっても貫か

れている｣(24) ｢日本的経営の秘密は､ 家の論理にある｡ 家の論理が､ 資本の論

理・商品の論理・契約の論理にからみつくことにより､ 日本の会社をして､ 会

社ではない､ まるで軍隊だと言わしめるのである｣(25)

戦後の日本企業は､ ｢家｣ 共同体としての性格を有していた｡ 企業内や企業
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間において､ 共同体的な相互依存関係がみられ､ 企業は､ 単に営利だけでなく､

共同体の論理に基づいて､ 事業を展開した｡ ここでは､ 企業内の組織構成員の

利益よりも､ 企業や企業集団全体の利益が優先されることが､ しばしば見られ

た｡ このような日本企業の共同体的性格の基礎となったのは､ 終身雇用制の存

在である｡ 終身雇用制が､ 従業員と企業との終身的関係をもたらし､ 従業員は､

企業に生活の全てを投入することになった｡ 1970 年代から 80 年代半ばにかけ

て､ 日本企業の競争力が高まったところから､ その源泉としての日本的経営が

注目された｡ 企業の存続・発展と従業員の生活が直結しており､ この結果､ 従

業員の高い忠誠心・勤労意欲や連帯感が形成された｡ 企業の存続・発展は､ 従

業員と家族の生活の維持・向上と結びついており､ 従業員の個人の生活よりも

勤務が優先されるという ｢滅私奉公｣ 的な特徴がみられた｡ 労働者は､ 雇用保

障・生活の安定と引き換えに､ 企業に対して､ 高い貢献意識をもった｡ しかし､

資本主義の発展 (貨幣経済の一般化) とともに､ 一層､ 自由な経済活動が拡大

し､ 社会の中の共同体は解体する｡ 1990 年代以降､ 日本企業の ｢家｣ 共同体

としての性格が変化し始め､ アメリカ型経営の影響を強く受けるようになった｡

共同体の解体は､ 貨幣経済の社会への浸透とともに進展する｡ 共同体内部で

の自由な経済活動と貨幣の蓄積が､ 個人の共同体への依存の必要をなくし､ 個

人は共同体から独立して行動するようになり､ 自由で利己的な行動をとるよう

になる｡ 日本においては､ 二度の市民革命 (明治維新と終戦後の民主化) によっ

て､ 封建構造は解体されたが､ 社会における前近代 (共同体) 的性格は根強く

残った｡ 日本では､ 土地・身分制度を基礎とする封建体制が長く､ 社会の中に

共同体的性格が強く残り､ 戦後の日本企業の経営方式 (日本的経営) の形成に

影響を及ぼした｡ しかし､ 1970 年代から 80 年代前半において､ 日本企業の競

争力が高まり､ その源泉が前近代的な企業内の共同体的性格にあるとされた｡

自由な経済活動と商品経済の社会への浸透とともに､ 所属・身分・慣習を特

徴とする共同体が解体され､ 契約・交換・取引を特徴とする営利社会が形成さ

れる｡ 戦後の日本経済は､ 急速な経済発展を遂げた｡ その原因の一つは､ アメ
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リカ主導の経済の民主化であり､ 日本社会の前資本主義 (封建) 的性格の多く

は払拭された｡ 戦後､ 依然として農業の比重が大きかったが､ 農地解放によっ

て自作農が増加し､ 地主への隷属関係が解消され､ また､ 雇用労働者が急速に

増大した｡ 他方､ 大企業を中心に産業の近代化が進展したが､ 企業は､ 依然と

して､ 共同体的な性格をもち､ 終身雇用制､ 年功賃金､ 福利厚生制度､ 企業集

団､ 系列(26)など､ 企業内・企業間関係において､ 前近代 (共同体) 的性格を有

していた｡ 戦後経済の拡大期においては､ 人手不足が一般化し､ 日本的経営は､

日本企業の発展と適合し､ 1970 年代から 80 年代前半にかけて､ 日本製品は､

強力な国際競争力をもち､ 問題が顕在化することはなかったが､ プロセス・イ

ノベーションが多く､ プロダクト・イノベーションにおいて､ 課題を有してい

た｡

1985 年 9 月のプラザ合意は､ 戦後の日本経済において､ 大きな転機であっ

た｡ 以後､ 円高が定着し､ 日本製品の輸出競争力が低下した｡ 企業は､ イノベー

ションに必要な設備投資に慎重となり､ 余剰資金は､ 株式・土地などの投機的

分野に用いられるようになり､ バブル経済が形成された｡ 他方､ ｢財テク｣ (株

式・土地) など安易な資産運用の方法で利益が得られる社会風潮の中で､ 企業

のみでなく､ 戦後の日本経済の大きな発展要因であった勤労を重視する労働者

の意識に変化がみられ始めた｡ 富の源泉である労働の軽視は､ その後の日本経

済の停滞に影響を及ぼしたと考えられる｡

1990 年代以降､ 日本経済が停滞し､ 輸出市場の不確実性が顕著となる中で､

企業にとって､ 終身雇用を前提とする正社員の雇用は､ 高い固定費(27)をもたら

し､ 経営上のリスクを生む要因となった｡ 1990 年代に入ると､ 大企業におい

ても解雇や賃金の切り下げが行われるようになり､ 非正規労働者の比重が増大

し始めた｡ 資本主義の発展と共に､ 共同体の役割は縮小する｡ この結果､ 日本

社会における人間関係は､ 身分・所属といったタテの組織(28)から契約・交換・

取引などのゲマインシャフト的なヨコの組織のつながりへと変化し始めた｡ し

かし､ 人間関係は､ 全く分断される訳ではなく､ 共感にもとづく人的ネットワー
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クが形成される｡ このことが､ イノベーションに重要な役割を担うことになる｡

1980 年代以降に入ると､ イギリス・アメリカを中心に､ 新自由主義が広まっ

た｡ フリードマンは､ 恐慌の原因を ｢通貨管理における政府の失敗｣(29) とみな

している｡ ｢政府が自由を脅かすのを防ぎつつ､ 政府という有力な道具から望

ましい成果を引き出すにはどうしたらよいだろうか｡ …第一の原則は､ 政府の

役割に制限を設けなければいけないということである｡ 政府の仕事は､ 個人の

自由を国外の敵や同国民による侵害から守ることに限るべきだ｣(30) 新自由主義

は､ ｢小さな政府｣ への復帰によって､ 資本主義の原点である市場における自

由競争への回帰を図るものである｡ これによって､ 企業間の競争が激化し､ イ

ノベーションが活発化する｡ 1980 年代には､ 新自由主義的政策によって､ イ

ギリス・アメリカを基軸とする資本主義諸国の経済構造が変化した｡ 新自由主

義では､ 市場における競争原理が重視される｡ 1980 年代以降､ アメリカは､

新自由主義に基づいて､ 経済構造を転換させた｡ 新自由主義は､ 政府支出の削

減､ 自己責任､ 大企業や富裕層に対する減税による経済パフォーマンスの向上

を目的とするものであり､ 所得格差の拡大や民主主義との摩擦の問題を生じつ

つも､ ｢小さな政府｣ は､ 近代的ゲゼルシャフト国家(31)であるアメリカ社会と

適合したものであった｡ 1990 年代以降のアメリカ経済の復活は､ このような

経済構造の変革の上に実現した｡ 新自由主義の下で､ 市場における自由競争が

促進され､ 活発なイノベーションが創出された｡

1980 年代中頃以降､ 日本においても米英両国の影響を受けた新自由主義的

政策の導入によって､ 下部構造である経済構造が変革し､ 上部構造である社会

構造に影響を及ぼしている(32)｡ 同時に､ 日本企業の ｢家｣ 共同体的性格が変化

しており､ 資本主義の発展とともに､ 日本的経営は､ 解体する必然性が存在し

たと考えられる｡ しかし､ 新自由主義の導入は､ 深部における日本独自の社会

構造・文化と必ずしも適合せず､ 日本企業の競争力向上に結びついていない側

面があるとみられる｡
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4. 企業の存続と同感

企業が存続するためには､ 組織が維持されることが必要である｡ 組織の 3 要

素とは､ ①共通目的､ ②コミュニケーション､ ③協働意欲である｡ C.I.バーナー

ドは､ ｢組織の存続は､ その体系 [組織] の均衡を維持しうるか否かに依存す

る｡ この均衡は…究極的基本的には､ この体系とそれに外的な全体情況との間

の均衡の問題である｡ この外的均衡はそのうちに二つの条件を含む｡ すなわち

第一の条件は組織の有効性であり､ それは環境情況に対して組織目的が適切か

否かの問題である｡ 第二は組織の能率であり､ それは組織と個人との間の相互

交換の問題である｣(33) としている｡ 目的の達成と共に､ 社会的利益である企業

内の同感 (共感) の維持が､ 組織の能率 (構成員の意欲) に強く関わっている

と考えられる｡

戦後の日本企業は､ ｢家｣ 共同体としての性格をもち､ 終身雇用､ 年功賃金､

企業福利といった諸制度との交換によって､ 企業に対する高い貢献意欲を形成

し､ 同時に､ 所属意識をもたらした｡ この日本的経営は､ 戦後の一時期におい

て好循環を生み出し､ 従業員の品質意識を高め､ 日本製品のブランド形成に役

立った｡ 日本経済の発展と共に､ 日本的経営は､ 日本企業の競争力の源泉とみ

なされた｡

しかし､ 1990 年代以降､ 市場の不確実性が高まり､ 終身雇用制を維持する

ことが困難になると､ 日本企業の ｢家｣ 共同体としての性格が変化し始めた｡

企業が､ 従業員の生涯の生活を保障することが困難となり､ 企業は､ 従業員が

一生過ごす場と見なされないようになった｡ 大企業においても解雇や賃金の切

り下げが行われるようになると､ 従業員の ｢家｣ としての企業に対する意識が

変化し､ 貢献意欲が低下し始めた｡ 同時に､ 企業は､ 所属・慣習を特徴とする

共同体型経営から､ 契約・取引を特徴とする欧米型経営への移行がみられるよ

うになった｡ 日本企業において､ コーポレート・ガバナンスの不在や従業員の

貢献意欲の低下がみられ､ 同時に､ 企業の一体感が低下し始め､ このことは､
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従業員の品質意識を低下させ､ 日本製品のブランドに影響を及ぼした｡ 正規従

業員の比重が縮小し､ 非正規従業員の比重が高まり､ 非正規の中でも､ 派遣労

働者と直接雇用の労働者との格差が生じるなど､ 賃金水準や意識の分断が進行

している｡ 賃金格差の拡大と共に､ 日本的経営の共同体的性格が変化した｡ こ

の結果､ 従業員は､ 企業よりも自己の生活を優先するようになり､ 企業間の関

係においては､ 企業集団は解体に向かい､ 企業は､ 以前よりも自由に行動する

ようになり､ 他集団の企業や系列外企業との取引を行うようになった｡ こうし

て､ 日本的経営が変化し､ ｢家｣ 共同体としての一体化は､ 困難となった｡ ｢家｣

共同体としての性格は変化したが､ 今日､ 企業内に協働意欲をつくりだすこと

は困難な課題であり､ 組織の構成員間の同感 (共感) が､ 協働意欲の創出に重

要な役割を担うと考えられる｡ この同感による協働意欲の創出が､ 企業の一体

感の形成に大きな役割を担う｡

野中郁次郎は､ P.F. ドラッカーに共鳴し､ 経営資源としての知識に注目し

ている｡ ドラッカーは､ ポスト資本主義社会においては､ 多元的な組織が成長

し､ 最重要の経営資源は､ 知識になったとした｡ ｢今や…知識が､ 個人の､ そ

して経済活動の中心的資源となった｡ 今日では､ 『知識』 だけが意味ある資源

である｡ すなわち土地 (天然資源)､ 労働､ 資本がなくなったわけではない｡

だがそれらは､ 二義的な要素になってしまった｡ それらの生産要素は､ 『知識』

さえあれば､ 入手可能である｣(34) イノベーションの創造において野中が注目し

たのは､ 暗黙知(35)であった｡ 欧米型の形式知に対して､ 東洋的な暗黙知が､ 知

識創造の原点となるとしている｡ 野中は､ 知識創造の一般原理として､ SECI

モデル(36)を提唱し､ SECI モデルの S (共同化) においては､ 暗黙知が重要な

役割を担うとしている｡ また､ 今日の株主資本主義と呼ばれるアメリカ型の株

主重視と従業員の軽視の風潮に対して､ 同感 (共感) の必要性を指摘してい

る(37)｡ ここで､ 人・モノ・カネ・情報に続く第 5 の経営資源として知識をあげ､

この SECI モデルにおける最初の S (共同化) において､ 重要な役割を担う要

素が､ 同感 (共感) であるとしている(38)｡
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企業の存続のためには､ 利潤が必要である｡ 利潤は､ 企業の存続のために不

可欠であり､ 経営者は､ 利潤を厳しく追及することになる｡ とりわけ､ 資本主

義の中心的企業形態である株式会社においては､ 利潤が重視され､ 欧米企業で

は､ ｢資本の論理｣ が徹底化される｡ これに対して､ 戦後の日本においては､

企業が､ ｢家｣ 共同体としての性格を有しており､ 内部出身者から構成される

経営者や従業員が主要な利害関係者であるとみなされた｡ 経営者と従業員との

関係は協調的であり､ 短期的な利益が二義的位置に置かれることも､ しばしば

見られた｡ この結果､ 従業員は ｢ウチの会社｣ 意識をもつようになり､ 企業の

一体化が実現した｡

しかし､ 1990 年代以降､ 日本企業においても､ 欧米型の ｢資本の論理｣ の

影響が強まることになる｡ 企業が､ ｢人 (従業員) 中心｣ の組織ではなく､ ｢資

本中心｣ の組織であることが明確となった｡ 大企業においても大量の解雇が行

われ､ 非正規雇用の従業員の比率が増加し､ 非正規労働者の間でも直接雇用と

派遣労働者 (間接雇用) の違いなど､ さまざまな格差が生じ､ 労働組合の弱体

化もあって､ 労働者間の分断が進展した｡ このことが､ 企業の ｢家｣ 共同体的

な一体感を低下させ､ 従業員の企業への貢献や品質意識にとってマイナスに作

用し､ 日本製品のブランドにも影響を及ぼすことになったと考えられる｡

利潤 (貨幣) は､ 企業の存続に不可欠な手段であるが､ 今日､ 企業の目的と

はなりえない｡ 顧客の立場が強くなる市場経済においては､ ｢資本の論理｣ の

みでは､ 企業の存続と発展は困難である｡ 企業が､ 競争力をもつためには､ 企

業が､ それぞれ社会的役割と存立の意義をもち､ 社会的分業の一翼を担ってい

ることが必要である｡ そのためには､ イノベーションが必要であり､ 野中は､

イノベーションにおける共感の役割を指摘した｡ 他方､ 企業が一体感をもつた

めにも同感(39) (共感) が､ 経営者と従業員相互､ さらには企業間の関係とを結

びつける役割を担う｡

企業存立の社会的意義や企業内の価値観､ 企業文化などに対する経営者・従

業員・利害関係者の共感が､ 企業の一体感やイノベーションの創出に大きな影
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響を及ぼし､ 企業の競争力の向上に役立つと考えられる｡

5. むすび

社会構造の変化が､ 企業の競争力に影響を及ぼしている｡ 資本主義は､ 人間

の本質である労働をはじめ､ すべてが商品化され､ 本来の手段が目的化され､

主客が転倒して現象する体制である｡ マルクスが指摘したように､ 商品は物神

化され､ 特殊な商品としての貨幣が基軸的な役割を担う｡ 資本主義の成立にお

いて､ 封建体制の内部で､ 個人の自由な経済活動が拡大し､ 個人は貨幣を蓄積

して力をつけ､ 共同体に依存する必要性が低下する｡ この結果､ 共同体は解体

に向かい､ 最終的に封建体制は崩壊する｡ こうして､ 所属・身分・慣習を特徴

とする共同体社会から各個人が対等な契約・交換・取引関係を特徴とする営利

中心社会へと移行する｡ ゲゼルシャフトは､ 契約社会であり､ 人間は､ それぞ

れが独立し､ 対等な存在であり､ 利己的行動をとるようになる｡ このような､

個人の自由な経済活動が､ 資本主義の成立と発展の原動力であった｡ 個人の自

由な経済活動が､ 共同体的な制約を絶ち切り､ イノベーションを促進し､ 資本

主義の発展を可能としてきた｡ ドラッカーが指摘したように､ 近年は､ 商品経

済の枠内において､ 組織や知識の役割が高まっている｡ ここでは､ 社会 (非経

済) 的利益が重要な役割を担う｡ 1990 年代以降､ 長期の経済停滞の中で､ 日

本企業は､ 終身雇用の保障が困難となり､ 企業が､ 従業員の生涯の生活保障を

することが困難であることが次第に明らかになった｡ 同時に､ 従業員の企業に

対する意識が変化し､ 組織に対する貢献意欲は低下し始め､ 日本製品の品質や

ブランドにも影響を及ぼすようになっている｡ 企業の ｢家｣ 共同体的性格が変

化し始め､ 日本の企業内および企業間関係におけるタテ型の支配－従属関係が

変化し､ ヨコ型の個人や企業の間の関係が形成されるようになる｡ この結果､

企業集団の解体や雇用の流動化が進展している｡

加護野忠男は､ ｢日本的経営は､ 国際的に通用するような普遍性を持ってい

｢家｣ 共同体の解体と日本企業
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るのだろうか｡ 80 年代半ばの日本的経営ブームのときには､ このような問い

も人々の知的関心を引きつけることができた｡ しかし､ 最近では､ このような

問いを投げかけるときわめて否定的な答えが返ってくる｡ 国際的に通用するか

どうかを考える以前に､ 日本でさえ通用しなくなっている現実を真剣に認識す

べきではないか｣(40) また､ ｢日本企業で働く人々の内部で何か大切なもの｣(41)

が失われているとしているが､ このような社会的 (非経済的) 要因と企業の競

争力との関係性の分析は必要と思われる｡ また､ 社会構造の変化と企業経営と

の適合性が問われている｡

資本主義の発展 (商品経済の一般化) と共に､ マルクスのいう貨幣物神(42)の

役割が高まり､ 共同体の解体が進展するが､ 家・近隣にみられるように､ 全て

の共同体が消滅する訳ではなく､ また､ 個人間の同感 (共感) も残る｡ 企業の

競争力の維持・向上のためには､ 活発・創造的なイノベーションや従業員の企

業に対する貢献意欲と一体感が必要である｡ 組織社会が出現し､ 経済の分業化

と専門化が進展する中で､ 個人間の関係は分断される｡ 企業の社会的役割や価

値観､ 企業文化に対する経営者と従業員間の同感 (共感) の創出が､ 企業の存

続・発展のための課題と考えられる｡
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｢シュンペーター, ハイエク, ケインズという 20 世紀経済学の巨星た

ちが 21 世紀に生きる私たちに何らかの示唆を与えられるとすれば,

それは 『他者』 との切磋琢磨によってみずからを向上させる態度を身
・・・ ・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

につける以外にはないのではないでしょうか｣
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(本書第二部, 185 頁, なお傍点は評者による)｡

若いジュニア世代のために著者がかつて書き下ろ

した新書 3 冊を合作し直した本書は, 経済学の歴史

をバランスよくかつ正確に学ぶために編まれている

(各 3 冊の表題は, 『経済学はこう考える』, 『20 世

紀をつくった経済学』, 『経済学の 3 つの基本』)｡ ｢1

6 歳｣ の高校生にはレベルの高い難しい内容がたぶ

んに盛り込まれているが, 著者の根井氏によれば,

3 冊をあらかじめ ｢読破｣ して京大に入学した生徒

もいるようだ｡ 意欲と知的関心の高いジュニアなら

それも可能なのだろう｡ ジュニア世代による経済学の思想や理論の正確な理解

を促すべく, 多くの時間と労力を費やした著者の心意気に敬意を表したい｡
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資本主義と経済思想の多面的理解を促すために
根井雅弘著 『16 歳からの経済学』 をめぐる散策

塚 本 恭 章



本書は大学生の入門テキストとしても推奨できる優れた一書になりうるが,

時系列的に経済学の歴史を綴った構成ではないため, 一定の予備知識が必要と

いえるかもしれない｡ ｢経済学史｣ という分野はひときわ奥が深い学問分野で

あり, 人物や学説を丸暗記してその本質が ｢理解できる｣ ものではない｡ それ

だけ ｢正確に学ぶ｣ というのは難しいことなのだ｡ 本書をつうじてそのことを

実感でき, くわえて経済思想史や経済学史という学問分野がなぜ存在しうるの

かという根本的な理由を垣間見るよすがともなればよいであろう｡

本書をとりわけ特徴づけているのは, 経済思想の多様性を尊重する氏のスタ

ンスをふまえ, 現代経済思想史における ｢諸学派｣ や ｢諸概念 (市場, 貨幣,

競争, 均衡, 資本主義)｣, 社会・経済 ｢諸問題 (豊富のなかの貧困, 格差・不

平等, 環境破壊, バブルや金融危機)｣ について, マーシャル, ケインズ, シュ

ンペーター, ハイエク, ジョーン・ロビンソン, ガルブレイスら時代を彩る偉

人らの肉声とともにコンパクトに概説しながら, 主流派と異端派との対話促進

の役割など, 多くの重要テーマが雄大なストーリーのごとく語り直されている

ことであろう｡ 著者は冒頭 ｢まえがき｣ にて, ｢ビジネス書の類にも経済学史

の俗説がけっこう幅を利かせているので, 大人が読んでも得るところはあるは

ずだ｣ という｡ ｢大人｣ に限らず専門的研究者が通読しても興味を惹かれ, 参

照に値する内容が多いのではないだろうか｡

ここであえてその内容のいくつかを列挙してみよう｡

1 . アルフレッド・マーシャルを始祖とするケンブリッジ学派の研究者集団

(ケインズ, ピグー, ロバートソンら) がいわゆる ｢果実を求める学問｣ とし

ての経済学 (｢実践性｣ を重視した経済学) というマーシャルの掲げた理想に

忠実であったこと (33 頁), 進化論の影響を受けたマーシャル自身, 経済学は

しだいに ｢経済の進化 (進歩)｣ を解明する方向に進んでいくべきものとみな

し, 主著 『経済学原理』 のなかで ｢経済生物学｣ という名称を用いていること
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(24-25 頁)｡

2 . いわゆる ｢静態｣ と ｢動態｣ という二元論からなるシュンペーター経済学

の ｢静態｣ と ｢動態｣ の区別がまさに哲学者アンリ・ベルグソンのいう ｢外的

自我｣ と ｢内的自我｣ の区分にきわめて類似していること (120 頁), さらに

また, シュンペーターがフリードリッヒ・ニーチェの影響も受けており, 彼の

思想が ｢ニーチェ的な英雄主義｣ の世界に近づくという故森嶋通夫氏による見

解 (124 頁)｡

3 . ケインズ 『一般理論』 が哲学者 G・E・ムーアの ｢有機的統一の原理｣ と

深いつながりをもっており, 醜いからこそ失業を憎んだケインズは失業問題の

早期解決をへて, ムーアのいう内在的価値のあるものをもっとそれ自体として

存分に享受できうる世界の構築をめざしていたこと (62 頁, 169 頁), 過去 40

年間以上に及ぶマクロ経済学の超新古典派化 (たとえば吉川洋氏が ｢新古典派

経済学の ｢終着駅｣｣ と称する, 反ケインズ革命の中核を担った ｢リアル・ビ

ジネス・サイクル (＝実物的景気循環) 理論など) の持続的趨勢を想起すると

き, ｢修正された自由主義｣ 者であるケインズ (の精神) を引き継ぎ, マクロ

経済の安定とミクロ経済の効率性のあいだのバランスをつねに配慮していたサ

ムエルソンの ｢新古典派総合｣ という思考法が (氏自身によれば) もっと評価

されるべきであったこと (165-167 頁)｡

4 . 数理経済学者や社会主義の中央計画当局が概して重視するところの ｢科学

的知識｣ と異なり, 社会主義経済計算論争においてハイエクは, 社会において

分散的・局所的・断片的に存在するいわゆる ｢現場の知識 (＝情報)｣ に注目

し, それらの ｢伝達・発見メカニズム｣ としての価格システムの機能的特性を

見出したこと, そしてさらに進んでハイエクはまた, 競争をそうした ｢現場の

知識｣ や人々の意見の ｢発見・形成のための装置 (手続き)｣ と捉え直し, 新

資本主義と経済思想の多面的理解を促すために
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古典派の完全競争概念や一般均衡理論に代替しうるオーストリア学派に独自の

市場プロセス論への道を切り拓いたこと (133-136 頁, 183-184 頁)｡

5 . 異端派・制度派経済学者として知られるガルブレイスが 『ゆたかな社会』

(1958 年) をつうじて, 主流派経済学では ｢通念 (＝制度的真実)｣ とみなさ

れている ｢消費者主権｣ に対して ｢依存効果｣ という概念から鋭い疑問を投げ

かけ, そして ｢依存効果｣ が主要原因となって稀少な諸資源が民間部門に優先

的に配分される結果, 公共部門が著しい貧困状態に放置される傾向があること

を ｢社会的バランス｣ の欠如と呼称したこと (195-197 頁, 232-233 頁), など

である｡

むろん上記以外にも注目内容はあるにちがいない｡ それゆえ本書を精読して

いけば, そこには経済学史の未来や 21 世紀の経済学のありかたをも想起させ

る, そんな新鮮な息吹が汲み取れるのではないだろうか｡ 上記の各トピックス

について簡潔に解説されている本書の内容をあらためて詳述し直すのは野暮と

いうものであり, 以下では, 主に経済学史ないし現代経済思想史をめぐる氏の

スタンスに着眼しながら若干の批判的考察を中心に述べることとしたい (なお

本稿での括弧付きの挿入文章は 『16 歳からの経済学』 からの引用である)｡

＊

第一部 ｢経済学はこう考える｣ にある, ケインズの高弟ジョーン・ロビンソ

ンが唱えた ｢経済学者にだまされないこと｣, そして著者が説く ｢時流になが

されないこと｣ は, 今日においても変わることなくきわめて貴重な示唆に富ん

でいる｡ 異端派の左派ケインジアン代表として正統派の ｢主流派経済学｣ 批判

を粘り強く実行し, 有名な ｢経済学の第二の危機｣ (1971 年) を高らかに表明

したジョーン・ロビンソンによる ｢経済学者にだまされるな｣ というモットー

は, 根井氏によれば, ｢『正統』 『異端』 を問わず, たとえ著名な学者や研究者

の言うことであっても, それを鵜呑みにすることなく, まず自分の頭で徹底的
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に考えてみることをすすめる教訓として捉えるとよいのではないでしょうか｣

と総括されている｡ そしてまた, ｢みずからの関心分野をしっかり押さえてお

かなければ, それら (外国の流行や他人の関心―評者) に振り回されるだけに

なりかねないと注意を喚起しているのです｣ という指摘も, ｢時流にながされ

ないこと｣ の実質的内容として傾聴に値する｡ こうした姿勢を確実に醸成して

いくためにも, ｢多様な経済思想｣ を謙虚にかつ正確に学ぶことが有意義なの

だ｡

第三部 ｢経済学の 3 つの基本｣ は第一・二部につらなる応用編として位置づ

けられ, 内容的に専門度を増している｡ いうまでもなく氏は苦心して ｢3 つの

基本｣ に ｢経済成長, バブル, 競争｣ を選抜したはずだが, とはいえ, その理

由や意図についての説明がやはり必要なのではないか (3 つの選定それ自体に

はとくに異論はない)｡

冒頭 ｢まえがき｣ において氏は, ｢より進んだ経済思想の素養があれば, 経

済史や経済論壇の動向もより正確に理解できるようになるということである｣

と述べてはいるが, それは, 上記の 3 つを選定した理由や 3 つの基本トピック

スの相互関連についての説明とはいえないだろう｡ 本書の第一・二部の流れか

らすれば, むしろ ｢市場・貨幣・資本主義｣ のほうがよいし, それこそが経済

学のもっとも重要な基本概念にして, 現代においてなおもっとも論議されるべ

き内容をなしている｡ グローバリゼーションやグローバル資本主義の功罪をめ

ぐる論戦は経済史や経済論壇においても活性化し続けており, それらの評価に

ついては ｢市場｣ や ｢貨幣｣ のあり方が決定的な重要性をもつからだ (西部忠

『資本主義はどこへ向かうのか―内部化する市場と自由投資主義』 NHK ブッ

クス, 2011 年や岩井克人他 『岩井克人 ｢欲望の貨幣論｣ を語る』 東洋経済新

報社, 2020 年等)｡ 経済学の体系的発達が本書でも主要テーマのひとつとして

通底している ｢資本主義｣ 経済の自己認識の歩みとして開始されていることに

照らし, ｢市場経済, 格差, 分配｣, あるいは ｢貨幣, 労働, 制度｣ でもよいで

あろう｡ いうまでもなく経済学の ｢3 つの基本｣ の候補はそれこそ無数にある

資本主義と経済思想の多面的理解を促すために
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にちがいなく, このようなことは, 著者自身も百も承知のはずだ｡ ｢経済成長,

バブル, 競争｣ の 3 つは重要な概念にはちがいないが, その重要度は, 第二部

で ｢シュンペーター, ハイエク, ケインズ｣ の 3 人を選定するのとは大きく意

味合いが異なっているにちがいない｡

くわえて本書は ｢古典派の競争観｣ を復活させた ｢スラッファの理論｣ で締

め括られている｡ 価値と分配の問題に新古典派の需要側ではなく古典派の生産

側からアプローチし, 新古典派限界理論に対する根底的批判をおこなったピエ

ロ・スラッファによる 『商品による商品の生産』 (1960 年) の経済学 (史) に

おける顕著な貢献は評者自身も高く認めるところである｡ とはいえ, スラッファ

が大学の通常の ｢経済学史｣ 講義で扱われることはほとんどないであろうし

(かりに扱われるにせよ, 古典派のリカードが残した ｢不変の価値尺度｣ 問題

を後世に解決した人物として若干言及される程度だろう), スラッファ体系と

そこにおける ｢古典派への復位｣ にもとづく古典派的な競争概念―最大利潤率

をもとめて自由に各産業間を出入りする資本の可動性―は, その理論的意義と

射程をふくめ本書の紙幅ではあきらかに説明不足だと思われる｡ 古典派の競争

概念, 新古典派の競争概念 (完全競争ほか), オーストリア学派のハイエク的

な ｢知識の発見的手続き｣ としての競争, そしてマルクスによる資本主義進化

ヴィジョンを組み込んだシュンペーター的な ｢革新＝イノベーション｣ という

創造的破壊としての競争など, ｢競争｣ 概念そのものについての ｢経済思想の

多様性｣ を尊重する氏の見解には同意できるが, 氏自身, 現代のグローバル資

本主義においてはスラッファを含む ｢古典派の競争観｣ のほうが新古典派の

｢完全競争｣ を基準にした競争観よりも現実的妥当性をもつと本書末尾でさら

りと述べていることからして, そのような印象が拭えない｡ 本書のつとに強調

する ｢正確に学ぶ｣, そして ｢正確に理解・評価する｣ べく, 既存の競争概念

(および市場・資本概念) をめぐる立体的精査が欠かせないはずだ｡ ジュニア

高校生や一般読者に限らず, 専門的研究者に対しても不案内ではないだろうか｡

第三部の主題をめぐっていささか異論が長くなったが, むろんこれはまとも
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な ｢建設的｣ 異論にほかならない｡ いずれにせよ, スラッファ理論や競合的学

派における ｢競争｣ 概念の多義性の意義などについて, 紙幅の制約がたしかに

あるとはいえ, より詳細な概説が必要ではないかという点にここでの評者の主

張は尽きている｡ ｢経済学史｣ 講義を大学で担当する者として, そうした諸内

容を講義全体のなかにどう位置づけうるか, 評者自身もあらためて考え直して

みたい｡

＊

したがってジュニア高校生に限らず, ｢経済思想の多様性｣ というものを

｢正確に把握する｣ のは必ずしも容易なことではない｡ というより, それが意

味し含意するものを深く探究していくと, 実際のところそれはきわめて難しい

営為なのだ｡ ｢経済学史の中からできるだけ多様な思想を学び, みずからが経

済問題を考察するときの参考にしてほしい｣ という氏の見解はたしかにその通

りなのだが, われわれがさらに進んで知りたいのは, そもそも多様な経済思想

をできるだけ多く学ぶことにはあきらかな限界が生じうるし, なにより多様な

経済思想そのものをどうお互いに連関させ有機的かつ批判的に統合していける

か, そのヴィジョンと方法が明確にならない限り, ｢経済思想の多様性｣ を尊

重するといってもそれはしごく当たり前の主張にとどまり続け, ｢経済思想の

多様性｣ 論の新たな深化と発展に結実していかないのではないかということで

ある｡ こうした指摘はジュニア向けの本書の守備範囲を超えるものかもしれな

いが, 論理的に帰結されうるものであり, 経済学史の未来にむけたあり方を展

望する際に避けては通れない｡ この点はのちほどにも少し言及されるだろう｡

本書にて氏が警鐘を鳴らしている ｢原理主義｣ 的思考に陥ることなく, 経済

現象の本質を根源的に理解すべく多様な思想・学説の成り立ちを知り, そこか

ら現代的・現実的諸問題に的確にフィードバックさせることは, 経済学が ｢社

会科学｣ (猪木武徳氏は近著 『経済社会の学び方―健全な懐疑の目を養う』 中

公新書, 2021 年において, ｢社会研究｣ という名称を用いている) である以上,

重要な作業となる｡ このような観点からみても, 第二部 ｢20 世紀をつくった

資本主義と経済思想の多面的理解を促すために
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経済学｣ においてシュンペーター, ハイエクそしてケインズを取り上げ, 簡明

ながらも三者をあらためて比較検討し直すことは, これまでに膨大な研究蓄積

があるにせよ, けっして輝きを失うことはないだろう｡ 第二部第一章に ｢資本

主義の本質を求めて｣ という文言があるように, 20 世紀的構図としての ｢資

本主義対社会主義｣ は今世紀の 21 世紀に ｢資本主義対資本主義｣, ｢資本主義

の多様性｣ 論へ変容し, グローバル化した自由放任主義や新自由主義のあり方

と限界をふくむイデオロギー対立が一段と先鋭化してきている｡ それゆえまさ

に ｢資本主義の本質｣ とは何かは, 依然として 21 世紀的な課題であり続けて

おり, われわれはそれを ｢求めて｣ いかねばならない (昨年刊行されたウルリ

ケ・ヘルマン 『スミス・マルクス・ケインズ―よみがえる危機の処方箋』 みす

ず書房1, いずれも 2021 年刊行の日本経済新聞社編 『逆境の資本主義―格差,

気候変動, そしてコロナ……』 やシリーズ化した丸山俊一他 『欲望の資本主義

5―格差拡大 社会の深部に亀裂が走る時』 東洋経済新報社2などは, 現代の資

本主義をめぐって幅広い多面的観点からその特質と変容の諸相を論じ直してい

る)｡ ベストセラーとなった斎藤幸平 『人新世の ｢資本論｣』 (集英社新書,

2020 年) に代表されるように, 19 世紀の経済学者・思想家マルクスの学説も

多面的に見直され続けている｡

著者と異なり, 評者は ｢シュンペーター, ケインズ, ハイエク｣ の順で 20

世紀経済学を論じるだろうが (まさにこの順序で 20 世紀の支配的経済学は変

転し, 彼らの経済学にもとづく資本主義もまた変質していった)3, こうした順

序のあり方には, 氏が ｢実質的な便宜｣ ではなく ｢抽象的な正義｣ を重んじた

ハイエクより, ｢修正された自由主義｣ の支持者のケインズやサムエルソンの

｢新古典派総合｣ を実践的指針として高く評価することもおそらく関わってい

よう｡

＊

それでは, これからの経済学史や経済思想史のあり方にむけてより具体的に,

われわれは何をどうしていけばよいのだろうか｡ ｢ひとつの解答｣ がすでに用
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意されている｡ 本書で簡明ながらも丁寧に概観されている, 現代資本主義にお

けるシュンペーター的な ｢革新＝イノベーション｣ の意義, ハイエク的な ｢市

場・競争・知識｣ 論と ｢自由主義｣ 論の射程, マクロ経済学の骨格をなすケイ

ンズ有効需要原理の根底にある ｢貨幣｣ と ｢不確実性｣ のあり方, さらにはジョー

ン・ロビンソンが重要視した ｢歴史的時間｣ の特質など, 氏が第二部第四章で

示唆しているように, これからも一定程度の学問的な寛容性を共有しながら,

｢他者との相互交流｣ を多元的に推進していかなければならないということで

ある4｡ 多様な経済思想・理論を正確に学び理解するとともに, かつそれらを

批判的に捉え直すことによってこそはじめてそれは可能になり (その際, 本書

でも着眼されている, 異端派のガルブレイスが喝破した ｢通念 (＝制度的真実)｣

の存在が念頭に置かれることとなろう), われわれはそこから経済理論・思想

(史) の深化についての新たな ｢再発見｣ が可能となるのだから｡

たとえば NHK・BS で年始に放送され今や広く定着した ｢欲望の資本主義｣

シリーズのもつ大きな魅力のひとつは, 古典や経済学における偉人らの肉声

(スミス, マルクス, シュンペーター, ケインズ, ハイエク, 第 5 弾のカール・

ポランニーとヴェブレンなど｡ 日本を代表する世界的経済学者の故宇沢弘文や

宇沢を師とするジョセフ・スティグリッツ, 岩井克人も登場してきた) を彼ら

が生き抜いた時代背景や歴史的文脈に当然のごとく留意しながらも, まさに

｢現代の資本主義｣ ないしは ｢現代の資本主義と民主主義｣ が直面しうるさま

ざまな問題群と真剣に ｢突き合わせる｣ ことで新たな潜勢力や今日的意義を見

出そうと努めていることである5 (なお余談だが, 著者は第三部の巻末箇所

｢経済思想の多様性｣ のなかで, ｢ベルリンの壁の崩壊後, いまや 『資本主義』

という言葉は敬遠されるようになり, 『市場システム』 とか 『市場経済』 とか

いう当たり障りのない言葉が多用されるになりました｣ と述べているが, 30

年前の冷戦構造の終結後はたしかにそうであったかもしれない｡ ただ第三部刊

行の 2013 年以降も ｢資本主義｣ を表題に掲げる一般書・学術専門書は, それ

こそ数多く世に問われ続けている6｡ 今日において氏のいう上記の状況はむし
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ろ逆転しているのではないか｡ 刊行当時の著書をそのまま再録している以上,

かつてと今とで齟齬が生じうるのはやむを得ないとはいえ, この点にも補足的

説明がないと読者に誤解を招く恐れがあるだろう)｡

さて話をもとに戻せば, 著者自身がこれまでの作品でも注意を促してきたよ

うに, 経済思想の安易で軽率な現代への援用は逆効果を生み出しかねないが,

それでも ｢経済学史｣ や ｢経済思想史｣ という学問分野はたんに〈過去〉・〈歴

史〉にとどまらず, すぐれて〈現在〉・〈現代〉(そしてまた, いささか困難で

はあるが〈未来〉) への関わりをつうじるなかでこそ, 新たな威力と輝きを発

揮すべきものではないだろうか｡ 岩井克人 『経済学の宇宙』 (日本経済新聞社

2015 年初版, 日経ビジネス人文庫 2021 年復刊) における第 8 章 ｢残された時

間― ｢経済学史｣ 講義からアリストテレスを経て ｢言語・法・貨幣｣ 論に｣ が

きわめて特徴的かつ説得的に描き出しているように, ｢経済学史の存在意義｣

もまたあらためて広く再考の余地があるといえよう7｡

＊

本稿はたんなる書評の域をこえてやや論述内容を評者なりに拡充させながら,

本書における著者のスタンスをどう活かし鍛えていくべきかということを常に

念頭に置いてきた｡ 一義的で普遍的な解答などおそらくない｡ だが, 経済学と

いう ｢社会科学 (社会研究)｣ がその出発時から考察対象としてきたのが ｢資

本主義｣ であることをひるがえって想起するとき, ｢経済思想の多様性｣ 論を

活かすための大きな学問的課題のひとつに, 古くて新しい ｢資本主義の本質｣

があることは確かなところであり, そのことを最後に強調しておきたい｡

経済学史や経済思想史をふくむ ｢経済学｣ という ｢学問｣ は何のために存在

し, そもそも何を解明するためのものなのか, あらためて深く問い直されるべ

き時代にわれわれは生きている｡ 膨大な先行研究の蓄積があるが, これにも一

義的で普遍的な解答などおそらくない｡ とはいえ, 故宇沢弘文氏が 1960 年代

後半に米国から帰国以降, 人間らしいゆたかな社会の実現にむけて ｢社会的共

通資本｣ の考え方を一貫して説き続けたことを想起するとき, そこには岩井克
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人氏の宇沢弘文追悼文 ｢故宇沢弘文先生が目指したもの｣ において, それがま

さに ｢『冷徹な頭脳』 より 『暖かい心』｣ と総括されていることも示唆に富む

(日本経済新聞朝刊, 2014 年 9 月 29 日掲載)｡ ｢人間の経済｣ や ｢人間の心｣

を大切にした経済学とはどのようなものなのか｡ 現在, 持続可能な経済成長・

開発目標 (SDGs) や ESG (環境・社会・企業統治) 投資といった現代的文脈

などにおいて, 宇沢弘文の経済思想にふたたび高い関心と注目が寄せられてい

ることも念頭に置きたい｡

本書 『16 歳からの経済学』 において最初に登場する第一部第一章のタイト

ルは ｢冷静な頭脳と温かい心｣｡ ケンブリッジ学派のモラルサイエンスの良き

伝統とその始祖アルフレッド・マーシャルが高らかに宣言した ｢冷静な頭脳と

温かい心｣8 という精神を 21 世紀においても忘れることなく, 社会と歴史の未

来を切り拓いていくとりわけ若い世代は深く思索しながら, さらには健全な批

判的思考 (ないし猪木氏のいう健全な懐疑の目) をも養いながら, ぜひ本書を

じっくり読み進めてみてほしい｡ 評者自身もまた, 経済学史や経済思想史とい

う学問分野への知的関心をさらに拡げ深めながら, 古典と現在 (歴史と現代)

を架橋させる学問のあり方を真剣に考究していきたいと思う｡

注

1 本書の著者であるヘルマン氏は著名な女性ドイツ人ジャーナリストで, ｢欲望の資本主
義｣ シリーズに出演経験もある｡ その著者によって, スミス, マルクスそしてケインズと
いう, ｢この三人だけが自分の学問分野の座標軸を新たに定義しなおした｣ (11-12 頁) と
率直に述べられている｡ 2008 年のリーマン・ショックに端を発する世界金融危機後も世
の中を依然として跋扈し続ける主流派の新古典派経済学に対する批判を含め, ｢資本主義｣
そのものについてわれわれは深く知り, さらに探究を重ねなければならないとヘルマンは
いう｡ 本書は三人の人物の ｢伝記｣ としても大変興味深く読める作品だが, 各々が生き抜
いた時代のなかでの彼らの経済思想・理論の形成過程, そしてそれらの現代的特質と意義
がきわめて鮮やかにかつリアリティに満ちた内容で描き出されており, 通常の ｢経済学史｣
テキストとはまったく異なった趣きを放っている｡ 邦訳と訳者解説も周到であり, ぜひ一
読を推奨したい｡

2 ジョナサン・ハスケル氏が口火を切っているのは, 現代の資本主義における富 (利潤)
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の源泉が有形資産から ｢無形資産｣ (特許や著作権などの知的資産, ヒトがもつスキルや
能力などの人的資産, ブランド力や顧客情報などをふくむいわゆるビッグデータなどその
種類は多岐に及んでいる) へと大きく変質を遂げてきており, その現状をどう把握すべき
かという新たな問題群にほかならない｡ 氏によれば, そこには格差拡大の方向に働く力と,
いわゆるスピルオーバー (波及) としての特性をつうじて無形資産には平等化を進める力
という双方向に働く力が混成している｡ 現時点では, 前者が後者よりも強いと氏は述べて
いる｡

3 この側面について評者は, 西部忠氏による整理に完全に依拠している｡ 西部氏は, ｢20
年代までがシュンペーター, それ以後 70 年代前半までがケインズ, それ以後今日までが
ハイエクというように｣ と述べながら, さらに続けて, ｢この支配的理論の循環は, 資本
主義経済自体の変容 金融資本主義, 国家独占資本主義, 新自由資本主義の にちょ
うど対応している｣ と総括している｡ 詳細は以下の文献を参照のこと｡ ｢20 世紀とはどん
な時代だったのか｣ をテーマに ｢夏休みに読む 30 冊｣ について書かれた, ｢20 世紀資本
主義と三人が描いた理論の循環｣, 『経済セミナー』 (日本評論社), 547 号, 30-32 頁, 2000
年｡

4 第二部第四章は ｢21 世紀と経済学の三巨星｣ と題されているが, わずかに 7 ページの
分量しか割かれていない｡ 読者自身がみずから思考していくべきという著者からのメッセー
ジと前向きに受け止めてもよいが, シュンペーター, ケインズ, ハイエクという ｢経済学
の三巨星｣ の経済思想・理論をどのように現在・現代の ｢21 世紀｣ にむけて総合化して
いけばよいか, 現代経済思想史家である著者独自の提言と方向性がもっと積極的に提示さ
れてもよかったはずだ｡ ここでは, シュンペーターとケインズの理論を ｢イノベーション
と需要の好循環｣ として統合的な形で理解する吉川洋氏 (東京大学名誉教授) の研究成果
が紹介されるに基本的にとどまっている｡ ｢他者からの援用｣ が ｢他者との相互交流｣ で
はなかろう｡

また本稿冒頭において第二部での著者の最後の言葉を掲げておいたが, なぜ, ｢『他者』
との切磋琢磨によってみずからを向上させる態度を身につける以外にはない｣ と断言する
ことができるのであろうか｡ こうした発言の根拠とはいったい何であろうか｡ ｢以外には
ないのではないでしょうか｣ という著者による柔らかいが明確な ｢断言｣ 口調に対し, 評
者はいささか強い違和感を覚える次第である｡ ｢20 世紀経済学をつくった｣ 三巨星からの
｢示唆｣ は本当にそれだけにとどまるものなのであろうか｡ ｢経済思想の多様性｣ という氏
のスタンスからすれば, 偉人らの示唆は豊かな多様性に当然ながら満ちているにちがいない｡

5 シリーズ第 5 弾となる 『欲望の資本主義』 は, 一般読者には馴染みの薄い経済人類学者
カール・ポランニーと制度派経済学の始祖ヴェブレンの経済思想に光が当てられている｡
新訳 『大転換』 の ｢序文｣ にノーベル賞学者のジョセフ・スティグリッツが寄稿し, スティ
グリッツの師の故宇沢弘文自身は主流派経済学研究からの転向後はヴェブレンの制度主義
に高い学問的関心を抱いていた｡ 第 5 弾への若干の不満を述べるならば, 本書で登場する
各論客がポランニーとヴェブレンの経済思想をどう理解し, 現代に活かそうとしているの
かというインタビュー回答がいささか断片的であることだろう｡ 紙幅の制約もあり致し方
ない面もあるが, なぜポランニーとヴェブレンの両者を現代において取り上げるのかが読
者には分かりにくいのではないか｡ 著者の丸山氏が ｢おわりに｣ で長めの解説文を寄せて
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はいるが, 本来ならば, 本書に登場する各論者自身の言葉でより多くを語ってほしいとこ
ろだ｡

なお現代の経済学界を代表するひとりであるダロン・アセモグル氏 (マサチューセッツ
工科大学教授) は本書における ｢根源的な問いに対する興味｣ として, 次のようなきわめ
て示唆に富む見解を表明しているので, この場を借りて引用しておきたい｡ ｢10 代の頃か
らですが, 私を突き動かしたのは, 根源的な問いに対する興味だったと思います｡ 民主主
義はどのようにして始まったのか, 経済の起源は, 経済発展の意味は―, そのような問い
でした｡ そして, これらの問いに向き合うには, 学際的にさまざまな分野の視点を持たな
ければならないと考え, 歴史学や政治学, 経済学, 生物学などを学びました｡ 野心的に大
きな問いを掲げ, 多様な分野を学んだことで, その問いに対する自分なりの刺激的な考え
方を生み出すことができたのだと思います｡ それらがインスピレーションの源です｣
(103-104 頁)｡ さらにアセモグルは, 20 世紀の巨人はケインズであり, ケインズの ｢事象
を根源的に再考した意欲と能力には刺激を受けます｣ と続けている｡ ｢先人｣ による根源
的な思索と洞察を真摯に学びながらそれをどう超えていけるかも, ｢現代｣ 経済学者の使
命であるにちがいない｡

6 念のためにそれらの一部を挙げておこう｡ 水野和夫 『資本主義の終焉と歴史の危機』 集
英社新書, 2014 年, ヴォルフガング・シュトレーク 『時間かせぎの資本主義―いつまで
危機を先送りにできるか』 みすず書房, 2016 年, 伊藤誠 『資本主義の限界とオルタナティ
ブ』 岩波書店, 2017 年, 水野和夫・山本豊津 『コレクションと資本主義― ｢美術と蒐集｣
を知れば経済の核心が分かる』 KADOKAWA, 2017 年, デヴィッド・ハーヴェイ 『資本
主義の終焉―資本の 17 の矛盾とグローバル資本主義の未来』 作品社, 2017 年, 伊藤誠
『入門 資本主義経済』 平凡社新書, 2018年, トーマス・セドラチェク/オリバー・タンツァー
『続・善と悪の経済学 資本主義の精神分析』 東洋経済新報社, 2018 年, ジャコモ・コル
ネオ 『よりよき世界へ―資本主義に代わりうる経済システムをめぐる旅』 岩波書店, 2018
年, 水野和夫・山口二郎 『資本主義と民主主義の終焉―平成の政治と経済を読み解く』 祥
伝社新書, 2019 年, ウルリケ・ヘルマン 『スミス・マルクス・ケインズ―よみがえる危
機の処方箋』 みすず書房, 2020 年, ジョセフ・スティグリッツ 『プログレッシブ・キャ
ピタリズム』 東洋経済新報社, 2020 年, レベッカ・ヘンダーソン 『資本主義の再構築―
公正で持続可能な世界をどう実現するか』 日本経済新聞出版社, 2020 年, 諸富徹 『資本
主義の新しい形』 岩波書店, 2020 年, 斎藤幸平 『人新世の ｢資本論｣』 集英社新書, 2020
年, 斎藤日出治 『資本主義の暴力―現代世界の破局を読む』 藤原書店, 2021 年, ブラン
コ・ミラノヴィッチ 『資本主義だけ残った―世界を制するシステムの未来』 みすず書房,
2021 年, 中島隆博編 『人の資本主義』 東京大学出版会, 2021 年, 中野剛志 『変異する資
本主義』 ダイヤモンド社, 2021 年, そして現在 5 弾まで刊行中の 『欲望の資本主義』 シ
リーズはもちろん, そのスピンオフ作品である岩井克人他 『岩井克人 ｢欲望の貨幣論｣ を
語る』 東洋経済新報社, 2020 年もその一冊に加えてよい｡

7 岩井克人氏による 『経済学の宇宙』 は, まさに本書全体がひときわ大きな現代的意義と
含み, そして射程をもつ〈経済学史の書〉として把握することができる｡ 第 8 章冒頭にて
あらためて ｢経済学史の存在意義｣ を明確にする必要性に論及しながら, 氏は, とりわけ
アダム・スミスの古典派経済学以前の ｢重商主義｣ 学説に高い評価を与えながら, 古代ギ
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リシャのアリストテレスによる貨幣・資本主義をめぐる先駆的で本質的な考え方とともに
それを詳述している｡ 岩井によれば, ｢『見えざる手』 の働きをその中核に据えたアダム・
スミスとスミス以降の古典派経済学は, まさに 『重商主義』 が見いだした 『貨幣の自己循
環論法』 と 『利潤の差異原理』 を抑圧することによって成立したのです｣ (445-446 頁)｡
ここでいう ｢利潤の差異原理｣ は ｢資本主義の基本原理｣ と換言してもよい｡ 資本主義に
おいて ｢利潤は差異から生み出される｣ のであり, そのことは氏が見いだす商業資本主義,
産業資本主義, そして現代のグローバルなポスト産業資本主義においても何ら変わること
はない｡

とりわけ興味深いのは, 岩井の ｢経済学史講義｣ プロットの後半をなす, 第 12 章 ｢古
典派とマルクスの利潤論と産業資本主義｣ とそれに続く第 13 章 ｢シュンペーターの利潤
論とポスト産業資本主義｣ との理論的関係だ｡ 氏によれば, シュンペーターの目的は, 資
本主義という社会機構において, ｢利潤がどのように発生しうるのか｣ を解明する ｢資本
主義の純粋理論｣ の構築であったとし, それはシュンペーターが生き抜いた ｢産業資本主
義｣ の時代にはるかに先駆けて現代の ｢ポスト産業資本主義｣ の時代の利潤発生メカニズ
ムをあきらかにするものであった｡ 資本主義的利潤はマルクスが論じた労働価値説にもと
づく剰余価値論をつうじては説明されえず, とりわけポスト産業資本主義時代の利潤は,
まさにシュンペーターの ｢革新＝イノベーション｣ をつうじて ｢他にない新しさ｣ として
の差異を意識的に生み出していくことでしか生み出されえないのである｡ ｢産業資本主義
にのみ当てはまるその 『不完全な』 資本主義論を, 資本主義の一般理論として提示してし
まったこと, そこにマルクス経済学の不幸の一つがあったのだと思います｣ (196 頁) と
岩井氏は総括している｡

したがって現代のグローバルなポスト産業資本主義においても, いうまでもなく ｢差異
から利潤を生み出す｣ という ｢資本主義の基本原理｣ は貫徹しており, 氏によって, 現代
のポスト産業資本主義は ｢最も純粋な資本主義｣ の形態とみなされている｡ マルクスの手
元に残っていたあくまで ｢特別な｣ 剰余価値論にすぎないものこそ, シュンペーターにとっ
てはむしろ資本主義社会における利潤の ｢一般的な｣ 発生メカニズムを説明する原理であっ
たのであり, マルクス特別剰余価値論のシュンペーターによる一般的な資本主義利潤論へ
の格上げにシュンペーター独自の貢献を見いだす岩井のシュンペーター経済動学は, 経済
学史全体の流れをあらためて見渡すとき, そのすぐれた現代的意義と射程が再確認できる
のではないだろうか｡ 重商主義の ｢利潤の差異原理｣ を起点として, 古典派とマルクスの
利潤論を相対化するのがシュンペーターの利潤論であり, 岩井のシュンペーター経済動学
とポスト産業資本主義論なのだから｡ シュンペーターはワルラスの一般均衡理論を ｢経済
理論の大憲章 (マグナ・カルタ)｣ と称しきわめて高い評価を与えていたが, そこにある
｢戦略的意図｣ などもふくめて, やや時期的に古いが示唆に富む対談となっている岩井克
人・川勝平太 ｢シュンペーターを超えて｣ (『現代思想』 1993 年 (12), Vol. 21-13, 48-69
頁) もぜひ参照されたい｡

8 猪木武徳 『経済社会の学び方―健全な懐疑の目を養う』 中公新書, 2021 年の第 6 章
｢社会研究とリベラル・デモクラシー｣ において, 1885 年 2 月 24 日のケンブリッジ大学
教授就任講演でマーシャルが表明したこの "Cool heads but warm hearts" をめぐって,
マーシャルの経済学と経済学観をふまえた興味深い考察が論じられている｡
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